
「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

１　地域の自殺の実態を分析する

（１）　地域に即した調査・分析の推進

①　自殺対策に関する統計的研究及び情報提供

001　人口動態統計や自
殺統計による自殺者の実
態分析

県は、「人口動態統計」「自殺統計」を、県、保
健福祉事務所及びセンター、市町村のそれ
ぞれの地域エリアごとに分析して、重層的な
実態分析に取り組みます。

「人口動態統計」、「自殺統計」について、迅
速・正確に分析を行った。

「人口動態統計」、「自殺統
計」の分析を迅速、正確に分
析を行う。

「人口動態統計」、「自殺統
計」について、迅速・正確に
分析を実施。

精神保健福祉センター

002　市町村別自殺統計
分析のまとめと情報提供

市町村が自殺対策を実施するうえで、必要な
市町村別の基礎的なデーターや自殺統計の
分析をまとめ、必要な情報を適切に提供しま
す。

市町村が自殺対策を実施するうえで、必要
な市町村別の基礎的なデーターや自殺統
計の分析をまとめ、必要な情報を適切に提
供行った。

「人口動態統計」、「自殺統
計」の分析を迅速、正確に分
析を行い、情報提供する。

「人口動態統計」、「自殺統
計」の分析を実施。

精神保健福祉センター

003　関係機関、民間団体
との連携による情報収
集、実態分析

自殺未遂者支援や自死遺族に対する支援、
児童生徒に対する支援等の実践から、関係
機関や民間団体と連携し、情報収集や統計
的な分析を行い、地域における効果的な自殺
対策の推進に取り組みます。

自殺未遂者支援や自死遺族に対する支
援、児童生徒に対する支援等の実践から、
関係機関や民間団体と連携し、情報収集や
統計的な分析を行い、地域における効果的
な自殺対策の推進に取り組んだ。

様々な機関と連携し、随時情
報共有を行い、自殺の実態
把握に努める。

様々な機関と連携し、随時情
報共有を行い、自殺の実態
把握に努める。

精神保健福祉センター

（２）　情報収集提供体制の充実

①　国、市町村、関係機関、団体と連携し、情報収集及び提供、相互の活用

004　市町村別自殺統計
分析のまとめと情報提供
【再掲】

市町村が自殺対策を実施するうえで、必要な
市町村別の基礎的なデータや自殺統計の分
析をまとめ、必要な情報を適切に提供します。

市町村が自殺対策を実施するうえで、必要
な市町村別の基礎的なデータや自殺統計
の分析をまとめ、必要な情報を適切に提供
行った。

市町村に随時提供をする。
「人口動態統計」「自殺統計」
の分析を実施し、市町村に随
時提供をする。

精神保健福祉センター

005　地域自殺実態プロ
ファイル等の情報提供

国が設置する自殺総合対策推進センターが
作成する「地域自殺実態プロファイル」を基
に、効果的な対策を考察して、市町村へ情報
提供することに取り組みます。

市町村が自殺対策を実施するうえで、必要
な市町村別の基礎的なデータや自殺統計
の分析をまとめ、必要な情報を適切に提供
した

市町村に随時提供をする。
「人口動態統計」「自殺統計」
の分析を実施し、市町村に随
時提供をする。

精神保健福祉センター

②　神奈川県警察自殺統計原票の関係行政機関への情報提供

006　神奈川県警察自殺
統計原票の関係行政機関
への提供

県警察本部の情報提供により自殺の年代、動
機等を知ったうえで適切な対応や対策ができ
るよう、県内で発生した自殺と断定した自殺者
数について、正確に集計し、１年間の確定値
を関係行政機関へ情報提供できるように取り
組みます。

関係行政機関に対し、自殺統計の確定値を
情報提供した。

統計数値の情報提供である
ため、課題になる案件はな
し。

自殺統計について、引き続き
正確に集計し、１年間の確定
値を関係行政機関へ情報提
供できるように取り組む。

人身安全対策課

２　自殺対策に関する普及啓発を推進する

（１）　県民に対する普及啓発事業の実施

①　自殺対策に関する普及啓発

007　自殺予防週間等に
おける自殺対策街頭キャ
ンペーン・講演会の実施

県、市町村、民間団体は協力して、自殺予防
週間を中心に、街頭キャンペーン及び自殺対
策講演会を開催し、県民への普及啓発に取り
組みます。

・自殺対策街頭キャンペーンを、9月10日に
小田急小田原線「伊勢原駅」の２階コンコー
ス、南口、北口にて開催。神奈川県、伊勢原
市、かながわ自殺対策会議構成機関のス
タッフ、小田急電鉄株式会社等43名が、啓
発物品及び講演会開催チラシ等を3,000部
配付。
・神奈川県・伊勢原市自殺対策講演会を、9
月21日伊勢原市中央公民館　１階　展示
ホールにて開催。115名が出席した。

全ての保健福祉事務所管内（８
箇所）で街頭キャンペーン・講
演会を実施する。

○ 8箇所 4箇所 5箇所 6箇所 50.0% C

講演会については、一般県
民を対象としているため、自
殺対策について伝えながら
も、県民の参加意欲を高める
タイトルや内容の検討を続
け、周知を行っていく必要が
ある。

未開催管内である鎌倉地域
（鎌倉市、逗子市、葉山町）
にて開催を検討中。新型コロ
ナウイルス感染症の状況を踏
まえ、対策を講じる必要があ
る。

精神保健福祉センター

「人口動態統計」、「自殺統計」を、県、保健福祉事務所及びセンター、市町村のそれぞれの地域エリ
アごとに分析して、重層的な実態分析をした。

「人口動態統計」、「自殺統計」の分析を迅速、正確に分析を行い、情報提供を行った。

「人口動態統計」、「自殺統計」を、県、保健福祉事務所及びセンター、市町村のそれぞれの地域エリ
アごとに分析して、重層的な実態分析をした。

市町村が自殺対策を実施するうえで、必要な統計分析をはじめ、活用法などの情報提供を行った。

市町村が自殺対策を実施するうえで、必要な統計分析をはじめ、活用法などの情報提供を行った。

関係行政機関に対し、神奈川県警察で集計した平成30年中の県内の自殺者数及び原因・動機に関
する自殺統計を情報提供し、自殺対策の施策に貢献した。

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

008　リーフレット等を活用
した県民への周知

自殺予防に関することや身近な地域で相談で
きる窓口や機関を掲載したリーフレットを作成
し、各地域で開催される自殺対策街頭キャン
ペーンや講演会等で配布し、周知のさらなる
強化を図ります。

自殺予防に関することや身近な地域で相談
できる窓口や機関を掲載したリーフレットを
作成し、自殺対策街頭キャンペーンで3000
部配布し、県民への普及啓発を行った。

相談窓口を記載したリーフレッ
トや普及啓発物品を作成し、街
頭キャンペーンや講演会等で
広く県民に配布する。

○
毎年度3,000
部配布

3,000部 3,000部 3,000部 100.0% A

県民の自殺対策の重要性に
対する関心と理解をさらに深
めること、また、自殺の危機に
陥った場合には、誰かに援助
を求めることが適切であるとい
うことが、社会全体の共通認
識となることが必要なため、今
後も普及啓発をしていく。
特に、若年者の自殺者が減
少していないことから、若年
者層に対する自殺予防に関
する普及啓発や相談窓口の
周知に取り組んでいく必要が
ある。

自殺予防に関することや身近
な地域で相談できる窓口や
機関を掲載したリーフレットを
作成し、各地域で開催される
自殺対策街頭キャンペーン
や講演会等で配布し、周知
のさらなる強化を図る。

精神保健福祉センター

009　自殺対策強化月間
におけるＣＭ等の配信

自殺予防週間や自殺対策強化月間におい
て、若年者の関心がある映画の上映時に、自
殺対策関連のＣＭを配信する等、若年者層が
相談窓口等をより利用しやすくなるよう、取組
みを進めます。

「こころナビ　かながわ」の周知CMを3月に藤
沢・平塚・厚木営業所管内で、計130台のバ
ス車内デジタルサイネージ広告にて放映し
た。また、海老名市・藤沢市にある映画館に
おいても、８月９日～15日で周知CMを上映
した。

県民の自殺対策の重要性に対
する関心と理解を深めることを
目的として、平成30年度から34
年度間で、県内の路線バス累
計650台において、自殺対策関
連CMを配信する。

○
５年間で650
台のバス広
告掲出

0台 370台 260台 142.3% A

周知CM動画の上映について
は、コンテンツにより動員数の
増減が激しいため、時期や内
容をしっかりと見極めて実施
する必要がある。また、ストレ
スチェックホームページ・アプ
リのアクセス数が伸び悩んで
いるため、周知方法等につい
て工夫改善を行う必要があ
る。

令和２年度は、バス車内デジ
タルサイネージ広告を９月・３
月に実施見込みであり、「ここ
ろナビ　かながわ」の周知方
法についても広報紙への掲
載など検討していく。

がん・疾病対策課

010　鉄道会社と連携した
鉄道構内等での普及啓発
の実施

自殺予防週間を中心に、鉄道会社等の協力
により、駅構内ディスプレイにおいて自殺対策
関連のＣＭを放映する等、あらゆる世代が自
殺対策への関心と理解を深めることができるよ
うに取り組みます。

小田急電鉄の協力を得て、鉄道駅31駅舎構
内の運行ディスプレイにおいて、自殺予防
週間のある９月及び自殺対策月間である３
月に、当課作成の自殺対策関連のCMを放
映したほか、９月に一部駅舎で精神保健福
祉センター作成のポスター掲出を行った。
CM放映実施時期：①令和元年９月１日～９
月30日②令和２年３月１日～３月31日

各年度、自殺対策強化月間中
に、県民が通勤・通学に利用す
る鉄道沿線の20以上の駅舎に
て、普及啓発動画を放映し、県
民の自殺対策への理解を深め
る。

○
毎年度20駅
舎以上

26駅舎 31駅舎 20駅舎 155.0% A
予算化は困難であるため、鉄
道会社からの協力支援が不
可欠である。

引き続き、協力を得られるよ
う、鉄道会社との連携を深
め、関係性を構築していく。

がん・疾病対策課
精神保健福祉センター

011　九都県市での自殺
対策普及啓発の実施

九都県市による連絡調整会議を通じて、自殺
予防週間及び自殺対策強化月間における共
同の取組みを進めます。また、他都県市に対
して、県が作成した自殺対策関連のＣＭ素材
の活用を呼びかけるなど、広域的な普及啓発
の取組みを強化します。

九都県市自殺対策キャンペーン連絡調整
会議を東京都で行い、会議内容を踏まえ
て、九都県市が一体となり、街頭キャンペー
ンや自治体HPにて普及啓発活動を行った。

各年度、九都県市の自殺対策
担当者で各自の取組みや情報
を共有し、連携して広域的な自
殺対策を行う。

○
毎年度九都
県市の調整
会議を開催

1回 1回 1回 100.0% A
新型コロナウイルス禍におい
ても引き続き県民の自殺対策
えの理解を促進できるよう、
新たな実施方法を含めて検
討していく必要がある。

連絡調整会議（川崎市で開
催予定）にて情報共有を行
い、令和元年度と同様、九都
県市が一体となり、新型コロ
ナウイルス禍の状況踏まえ、
街頭キャンペーンや自治体
HPにて普及啓発活動等を行
う。

がん・疾病対策課

②　地域における自殺対策に関する普及啓発

012　保健福祉事務所・セ
ンターにおける講演会の
実施

地域における自殺対策の普及啓発として、保
健福祉事務所・センターにおいて、自殺対策
に関連した講演会や普及啓発活動等の取組
みを強化し、地域における普及啓発の推進を
図ります。

【平塚保健福祉事務所】地域自殺対策検討
会・研修会、ゲートキーパー研修、普及啓発
（チラシ配布、展示コーナー等）
【平塚保健福祉事務所秦野センター】地域
自殺対策検討会、自殺未遂者支援研修、
ゲートキーパー研修
【鎌倉保健福祉事務所】「いきるを支える鎌
倉・逗子・葉山」実行委員会講演会・キャン
ペーン、ゲートキーパー研修
【鎌倉保健福祉事務所三崎センター】キャン
ペーン（三浦市と共同）、ゲートキーパー研
修
【小田原保健福祉事務所】ゲートキーパー
研修、検討会、研修会
【小田原保健福祉事務所足柄上センター】
研修会、ゲートキーパー研修、啓発週間普
及啓発
【厚木保健福祉事務所】ゲートキーパー研
修、自殺対策研修会
【厚木保健福祉事務所大和センター】検討
会、研修会、ゲートキーパー研修

新型コロナウイルス感染症の
影響により、事業によっては
新しい実施方法等を検討す
る必要があるほか、特に精神
保健福祉分野では、地域包
括ケアシステムに基づく退院
後支援など、保健福祉事務
所に求められる役割や業務
量が増加傾向にあることか
ら、限られたマンパワーの中
で自殺対策をいかに効率的・
効果的に進めていくかという
点が課題である。

新型コロナウイルス感染症の
影響を見ながら臨機応変に
対応していく中で、引き続き、
各地域において、それぞれの
特性や実情に応じた取組み
を、管内市町村等のニーズを
把握したうえで、連携・協力し
ながら進めていく。

保健福祉事務所・センター
各地域において、それぞれの特性や実情に応じた取組みを、管内市町村等と連携・協力しながら進め
た。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

013　リーフレット等を活用
した県民への周知【再掲】

自殺予防に関することや身近な地域で相談で
きる窓口や機関を掲載したリーフレットを作成
し、各地域で開催される自殺対策街頭キャン
ペーンや講演会等で配布し、県民への普及
啓発に取り組みます。

自殺予防に関することや身近な地域で相談
できる窓口や機関を掲載したリーフレットを
作成し、自殺対策街頭キャンペーンで3000
部配布し、県民への普及啓発を行った。

相談窓口を記載したリーフレッ
トや普及啓発物品を作成し、街
頭キャンペーンや講演会等で
広く県民に配布する。

○
毎年度3,000
部配布

3,000部 3,000部 3,000部 100.0% A

県民の自殺対策の重要性に
対する関心と理解をさらに深
めること、また、自殺の危機に
陥った場合には、誰かに援助
を求めることが適切であるとい
うことが、社会全体の共通認
識となることが必要なため、今
後も普及啓発をしていく。
特に、若年者の自殺者が減
少していないことから、若年
者層に対する自殺予防に関
する普及啓発や相談窓口の
周知に取り組んでいく必要が
ある。

自殺予防に関することや身近
な地域で相談できる窓口や
機関を掲載したリーフレットを
作成し、各地域で開催される
自殺対策街頭キャンペーン
や講演会等で配布し、周知
のさらなる強化を図る。

精神保健福祉センター

014　生涯学習指導者研
修

生涯学習指導者研修の中で、市町村や県の
職員を対象に、自尊感情を高める大切さ、人
への思いやり、命の大切さ、コミュニケーション
能力を磨くこと等をテーマに人権教育を実施
します。

生涯学習指導者研修のうち、社会教育担当
者コース、公民館担当者コースにおいて、県
や市町村の生涯学習・社会教育行政担当
職員や公民館職員等を対象に、人権課題
に関する講義や協議を行うことにより、社会
教育行政や公民館の運営における人権尊
重の意識の高揚を図り、人権教育を推進す
ることができた。

人権への知識や感覚を身につ
けるため、市町村や県の職員
を対象に、人権教育に係る内
容を含めた生涯学習指導者研
修を毎年度２回開催する。

○

生涯学習指
導者研修を
毎年度２回開
催

2回 2回 2回 100.0% A
市町村や公民館のニーズを
踏まえながら研修内容の充
実を図るとともに、研修をとお
して県と市町村の連携を強化
する必要がある。

今後も引き続き、生涯学習指
導者研修の中で、県や市町
村の生涯学習・社会教育行
政担当職員等や公民館職員
等を対象に人権教育を実施
することで、人権に対する正
しい理解と認識を深めてい
く。

生涯学習課

015　教育事務所人権教
育研修講座（社会教育関
係団体指導者等）

教育事務所人権教育研修講座の中で、社会
教育関係団体に関わる指導者等を対象に、
自尊感情を高める大切さ、人への思いやり、
命の大切さ、コミュニケーション能力を磨くこと
等をテーマに人権教育を実施します。

４教育事務所で、管内ＰＴＡ役員等社会教
育関係団体指導者を対象に、人権課題に
関する講義や協議を行うことにより、家庭や
地域における人権尊重の意識の高揚を図
り、人権教育を推進することができた。

人権への知識や感覚を身につ
けるため、社会教育関係団体
に関わる指導者等を対象に、
教育事務所人権教育研修講座
を毎年度４回開催する。

○

教育事務所
人権教育研
修講座を毎
年度４回開催

4回 4回 4回 100.0% A
各教育事務所管内における
社会教育関係団体指導者の
ニーズを踏まえながら、研修
内容の充実を図る必要があ
る。

今後も引き続き、教育事務所
ごとに社会教育関係団体指
導者等を対象に人権教育研
修講座を開催することで、人
権に対する正しい理解と認識
を深めていく。

生涯学習課

③　インターネット・ＳＮＳ等を利用した情報発信

016　ホームページによる
情報発信

「社会の問題」として総合的に取り組むことが
必要な自殺対策への関心と理解を、広く県民
に向けて普及啓発するため、県ホームページ
を随時更新し、自殺に関する最新情報や関
連情報を積極的に発信します。

【がん・疾病対策課】九都県市の自殺対策強
化月間である９月及び３月を中心に、ホーム
ページの更新を随時行い、自殺対策にかか
る普及啓発関係イベントや、最新データの
掲載等、情報発信に努めた。
【精神保健福祉センター】自殺対策への関
心と理解を、広く県民に向けて普及啓発す
るため、ホームページを随時更新し、自殺に
関する最新情報や相談窓口等の関連情報
を発信した。

【がん・疾病対策課】随時必
要な情報を掲載し、分かりや
すいページづくりに努める必
要がある。
【精神保健福祉センター】見
やすいホームページを作成
することに努める。

【がん・疾病対策課】最新の
情報を掲載し、適切な維持管
理を行う。
【精神保健福祉センター】自
殺に関する情報を随時更新
することで、県民に自殺の現
状についての理解を促すこ
と。並びに相談窓口等の関連
情報を掲載することで、県民
が自殺に傾くことがないよう情
報発信に努める。

がん・疾病対策課
精神保健福祉センター

017　ストレスチェックホー
ムページ・アプリ「こころナ
ビかながわ」の運営

特に、若年者層に対する自殺予防を重点的
に取り組むため、気軽にストレスチェックがで
きるホームページ・スマートフォンアプリの普
及を促進し、若年者層が相談支援窓口の情
報を得られるように取り組みます。

バスのデジタルサイネージや県内学生ポー
タルサイト、ME-BYOカルテ等でアプリの周
知を行った結果、令和元年度は総アクセス
件数が38,654件であった。

アクセス数累計　300,000件（平
成28～34年度）

○ 300,000件 78,000件 211,857件 171,200件 143.6% A

当該アプリは平成28年から運
用を開始したが、大規模なコ
ンテンツの更新は行っておら
ず、また周知方法についても
新たな方法を実施できておら
ず、ユーザー離れが進んで
いることから、新たなコンテン
ツの作成や周知方法も視野
に入れる必要性がある。

「こころナビ　かながわ」の周
知方法として新たな方法を検
討し、新たなコンテンツの作
成が可能かどうか委託先と協
議を重ねていく。

がん・疾病対策課

（２）　児童・生徒の自殺予防に資する教育の実施

①　自分の大切さ、他者の大切さを認める教育への取組み

018　教科指導等における
心身の健康づくりの教育
推進

学習指導要領に基づき行われる各校におけ
る心身の発達と健康づくり、ストレス対処及び
疾病予防に関する取組みや教育実践を支援
します。

・令和元年度は「小中学校版の学校におけ
る防災教育指導資料」の改訂年度であり、
「心のケア」に関する健康観察や学校におけ
る支援についての記載を盛り込んだ。
・各校における取組や教育実践を支援した。

児童生徒は、生涯にわたり、
社会生活における健康・安全
について理解を深め、自他の
「いのち」の大切さを自覚しな
がら、自らの管理と改善に基
づく「心身の健康づくり」を実
践する資質や能力を育む必
要がある。

・学習指導要領の改訂と移行
期に伴う取り上げる内容の再
整理と、各校における取組や
教育実践の支援を継続して
いく。

保健体育課

【がん・疾病対策課】自殺対策にかかる最新のコンテンツを発信できるよう、定期的に情報の更新を
行った。
【精神保健福祉センター】県民に対して神奈川県の自殺の状況や相談窓口の案内等、自殺対策に関
する知識についての普及啓発となった。

学習指導要領に基づき行われる各校における取組みや教育実践のため、各校より相談等があれば適
宜助言等を行った。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

019　「いのちの授業」の実
践

「ともに生きる社会かながわ憲章※１」の理念
を踏まえ、学校・地域・家庭で活用できる教材
に指導ガイドを盛り込んだハンドブックを作成
し、現在、各学校で展開されている「いのちの
授業」のより一層の充実を図ります。

○　県内の全ての学校での、学習指導要領
に基づき、様々な内容・方法により、子どもた
ちが「いのち」のかけがえのなさや、夢や希
望をもって生きることの大切さ、人への思い
やり、互いに支え合って生きることの大切さ
などを実感する「いのちの授業」の推進。
○　各学校における様々な実践事例を
1,788収集するとともに、「いのちの授業」感
動作文を8,237作品収集し、大賞などの優秀
作品を10作品表彰することで普及啓発を
図った。
○　令和元年1０月、家庭や地域においても
「いのちの授業」を推進していくため、取組の
充実や参考となる指導事例を掲載して、「か
ながわ『いのちの授業』ハンドブック」を5,500
部、令和２年１月には「かながわ『いのちの授
業』ハンドブック概要版」を30,000部増刷し、
県内の市町村教育委員会をとおして、ＰＴＡ
等の関係団体、公民館、図書館等、各課関
係機関での配架・配付を依頼した。

「『いのちの授業』ハンドブック」
や「ハンドブック概要版リーフ
レット」を活用し、学校・家庭・地
域における「いのちの授業」の
取組のさらなる充実と普及を図
るとともに、「いのちの授業」の
広がりを計る一つの指標とする
ため、「いのちの授業」大賞へ
の作文応募数を独自目標とす
る。

○
毎年度応募
作品数8,000
作品

7,038作品 8,237作品 8,000作品 103.0% A

○　学校では日常的に様々
な「いのちの授業」が実践さ
れているが、家庭や地域にお
ける様々な取組については、
「いのちの授業」としてあまり
認識されていない。第７回「い
のちの授業」大賞作文募集
は、8,000作品を超える応募
があったが、まだ広く県民に
まで認識されたとは言えな
い。今後、より一層「いのちの
授業」の「見える化」を図り、
「ともに生きる社会かながわ憲
章」の理念について考える取
組とともに、更なる推進を図る
必要がある。

〇　「いのちの授業」ハンド
ブックを活用し、各学校にお
ける「いのちの授業」のより一
層の充実を図る。
〇　「いのちの授業」ハンド
ブック概要版リーフレットを活
用しながら、「いのちの授業」
の取組を保護者や地域の方
に周知すること等を通じて、
家庭や地域でも、子どもと大
人が「いのち」について考え
たり、話したりする機会が増え
るよう県ＰＴＡ協議会等と連携
し、取り組んでいく。
○　コロナ禍において、「いの
ち」のかけがえのなさや、人
への思いやり、互いに支え
合って生きることの大切さなど
を学ぶ「いのちの授業」のより
一層の充実、推進が必要とさ
れる。「ともに生きる社会かな
がわ」の実現に向け、「いのち
の授業」の取組を、「ともに生
きる社会かながわ憲章」の理
念について考える取組ととも
に、学校だけでなく家庭や地
域にも裾野を広げて推進す
る。

子ども教育支援課

020　中学生・高校生に対
する「いのちの大切さを学
ぶ教室」の推進

県内の中学生・高校生に対し、犯罪被害者等
の生の声や犯罪被害者等のおかれた厳しい
状況等を伝えることで、被害者等に対する理
解と共感を育み、同時に自分や他人の「いの
ち」の大切さ、加害者になってはいけないとい
う規範意識を醸成する取組みとして、推進を
図ります。

　県下中学生・高校生に対し、50回の教室を
実施し、被害者等に対する理解と共感を育
み、「いのち」の大切さについて規範意識の
醸成に努めた。
　同教室を通じて、県内において作文コン
クールを実施し、多数の応募作品から県知
事賞等10作品を表彰した。

次世代を担う中学生・高校生に
犯罪被害やその家族に置かれ
ている立場、命の大切について
理解を深めるため、講話式授
業を実施し、社会全体で犯罪
被害等を思いやり支える気運を
醸成させる。

○

平成23年開
始時からの
実績回数平
均値77回を

実施

83回 50回 77回 64.9% C

中学・高校の各学校は、道徳
の授業の中で当教室を実施
しているが、道徳授業は他に
カリキュラムも多く、更には、
近年受験対策が先行してい
ることから、導入が困難となっ
ている。
　同教室は、学校側の認知度
も低いことから、県教育局に
対する教室への協力依頼を
継続するとともに、警察署と連
携して、啓発活動を強化し、
当教室の魅力を学校側へ理
解してもらい、教室の導入を
狙う。

　本年度は、コロナウイルス感
染拡大防止のため、中学・高
校共に本格的な新年度学期
の開始が大幅に遅れ、授業
カリキュラムがタイトスケ
ジュールとなっており、当室に
おいても、現時点で教室の実
施見込みが立っていない。
　当室としては、異例年度で
あることから、講師と連携を図
り、学校側の要望に柔軟に対
応できるよう整備する。

被害者支援室

②　「いのち」を大切にする心をはぐくむ教育の実施

021　「いのち」を大切にす
る心をはぐくむ教育推進
研究委託事業

県内の小・中学校から４校を推進校に選定
し、学校現場において、教科、道徳、特別活
動などあらゆる機会を通じて、「いのち」の大
切さを学ぶ「いのちの授業」を実践し、ホーム
ページ上に研究事例・研究成果を公表し、県
内各学校への周知を図ります。

「いのちを大切にする心をはぐくむ教育」推
進校４校において、取組を実施。

４教育事務所管内からそれぞ
れ小中学校のうち１校（計４校）
を「いのちを大切にする心をは
ぐくむ教育」推進校として、「い
のち」を大切にし、夢や希望、
感謝の心をもって生きることが
できる子どもの育成に取り組
む。

○

毎年度「いの
ちを大切にす
る心をはぐく
む教育」推進
校４校

４校 4校 4校 100.0% A
４教育事務所管内で、それぞ
れの小・中学校で細かな計画
を立て、年間を通して取り組
んでいるが、先を見通した計
画を立てることが課題である。

「いのちの授業」大賞の応募
が増え、認識は広がってい
る。そこで、次年度も実践校
における作文提出を継続し、
その場限りの取り組みではな
く、継続的に意識させる取組
として行っていく。
また、自殺予防に関する講演
などと関連付けた実践の可能
性を検討していく。

子ども教育支援課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

022　教科指導等における
「いのち」と、健康習慣の
関連を理解する教育推進

学習指導要領に基づき行われる各校におけ
る心身の発達や生活環境に応じた健康づく
り、社会生活に応じたストレス対処及び疾病予
防に関する取組みや教育実践を支援します。

・令和元年度は「小中学校版の学校におけ
る防災教育指導資料」の改訂年度であり、
「心のケア」に関する健康観察や学校におけ
る支援についての記載を盛り込んだ。
・各校における取組や教育実践を支援した。

児童生徒は、生涯にわたり、
社会生活における健康・安全
について理解を深め、自他の
「いのち」の大切さを自覚しな
がら、自らの管理と改善に基
づく「心身の健康づくり」を実
践する資質や能力を育む必
要がある。

・学習指導要領の改訂と移行
期に伴う取り上げる内容の再
整理と、各校における取組や
教育実践の支援を継続して
いく。

保健体育課

３　早期対応の中心的役割を果たす人材（ゲートキーパー）を養成する

（１）　かかりつけ医師等への精神疾患の診断、治療技術の向上

①　かかりつけ医師等への適切なうつ病の患者への対応力向上研修の実施

023　こころといのちの地
域医療支援事業

内科等の身体科の医師が、うつ病についての
知識や技術を習得する、対応力向上研修に
ついて、研修内容等を精査し、うつ病対応力
研修の充実に取り組みます。

・政令市を含む５会場で「かかりつけ医うつ
病対応力向上研修」を開催し、受講を修了
した計261名の医師に修了証書を発行した。
・当該研修の開催に際し、自殺の実態と自
殺対策、うつ病と自殺の関係について、うつ
病の基礎知識の講義及び事例検討を行っ
た。

平成30年度から34年度の5年
間で、かかりつけ医うつ病対応
力向上研修受講修了者累計
1,200人（政令市含む）

○

5年間の受講
修了者累計
1,200人（政令
市含む）

0人 563人 480人 117.3% A

・うつ病の患者は身体の不調
から内科等の身体科を最初
に受診することが多いため、
かかりつけ医がうつ病の基礎
知識を習得して適切な対応
ができること、さらに精神科医
との連携を推進し、うつ病を
早期に発見し、早期に治療
につなげていくことが必要で
ある。

・引き続き、４県市協調事業と
して進めていく

精神保健福祉センター

（２）　教職員、児童・生徒に対する研修の実施

①　教職員等を対象とした自殺対策及びメンタルヘルス対策の推進

024　自殺対策に関する出
前講座

小学校、中学校、高等学校等において、困難
に直面した時に、生きることを選択できるよう
に、教職員や児童・生徒を対象に、自殺対策
やストレス対処法についての知識を深める「出
前講座」を実施します。

実施回数19回、参加者数577人。内訳は小
学校7回、中学校6回、高校2回、中高一貫
校1回、支援学校1回、
教育委員会2回。
＊新型コロナウィルス感染症拡大防止のた
め、申し込みのあった内2回中止

平成30年度から34年度の5年
間で、累計60箇所で出前講座
実施。

○
５年間の開催
箇所累計　60
箇所

0箇所 29箇所 24箇所 120.8% A

教職員が、日々接する児童・
生徒のこころの不調に気づ
き、適切に対応できるようにな
るために、人材養成に取り組
む必要がある。また、教職員
が自殺対策やストレス対処法
についての知識をさらに深め
ることが必要である。

教職員が児童・生徒のこころ
の不調に気づき、適切に対
応できるようになるために、今
後も自殺対策に関する出前
講座を開催していく

精神保健福祉センター

025　教職員向け研修会
への講師派遣

教職員向け研修会等で教職員を対象に、児
童・生徒のこころの不調に気づき、適切に対
応をすることのできるように、精神保健福祉セ
ンターから講師を派遣します。

実施回数19回、参加者数577人。内訳は小
学校7回、中学校6回、高校2回、中高一貫
校1回、支援学校1回、
教育委員会2回。
＊新型コロナウィルス感染症拡大防止のた
め、申し込みのあった内2回中止

教職員が、日々接する児童・
生徒のこころの不調に気づ
き、適切に対応できるようにな
るために、人材養成に取り組
む必要がある。また、教職員
が自殺対策やストレス対処法
についての知識をさらに深め
ることが必要である。

教職員が児童・生徒のこころ
の不調に気づき、適切に対
応できるようになるために、今
後も自殺対策に関する出前
講座を開催していく

精神保健福祉センター

026　大学生向けゲート
キーパー養成研修の実施

県内大学等との連携を強化し、大学生や大学
の教職員に対して、自分や友人、家族等のこ
ころの不調に気づき、適切に対応をすることが
できるようにゲートキーパー養成研修を実施し
ます。

大学生を対象に研修を行い、こころの健康
についての理解を深め、身近な人のこころの
健康保持や必要な支援を行うことができるよ
う、ゲートキーパーとしての養成を行った。
・開催回数　２回
・研修対象　国際医療福祉大学　小田原保
健医療学部（看護学部１年及び県立保健福
祉大学保健福祉学部3年生
・養成者数　141人

県内の大学２校以上において、
大学生向けのゲートキーパー
養成研修を実施する。

○

毎年度県内
大学２校以上
においてゲー
トキーパー養
成研修を実
施

1校 2校 2校 100.0% A
大学生へのゲートキーパー
養成研修として、効果的な研
修を行うことや、今後は、研修
の実施先の新たな開拓が求
められる。

コロナ禍の影響も踏まえ,実
施方法等を検討していく。

精神保健福祉センター

学習指導要領に基づき行われる各校における取組みや教育実践のため、各校より相談等があれば適
宜助言等を行った。

教職員が、日々接する児童・生徒のこころの不調に気づき、適切に対応できるようになるために、人材
養成に取り組む必要がある。また、教職員が自殺対策やストレス対処法についての知識をさらに深める
ことが必要である。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（３）　地域保健や産業保健関係職員の資質向上

①　行政担当者等を対象とした自殺対策に関する研修の実施

027　自殺対策基礎研修・
地域自殺対策担当者研修

行政機関や関係機関の職員等を対象に、自
殺の現状や自殺対策、自死遺支援、自殺未
遂者支援、生きることへの支援等について研
修を実施します。

自殺対策基礎研修１　参加者70名、自殺対
策基礎研修２　参加者88名。
第1回地域自殺対策担当者会議47名、第2
回地域自殺対策担当者会議46名。合計251
名

平成30年から34年の5年間で、
自殺対策基礎研修・地域自殺
対策担当者研修の受講修了者
累計　550人

○
5年間での受
講修了者累
計　550人

0人 251人 220人 114.1% A

自殺対策を総合的に推進す
るためには、地域の特性に応
じた自殺の現状や対策、自
死遺族への支援、自殺未遂
者の支援等について、行政
機関や関係機関の職員に必
要な情報や知識を普及し、人
材を養成していく必要があ
る。

行政機関や関係機関の職員
等を対象に、自殺の現状や
自殺対策、自死遺族支援、
自殺未遂者支援、生きること
への支援等について研修を
実施し、人材養成を推進す
る。

精神保健福祉センター

028　ゲートキーパー養成
研修

市町村が企画・実施する庁内職員等を対象と
したゲートキーパー養成研修の講師を務める
など、行政担当者等の人材養成を推進しま
す。

県内全市町村、保健福祉事務所・センター・
保健所・精神保健福祉センター・県・関係団
体で370回16,693人養成。教職員が4,982人
と最多。以下行政職員、一般住民、学生、地
域保健・福祉支援関係者、一般企業社員
等。フォローアップ研修は9回。233人に実施
されているが、情報提供やメールマガジンに
よるフォローアップをする市町村も出てきて
いる。

ゲートキーパー養成数累計
132,701人（平成20年度～平成
34年度）

○
累計
132,701人養
成

85,201人 126,056人 104,201人 215.0% A
知識の再確認・ゲートキー
パーの役割の継続のための
フォローアップ研修のあり方

各市町村の計画に基づき、
養成が進められる。行政職員
は住民のゲートキーパーであ
ると同時に職場でもゲート
キーパーである。全職員の受
講を目指し、新人・中堅・幹
部職員研修やメンタルヘルス
対策を兼ねてフォローアップ
研修を行う等、数年に一度は
受講するように市町村、関係
団体に進めていく。

精神保健福祉センター
保健福祉事務所・センター

②　地域の人材養成研修の講師を担う指導者養成研修の実施

029　ゲートキーパーフォ
ローアップ研修

ゲートキーパー養成研修の講師となる行政機
関や関係機関の職員が、受講者に応じた研
修内容を企画し、また、養成したゲートキー
パーのフォローアップ研修を実施するため
に、生きることへの支援等必要な情報や知識
を得るための研修の実施に取り組みます。

県内全市町村、保健福祉事務所・センター・
保健所・精神保健福祉センター・県・関係団
体で370回16,693人養成。教職員が4,982人
と最多。以下行政職員、一般住民、学生、地
域保健・福祉支援関係者、一般企業社員
等。フォローアップ研修は9回。233人に実施
されているが、情報提供やメールマガジンに
よるフォローアップをする市町村も出てきて
いる。

ゲートキーパーフォローアップ
研修への30市町村及び8保健
福祉事務所（計38機関）の60％
以上の機関の参加

○
毎年度23機
関以上の参
加

11機関 38機関 23機関 165.2% A
知識の再確認・ゲートキー
パーの役割の継続のための
フォローアップ研修のあり方

各市町村の計画に基づき、
養成が進められる。行政職員
は住民のゲートキーパーであ
ると同時に職場でもゲート
キーパーである。全職員の受
講を目指し、新人・中堅・幹
部職員研修やメンタルヘルス
対策を兼ねてフォローアップ
研修を行う等、数年に一度は
受講するように市町村、関係
団体に進めていく。

精神保健福祉センター

③　職場におけるメンタルヘルス対策として産業保健関係職員に対する研修の実施

030　職域研修会の実施

各地域の労働基準監督署等と連携を強化し、
産業保健関係職員等に対して、研修会を開
催し、働く人へのメンタルヘルスについての知
識を普及していきます。

【精神保健福祉センター】県所管域の保健
所、保健福祉事務所・センターの職域研修
会開催の際には、うつ病とアルコール健康
障害等のリーフレットを配架し、メンタルヘル
スの知識についての普及啓発を行った。ま
た、県所管域の職域研修会の開催状況の
取りまとめを行った。
【保健福祉事務所・センター】県内の各地域
において、働く人のメンタルヘルスの向上に
かかる研修会を実施した。
・平塚保健福祉事務所管内：１回16名参加
・平塚保健福祉事務所秦野センター管内：2
回249名参加
・鎌倉保健福祉事務所及び三崎センター管
内：1回67名参加
・厚木保健福祉事務所管内：３回221名参加
・厚木保健福祉事務所大和センター管内：1
回13名参加

職場におけるメンタルヘルス
対策を推進するため、事業所
の人事管理担当者等産業保
健関係職員に対して、知識を
普及していくことが必要であ
る。

引き続き、県所管域の保健
所、保健福祉事務所・セン
ターと連携し、職域研修会の
開催の際にはうつ病、アル
コール健康被害等のリーフ
レットを配架し、働く人のメン
タルヘルスについて普及啓
発を図る。

精神保健福祉センター
保健福祉事務所・センター

県所管域の保健所、保健福祉事務所・センターにおいて職域研修会が開催される際には、うつ病、ア
ルコール健康障害等のリーフレットを配架し、働く人へのメンタルヘルスについて普及啓発を図った。
各地域の労働基準監督署との連携により、県内の各地域において職域研修会が開催され、働く人のメ
ンタルヘルスの向上が図られた。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（４）　介護支援専門員等の資質の向上

①　介護支援専門員への研修の実施

031　介護支援専門員へ
の研修の実施

介護支援専門員に対し、ケアマネジメントが
適切かつ円滑に提供されるために必要な業
務に関する知識及び技術を修得するための
研修を実施します。

下記の研修を実施した。
ア　専門研修課程
・専門研修課程Ⅰ:令和元年７月～令和２年
２月（年７回）
・専門研修課程Ⅱ：令和元年５月～令和２年
３月（年12回）
イ　更新研修
・実務経験者向け更新研修（専門研修課程
Ⅰと同内容）→専門研修課程Ⅰ参照
・実務経験者向け更新研修（専門研修課程
Ⅱと同内容）→専門研修課程Ⅱ参照
・実務未経験者向け更新研修：令和元年７
月～９月・令和元年12月～３月（年２回）
ウ　主任介護支援専門員研修：令和元年９
月～12月・令和２年１月～３月（年２回）
エ　主任介護支援専門員更新研修：令和元
年９月～11月・令和２年１月～３月（年２回）

介護保険制度の中で中核的な
役割を担う介護支援専門員の
資質の向上を図るため、以下
研修を毎年度１回以上実施す
る。
ア　専門研修課程
・専門研修課程Ⅰ
・専門研修課程Ⅱ
イ　更新研修
・実務経験者向け更新研修（専
門研修課程Ⅰと同内容）
・実務経験者向け更新研修（専
門研修課程Ⅱと同内容）
・実務未経験者向け更新研修
ウ　主任介護支援専門員研修
エ　主任介護支援専門員更新
研修

○

以下研修を
毎年度１回以
上実施する。
ア　専門研修
課程
イ　更新研修
ウ　主任介護
支援専門員
研修
エ　主任介護
支援専門員
更新研修

年１回以上
の開催

1回以上 1回以上 100.0% A
研修内容及び受講者の受講
環境の一層の向上を図る必
要がある。

引き続き研修を体系的に実
施するとともに、研修の内容
等の改善を図っていく。

地域福祉課

②　老人クラブ等への研修や情報提供の実施

032　老人クラブとの連携
によるゲートキーパー養
成研修の実施

各地域の老人クラブと連携し、会員が主体と
なって企画している研修会において、ゲート
キーパー養成研修を実施します。

未実施
全てのブロック（６箇所）老人ク
ラブとの連携によるゲートキー
パー養成研修の実施

○
平成34年度
末までに６箇
所で実施

2箇所 2箇所 4箇所 0.0% E 働きかけを行ったが、開催す
ることは困難であった。

各地域老人クラブと連携し、
開催する。コロナ禍の中では
あるが、研修会等の企画の中
でゲートキーパー養成研修を
働きかけを行いたい。

精神保健福祉センター

（５）　民生委員・児童委員等への研修の実施

①　民生委員・児童委員等への研修や普及啓発の実施

033　民生委員・児童委員
への研修や普及啓発の実
施

民生委員・児童委員への研修で、委員活動
に必要な知識の習得を図るほか、新任研修
やテーマ別研修において、自殺対策を含めた
精神保健福祉分野の研修を行います。
また、研修の機会に、パンフレット配布など、
自殺対策に関する情報提供等を行います。

新任研修　　　５回開催
テーマ別研修　開催中止（新型コロナウイル
ス感染症蔓延防止のため中止）
リーダー研修　２回開催（新型コロナウイルス
感染症蔓延防止のため一部中止）

地域福祉で重要な役割を担っ
ている民生委員・児童委員の
資質の向上を図るため、以下
研修を毎年度１回以上実施す
る。
・新任研修
・テーマ別研修
・リーダー研修

○

以下研修を
毎年度１回以
上実施する。
・新任研修
・テーマ別研
修
・リーダー研
修

年１回以上
の開催

0回以上 1回以上 0.0% E
新型コロナウイルス感染拡大
をうけ、状況に応じた研修（周
知）方法の検討が必要。

新型コロナウイルス感染拡大
をうけ、状況に応じた研修（周
知）方法を検討する。

地域福祉課

（６）　多重債務者の生活再建に関する相談員の資質の向上

①　多重債務相談窓口相談員等への知識、理解の普及啓発

034　生活再建支援相談
研修

多重債務者問題の背景や債務整理等の基礎
的・発展的知識を学ぶことで、自治体相談窓
口の強化を図り、より適切な相談窓口につな
げることができる人材を育成するため、研修会
を実施します。

多重債務問題の現状と課題を理解したうえ
で、より適切で細やかな相談対応につなげ
られるよう、心に問題を抱える者の特性等の
知識を深めるとともに、生活再建に向けた家
計管理方法と、面接相談時の聴取り・助言
のポイントやノウハウを学んだ。また、多重債
務の要因となるギャンブル等依存症につい
ても取り上げた。

多重債務相談に役立つ研修を
年１回以上実施する。

○
毎年度１回以
上研修を実
施する。

1回 1回 1回 100.0% A

生活困窮者自立支援法によ
り家計改善支援事業の実施
が各自治体の努力義務とな
り、家計相談の役割分担を踏
まえ、消費生活行政として実
施する多重債務者対策研修
の在り方が課題となってい
る。

生活困窮者自立支援法に基
づく事業の実施等関連する
事業との役割分担を踏まえつ
つ、多重債務で悩む方からの
相談に対応できる人材を育
成する研修の在り方を検討、
実施していく。

消費生活課

035　多重債務者等生活
再建支援相談員向けのア
ドバイザー研修講師派遣
の実施

国が実施する特別相談会において生活再建
支援相談を併設実施します。また、地域にお
ける相談機会を確保するため、市町村等への
出張支援相談を行うほか、市町村等の相談
員・職員に対し、生活再建支援相談に関する
アドバイス等を実施します。

委託した団体「生活クラブ生活協同組合」と
連携して、市町村等に出向いて出張支援相
談を実施したほか、相談員や職員に対する
アドバイスや研修をすることで、地域におけ
る相談機会を確保するとともに、市町村への
相談手法等のノウハウの提供につなげた。

生活困窮者自立支援法によ
り家計改善支援事業の実施
が各自治体の努力義務とな
り、家計相談の役割分担を踏
まえ、消費生活行政として実
施する多重債務者対策事業
の在り方が課題となってい
る。

生活困窮者自立支援法の改
正に伴い、福祉部局との役割
分担が明確となったことから、
消費生活行政として実施する
多重債務者対策事業を見直
し、令和元年度をもって出張
支援相談は廃止した。

消費生活課
相談者の身近な市町における相談の実施による市町の相談員等へのノウハウの助言等、多重債務者
対策の強化・充実が図られた。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（７）　遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上

①　警察官、消防職員等を対象とした遺族への対応等に関する適切な知識、理解の普及啓発

036　自殺対策基礎研修・
地域自殺対策担当者研修
【再掲】

警察官や消防職員も含めた行政職員を対象
に、自殺の現状や対策、自死遺族の支援、職
員のストレス対処法等についての理解を深め
るために研修を開催します。

自殺対策基礎研修１　参加者70名、自殺対
策基礎研修２　参加者88名。
第1回地域自殺対策担当者会議47名、第2
回地域自殺対策担当者会議46名。合計251
名

平成30年から34年の5年間で、
自殺対策基礎研修・地域自殺
対策担当者研修の受講修了者
累計　550人

○
5年間での受
講修了者累
計　550人

0人 251人 220人 114.1% A

自殺対策を総合的に推進す
るためには、地域の特性に応
じた自殺の現状や対策、自
死遺族への支援、自殺未遂
者の支援等について、行政
機関や関係機関の職員に必
要な情報や知識を普及し、人
材を養成していく必要があ
る。

行政機関や関係機関の職員
等を対象に、自殺の現状や
自殺対策、自死遺族支援、
自殺未遂者支援、生きること
への支援等について研修を
実施し、人材養成を推進す
る。

精神保健福祉センター

（８）　自殺対策従事者へのこころのケア対策の推進

①　自殺対策従事者へのこころのケアに関する研修の実施

037　自殺対策基礎研修・
地域自殺対策担当者研修
【再掲】

行政機関や関係機関の職員等を対象に、自
殺対策に従事する職員のこころのケアや、スト
レスの対処方法について、知識、理解を普及
する研修を実施します。

自殺対策基礎研修１　参加者70名、自殺対
策基礎研修２　参加者88名。
第1回地域自殺対策担当者会議47名、第2
回地域自殺対策担当者会議46名。合計251
名

平成30年から34年の5年間で、
自殺対策基礎研修・地域自殺
対策担当者研修の受講修了者
累計　550人

○
5年間での受
講修了者累
計　550人

0人 251人 220人 114.1% A

自殺対策を総合的に推進す
るためには、地域の特性に応
じた自殺の現状や対策、自
死遺族への支援、自殺未遂
者の支援等について、行政
機関や関係機関の職員に必
要な情報や知識を普及し、人
材を養成していく必要があ
る。

行政機関や関係機関の職員
等を対象に、自殺の現状や
自殺対策、自死遺族支援、
自殺未遂者支援、生きること
への支援等について研修を
実施し、人材養成を推進す
る。

精神保健福祉センター

038　ゲートキーパー養成
研修【再掲】

行政機関や関係機関の職員等を対象に、ここ
ろの不調に気づき、適切に対応することがで
きるようにゲートキーパー養成研修を実施しま
す。

県内全市町村、保健福祉事務所・センター・
保健所・精神保健福祉センター・県・関係団
体で370回16,693人養成。教職員が4,982人
と最多。以下行政職員、一般住民、学生、地
域保健・福祉支援関係者、一般企業社員
等。フォローアップ研修は9回。233人に実施
されているが、情報提供やメールマガジンに
よるフォローアップをする市町村も出てきて
いる。

ゲートキーパー養成数累計
132,701人（平成20年度～平成
34年度）

○
累計
132,701人養
成

85,201人 126,056人 104,201人 215.0% A
知識の再確認・ゲートキー
パーの役割の継続のための
フォローアップ研修のあり方

各市町村の計画に基づき、
養成が進められる。行政職員
は住民のゲートキーパーであ
ると同時に職場でもゲート
キーパーである。全職員の受
講を目指し、新人・中堅・幹
部職員研修やメンタルヘルス
対策を兼ねてフォローアップ
研修を行う等、数年に一度は
受講するように市町村、関係
団体に進めていく。

精神保健福祉センター
保健福祉事務所・センター

（９）　研修用テキストの更新及び普及啓発、新たな対象者向けテキストやカリキュラム作成

①　研修用テキストの更新、様々な対象者向けテキストの作成

039　研修用テキストの更
新、普及啓発

自殺対策における最新の情報を反映させるな
ど、ゲートキーパー養成研修で使用するテキ
ストを更新するとともに、養成研修を実施する
各機関に配布し、研修内容の質の維持と職員
の負担軽減を図ります。

県内全市町村、保健福祉事務所・センター・
保健所・精神保健福祉センター・県・関係団
体で370回16,693人養成。教職員が4,982人
と最多。以下行政職員、一般住民、学生、地
域保健・福祉支援関係者、一般企業社員
等。フォローアップ研修は9回。233人に実施
されているが、情報提供やメールマガジンに
よるフォローアップをする市町村も出てきて
いる。

最新の情報を反映した教材、
取り組みやすい研修テキスト
やカリキュラムの提供

各市町村の計画が策定さ
れ、計画に基づき、養成が進
められる。行政職員は住民の
ゲートキーパーであると同時
に職場でもゲートキーパーで
ある。全職員の受講を目指
し、新人・中堅・幹部職員研
修やメンタルヘルス対策を兼
ねてフォローアップ研修を行
う等、数年に一度は受講する
ように市町村、関係団体に進
めていく。

精神保健福祉センター
県内全市町村、保健福祉事務所・センター・保健所・精神保健福祉センター・県・関係団体で370回
16,693人養成。年度末はコロナ渦で開催できなかった所も多かった。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

４　あらゆる場面において、こころの健康づくりを進める

（１）　職場におけるメンタルヘルス対策の推進

①　事業主によるメンタルヘルス対策の促進

040　メンタルヘルス講演
会の開催

事業主自らが職場におけるメンタルヘルス対
策を推進することの意義について理解を深め
るため、経営層や人事労務担当者を対象に
講演会を開催します。

・メンタルヘルス講演会を開催し、182名が参
加した。

メンタルヘルス講演会開催　年
１回

○
毎年度
１回開催

1回 1回 1回 100.0% A
引き続き、参加対象者の要望
に沿ったテーマを選定し実施
する。

新型コロナ感染症対応の事
業見直しにより中止。

雇用労政課

職場のハラスメント対策として
中小企業労働改善訪問　370
件／年

○
中小企業労
働改善訪問
370件／年

370件 389件 370件 105.1% A

中小企業労務管理セミナー　年
6回

○
中小企業労
務管理セミ
ナー　年6回

6回 6回 6回 100.0% A

②　中間管理職、監督者等のメンタルヘルス対策への理解の促進

042　職域研修会の実施
【再掲】

各地域の労働基準監督署と連携し、企業の
人事管理担当者や健康管理センターの担当
者を対象にした研修会を実施します。

【精神保健福祉センター】県所管域の保健
所、保健福祉事務所・センターの職域研修
会開催の際には、うつ病とアルコール健康
障害等のリーフレットを配架し、メンタルヘル
スの知識についての普及啓発を行った。ま
た、県所管域の職域研修会の開催状況の
取りまとめを行った。
【保健福祉事務所・センター】県内の各地域
において、働く人のメンタルヘルスの向上に
かかる研修会を実施した。
・平塚保健福祉事務所管内：１回16名参加
・平塚保健福祉事務所秦野センター管内：2
回249名参加
・鎌倉保健福祉事務所及び三崎センター管
内：1回67名参加
・厚木保健福祉事務所管内：３回221名参加
・厚木保健福祉事務所大和センター管内：1
回13名参加

職場におけるメンタルヘルス
対策を推進するため、事業所
の人事管理担当者等産業保
健関係職員に対して、知識を
普及していくことが必要であ
る。

引き続き、県所管域の保健
所、保健福祉事務所・セン
ターと連携し、職域研修会の
開催の際にはうつ病、アル
コール健康被害等のリーフ
レットを配架し、働く人のメン
タルヘルスについて普及啓
発を図る。

精神保健福祉センター
保健福祉事務所・センター

③　労働者に対するメンタルヘルス対策の充実

043　働く人のメンタルヘ
ルス相談の実施

かながわ労働センターにおいて、専門的なカ
ウンセラー等による「働く人のメンタルヘルス
相談」を実施します。

かながわ労働センターにおいて、専門的な
カウンセラー等による「働く人のメンタルヘル
ス相談」を実施した。

働く人のメンタルヘルス相談と
してかながわ労働センターにお
いて毎月４回実施する。

○ 月４回 月4回 月4回 月4回 100.0% A より多くの県民が相談できる
よう周知を図る。

引き続き、かながわ労働セン
ターにおいて、「働く人のメン
タルヘルス相談」を実施して
いく。

雇用労政課

（２）　地域におけるこころの健康づくり推進体制の整備

①　地域の相談機関におけるこころの健康問題に関する相談機能の充実及び地域保健、産業保健との連携強化

044　こころの電話相談
県民を対象に、こころの健康について悩みが
ある方の相談を受ける「こころの電話相談」を
フリーダイヤルで実施します。

こころの電話相談　相談件数　8,310件
平成30年度から34年度の「ここ
ろの電話」相談件数　9,300件
／年

○
相談件数
9,300件／年

9,284件 8,310件 9,300件 89.4% B
こころの電話相談において
は、継続利用者も多いため、
必要な方が利用できるように
引き続き周知が必要。

こころの電話相談を引き続き
実施するとともに、従来より精
神保健福祉センターが主催
する電話相談員研修に、相
談員が参加することにより、相
談技術の向上を図る。

精神保健福祉センター

045　精神保健福祉普及
相談事業

保健福祉事務所・センターにおいて、統合失
調症、アルコール依存症、薬物依存症等の精
神疾患を抱える方への支援として、関係機関
との連携を強化し、電話や来所による相談支
援や、訪問支援等に取り組みます。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター
相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。

県所管域の保健所、保健福祉事務所・センターにおいて職域研修会が開催される際には、うつ病、ア
ルコール健康障害等のリーフレットを配架し、働く人へのメンタルヘルスについて普及啓発を図った。
各地域の労働基準監督署との連携により、県内の各地域において職域研修会が開催され、働く人のメ
ンタルヘルスの向上が図られた。

041　職場のハラスメント
対策等

職場におけるハラスメント対策として、毎年12
月に「職場のハラスメント相談強化週間」を実
施するほか、かながわ労働センター職員によ
る中小企業訪問等においてハラスメント対策
やストレスチェックの実施等に関する普及啓発
を行います。

職場におけるハラスメント対策として、毎年
12 月に「職場のハラスメント相談強化週間」
を実施するほか、かながわ労働センター職
員による中小企業訪問等においてハラスメ
ント対策やストレスチェックの実施等に関す
る普及啓発を行いました。

労務管理に有用な情報を時
宜に応じて使用者に提供す
る。

引き続き、かながわ労働セン
ター職員による中小企業訪
問等においてハラスメント対
策やストレスチェックの実施等
に関する普及啓発を実施して
いく。

雇用労政課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

依存症電話
相談　週１回

通年で週１
回

1回 1回 100.0% A

自死遺族電
話相談
週２回

通年で週２
回

2回 2回 100.0% A

ピア電話相
談　週１回

通年で週１
回

1回 1回 100.0% A

047　アルコール依存症等
対策の推進

アルコール関連問題についての講演会や研
修会を実施します。依存症電話相談におい
て、アルコール依存症本人及び家族等からの
相談を受け、適切な治療や対応に関する情
報提供や助言をすることにより、相談者の孤
立を防ぐことに取り組みます。

アルコール健康相談研修
開催日：令和元年10月15日（火）
場所：藤沢市保健所
受講者：４６人

平成30年度から34年度の5年
間でアルコール相談員研修受
講者数　累計300人

○

5年間でアル
コール相談
員研修受講
者数　累計
300人

0人 92人 120人 76.7% B

アルコール健康障害に関す
る相談は、本人や家族からの
相談の他に、地域の支援者
からの相談も少なくない。地
域の支援者（地域包括や事
業所等）へアルコール健康相
談についての研修を開催す
ることで、アルコール健康問
題についての知識や相談先
についての普及啓発を行う必
要がある。

10月中に足柄上地域で開催
予定。オンライン開催を検討
中。

精神保健福祉センター

048　薬物乱用防止の推
進

関係機関の職員が、薬物依存症についての
知識を深めるとともに、地域での実践に生か
すための研修を実施します。

関係機関の職員が、薬物依存症についての
知識を深めるとともに、地域での実践に生か
すための研修を実施。
令和元年度参加者数151名
内容：「依存症からの回復における家族支援
の重要性」
　　　　「家族支援の重要性：家族の立場か
ら」

平成30年度から34年度の5年
間で薬物業務相談員研修受講
者数　累計700人

○

5年間で薬物
業務相談員
研修受講者
数　累計700
人

0人 260人 280人 92.9% B
依存症に対しては、地域の支
援体制が十分ではないため、
県民の関心と理解をさらに深
め、地域の支援体制を構築
することが必要

地域における支援体制の充
実を目指し、県民及び支援
者の理解をさらに深め、地域
の支援体制を構築していく。
新型コロナウイルス感染症の
影響により、講演会等の実施
が難しく、他の事業も含め整
理が必要なことから、実施を
見送る。

精神保健福祉センター

049　職域研修会の実施
【再掲】

各地域の労働基準監督署との連携を強化し、
企業の人事管理担当者や健康管理センター
の担当者を対象にした研修会を実施します。

【精神保健福祉センター】県所管域の保健
所、保健福祉事務所・センターの職域研修
会開催の際には、うつ病とアルコール健康
障害等のリーフレットを配架し、メンタルヘル
スの知識についての普及啓発を行った。ま
た、県所管域の職域研修会の開催状況の
取りまとめを行った。
【保健福祉事務所・センター】県内の各地域
において、働く人のメンタルヘルスの向上に
かかる研修会を実施した。
・平塚保健福祉事務所管内：１回16名参加
・平塚保健福祉事務所秦野センター管内：2
回249名参加
・鎌倉保健福祉事務所及び三崎センター管
内：1回67名参加
・厚木保健福祉事務所管内：３回221名参加
・厚木保健福祉事務所大和センター管内：1
回13名参加

職場におけるメンタルヘルス
対策を推進するため、事業所
の人事管理担当者等産業保
健関係職員に対して、知識を
普及していくことが必要であ
る。

引き続き、県所管域の保健
所、保健福祉事務所・セン
ターと連携し、職域研修会の
開催の際にはうつ病、アル
コール健康被害等のリーフ
レットを配架し、働く人のメン
タルヘルスについて普及啓
発を図る。

精神保健福祉センター
保健福祉事務所・センター

②　高齢者、女性、生活困窮者、性的マイノリティ等、様々な対象、課題に対する相談支援体制の連携強化

050　「かながわ認知症
コールセンター」の運営

認知症介護の経験者等が、認知症の人や家
族等からの介護の悩みといった、認知症全般
に関する相談を電話で受け、認知症医療、介
護の適切な関係機関へつなぐ「かながわ認知
症コールセンター」を設置し、精神面も含めた
様々な支援ができるよう、相談体制を充実しま
す。

「かながわ認知症コールセンター」を年間
155日開設し、認知症の人やその家族等か
らの電話相談を年間943件受け付け、介護
の悩み等認知症全般に対する相談を行っ
た。

「かながわ認知症コールセン
ター」で開設日（週３回）は休む
ことなく相談業務を行う。

○
毎年度約150
日

148日 155日 155日 100.0% A

　コールセンターへの相談件
数は年々増加傾向にあり、今
後もコールセンターを適切に
運営し、積極的に広報・周知
を行うことで、必要とする人が
サービスを利用できるよう、相
談体制の充実を図る必要が
ある。

　ホームページやリーフレット
等を活用し、コールセンター
の広報・周知を図る。また、
コールセンターを週３回開設
し、認知症の人やその家族等
に対する電話相談を着実に
実施する。

高齢福祉課

県所管域の保健所、保健福祉事務所・センターにおいて職域研修会が開催される際には、うつ病、ア
ルコール健康障害等のリーフレットを配架し、働く人へのメンタルヘルスについて普及啓発を図った。
各地域の労働基準監督署との連携により、県内の各地域において職域研修会が開催され、働く人のメ
ンタルヘルスの向上が図られた。

自死遺族電話相談及び依存
症電話相談は、より専門的な
相談であるため、対応できる
相談員が限られている。その
ため、不測の事態により対応
相談員が不在になることで、
安定して電話相談を開設でき
なくなる可能性もありことか
ら、今後自死遺族電話相談
や依存症電話相談に対応で
きる相談員の育成が課題とな
る。

引き続き定期的に開設してい
く。

精神保健福祉センター
046　特定相談（依存症電
話相談、自死遺族相談、
ピア電話相談）

アルコール等の依存症に関する電話相談、
自死遺族からの電話相談、当事者が相談者と
なるピア電話相談を継続的に実施します。

依存症電話相談　祝日・年末年始を除く月
曜日13:30～16:30
 245件（稼働日数：42日）
自死遺族電話相談　祝日・年末年始を除く
水・木曜日13:30～16:30
145件（稼働日数：100日）
ピア電話相談　祝日・年末年始を除く金曜
日13:30～16:30
297件（稼働日数：49日）

特定相談は、定期的に開設す
ることで、相談者が安心して相
談できる場(電話相談）を提供
することを目標としているため、
安定的な実施体制を目標とす
る。

○
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

051　老人クラブによる友
愛訪問

老人クラブが中心となって、会員や民生委員・
児童委員、ボランティア等からなる「友愛チー
ム」をつくり、一人暮らしの高齢者などの世帯
等を訪問し、相談相手や話相手になったり、
簡単な家事の手伝い等を行う友愛訪問活動
を実施します。
また、県は、市町村老人クラブが行う友愛訪
問活動に対し支援します。

・449の友愛チームが活動を実施した。
老人クラブによる友愛訪問にお
けるチーム数の確保

○
毎年度441
チーム

441チーム 449チーム 441チーム 101.8% A
・老人クラブ会員数と加入クラ
ブ数が、年々減少傾向にあ
る。

・友愛チーム数の維持を図る
ため、会員数の減少を抑える
ための活性化方策の検討が
引き続き必要。

高齢福祉課

052　女性電話相談室
日常生活を送るうえで起こる様々な問題に向
き合わざるを得ない女性自身やその家族等の
ための電話相談を行います。

・夫婦間、親族間のトラブルや、本人または
家族の病気など、女性からの様々な相談を
受け付け、必要に応じて各専門窓口の案内
などを行った。

悩みを抱えている女性自身
やその家族、地域社会等の
ためにも、解決の糸口として、
誰でも相談しやすい電話相
談窓口が必要。

引き続き、日常生活を送るう
えで起こる様々な問題に向き
合わざるを得ない女性自身
やその家族等のための電話
相談を行う。

女性相談所

053　性的マイノリティの子
どもに理解のある支援者
育成事業

ＮＰＯと協働して、県内の若者自立支援機関
等に対しＬＧＢＴの理解を促進し、自立就労の
際に正しい情報による適切な支援を受けられ
る環境づくりを推進します。

【人権男女共同参画課】
・ＬＧＢＴ理解促進講座　１回実施。90名参加
（計画１回。20名参加）
・啓発資材の作成・配布　２回実施。7,280枚
配布（計画１回。6,000枚配布）
・県相談機関での就労相談　８時間。８人実
施（計画１２時間。１２人実施）
【青少年課】
・研修の実施（８月１日　平塚市教育委員会
校務作業員研修）
LGBT理解促進のための普及啓発活動とし
て実施。教育関係者等90人が参加。
・行政との意見交換（９月３日子ども・若者支
援連携会議（平塚ブロック））
困難を有する若者の社会参加・就労支援の
ための課題・連携方策等について意見交換
を実施。
地域の困難を有する子ども・若者に対する
相談・支援担当者等40人が参加。
・資料作成・配布
NPOが作成したチラシ及び団体資料6,000
部を、かながわ若者就職支援センターや若
者サポートステーション等の機関へ配布。
【雇用労政課】
・団体が作成したチラシについて、市町村関
係所管課等へ配布した。
・当課が実施する出張就職相談「若者のた
めの地域出張相談～就活なんでも相談～」
の横須賀市での実施枠毎月1枠について、
当該団体と連携し、LGBTの若者対象枠とし
て実施した。
【がん・疾病対策課】
当課のネットワークを利用し、市町村や保健
福祉事務所等の関係団体に600部の普及啓
発リーフレット配布を行った。

【人権男女共同参画課】理解
促進講座は、予定の４倍を超
える参加者数を確保できた
が、当事者支援である就労相
談は、予定の参加者数を下
回った。予約自体はあったも
のの、当日キャンセルが多く、
目標を達成するためには対
応方法などの再検討も必要と
思われる。
【青少年課】認知度は着実に
上がっているが、支援を必要
とする若者が潜在化しやす
く、適切な支援を受けにくい。
また、企業や支援者の理解
が浸透しにくいことから、
LGBTの若者に対する就労支
援を一層進めるため、今後も
困難を抱える若者の相談窓
口、自立支援関係者、就業
支援関係者、企業とのネット
ワークづくりに取り組み、連携
を深める必要がある。
【雇用労政課】出張就職相談
のLGBTの若者を対象とした
枠にまだ空きがある状況であ
るため、当課と団体との連携
をさらに密にし、周知を図っ
ていく必要がある。
【がん・疾病対策課】令和元
年度で「かながわボランタリー
活動推進基金21事業」が終
了したため、令和２年度以
降、これまでと変わらない
LGBTへの理解や知識をどう
深めていけるか、検討してい
く必要がある。

【人権男女共同参画課】令和
元年度で当該基金事業は終
了となったが、令和２年度は
ＮＰＯ団体と覚書を締結し、
引き続き課題解決のために
連携・協働して事業を実施す
る。
【青少年課】協働事業は令和
元年度で終了。今後は、青少
年センターで実施する指導
員研修等での講師依頼や、
神奈川県子ども若者支援連
携会議においてLGBT団体と
しての助言、協力等を依頼す
る。
【雇用労政課】基金事業は終
了となるが、当課からReBitへ
依頼のうえ、基金事業で実施
していた就労相談と同様の相
談を「性的マイノリティ就活相
談」として実施。
【がん・疾病対策課】協定を結
んでいない関係においても、
普及啓発への協力など、可
能な限り協力をしていく予定
である。

人権男女共同参画課
青少年課
雇用労政課
がん・疾病対策課

交流会　３会
場計33回

33回 29回 33回 87.9% B

派遣相談事
業　36件

36件 36件 36件 100.0% A

企業向け研
修　２回80人

80人 47人 80人 58.8% C

児童福祉施
設職員向け
研修
４回計160人

160人 63人 160人 39.4% D

女性からの様々な相談を受け付けることで、誰でも相談しやすい電話相談窓口として一定の成果をあ
げることができた。

【人権男女共同参画課】B：性的マイノリティについて一般の理解促進を図ることができたが、当事者に
対する支援は目標を下回った。
【青少年課】A：取組により、若者の相談・支援業務に携わる行政・民間団体関係者を始めとした幅広い
層に、LGBTや団体についての理解促進が図られ、県内の各支援機関とのつながりを構築することが
できた。
また、公開講座や就労支援事業担当者との打合せにより、LGBTの支援者育成が浸透しつつあるほ
か、メディア掲載により広く県民への周知を図ることができた。
【雇用労政課】C：事業は計画どおりに実施されたが、出張就職相談のLGBTの若者を対象とした枠に
まだ空きがある状況であるため。実施率：66.7％　（設置枠数：12枠、相談実績：８枠）
【がん・疾病対策課】A：当課での事業協力は主に普及啓発への協力であり、当初想定どおり600部の
リーフレット配架に協力できた。

054　性的マイノリティ（ＬＧ
ＢＴ等）交流相談・研修事
業

性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）の当事者の交流
事業や相談事業を実施するとともに、企業担
当者や、児童養護施設職員等を対象とした研
修事業を実施します。

・10～20代の性的マイノリティ（LGBT等）の
当事者の交流会は33回を予定し、29回実施
した。実施しなかった4回については、1回は
台風、3回はコロナウイルス感染拡大防止の
ため中止とした。
・性的マイノリティ当事者及びその家族、支
援機関の依頼に応じた専門相談員の派遣を
36件実施した。
・企業担当者向け研修を２回、児童養護施
設職員向け研修を２回、宿泊施設向け研修
を５回（４社）実施した。

毎年度、性的マイノリティ（ＬＧＢ
Ｔ等）交流相談・研修事業として
次のような目安で実施。
ア　交流会　３会場計33回
イ　派遣相談事業　36件
ウ　企業向け研修　２回80人
エ　児童福祉施設職員向け研
修
４回計160人

○
各種研修について、広報等
を工夫し、多くの参加を呼び
かける必要がある。

市や関係機関と連携し、広く
周知するように努める。
コロナウイルス感染拡大状況
を踏まえながら実施の可否を
判断する。また、実施する場
合は感染対策を講じる。

人権男女共同参画課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

055　生活困窮者自立促
進支援事業

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維
持することができなくなるおそれのある者に対
し、地域の社会福祉法人等が有する困窮者
支援の専門性やネットワークを活用した自立
相談支援を実施し、生活困窮状態からの早期
脱却と地域での自立の促進を図ります。

生活困窮者からの相談に対して、本人が抱
える課題を把握し、一人ひとりに応じた支援
計画を作成。この支援計画に基づき、生活
の安定や就労促進などの自立に向けた相
談支援を実施した。

町村役場の職員等関係者に
対し相談窓口の周知が進ん
だこともあり、継続して支援が
必要な方を含め相談者が増
えている。生活困窮者が抱え
る課題は多岐にわたるため、
支援員の資質の向上や他機
関との連携をより進めていくな
ど、体制の強化が課題。

新型コロナウイルスの影響に
より、生活困窮者が増加する
ことを踏まえ、引き続き関係機
関と連携しながら支援を実施
していく。

生活援護課

056　ワンストップ支援推
進事業

生活困窮者から寄せられた相談を受け止める
ため、制度及び相談窓口のさらなる周知・充
実強化や相談支援員の資質向上に取り組む
ことで、困窮者の目線に立った入口から出口
までの寄り添った支援を推進します。

・制度周知用のチラシを25,000部、ポケット
ティッシュを20,000個作成し、各市町村や関
係機関に配布したほか、相談窓口案内用の
カードを7,000枚作成し、町村の各窓口にて
自立支援機関窓口の利用勧奨を促した。
・生活困窮者自立支援制度に関する各種支
援員向けの研修を５回から９回に増やし、支
援員の資質向上及び支援員同士のネット
ワークづくりに取り組んだ。

支援者向けの研修の継続的な
実施により、生活困窮者自立
相談支援員の資質の向上を図
り、支援体制の充実強化を図る
ことで、生活困窮者の自立の促
進に寄与する。

○

毎年度、生活
困窮者自立
支援制度都
道府県研修
の受講者数
300人

150人 239人 300人 79.7% B

・支援を必要とする人が相談
窓口につながるよう、引き続き
制度の周知を行う必要があ
る。
・支援員が研修に参加しやす
くなるよう、周知の方法やプロ
グラムを見直すなど、改善を
図りながら実施していく必要
がある。

・制度周知用のチラシやポ
ケットティッシュなどを作成し、
制度の周知を図る。
・県内自立支援機関の相談
支援員向けの研修をさらに充
実させ、支援員の資質向上
および支援員同士のネット
ワークづくりに取り組む。

生活援護課

057　求職者に対する生活
支援相談

シニア・ジョブスタイル・かながわにおいて、求
職活動をしている方のうち、生活資金に不安
を感じている方を対象に、各種公的生活資金
の貸付制度や公営住宅に関する情報提供等
を実施します。

シニア・ジョブスタイル・かながわにおいて、
求職活動をしている方のうち、生活資金に不
安を感じている方を対象に、各種公的生活
資金の貸付制度や公営住宅に関する情報
提供等を実施した。延べ利用者数：15人

シニア・ジョブスタイル・かな
がわにおいて、求職活動をし
ている方のうち、生活資金に
不安を感じている方を対象
に、今後も引き続き事業を実
施していく。

引き続き事業を実施予定。 雇用労政課

毎年度全体
会議1回

1回 1回 1回 100.0% A

毎年度ブロッ
ク会議5回

5回 5回 5回 100.0% A
毎年度セミ
ナー受講者
70人

70人 148人 70人 211.4% A

059　精神保健福祉普及
相談事業【再掲】

保健福祉事務所・センターにおいて、こころの
病気等について電話や来所による相談支援
や、訪問支援等に取り組みます。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター

③　精神保健福祉ボランティア団体等県民による身近な地域の支えあいの活動推進

060　ふれあい心の友訪
問援助事業

ひきこもり・不登校等の児童の社会適応を援
助するため、児童の兄・姉に相当する世代を
中心としたメンタルフレンドを、支援を要する
児童の家庭に派遣し、児童との交流を図る取
組みを進めます。

・メンタルフレンドの登録数　18名
・メンタルフレンドの派遣回数　48回

児童相談所が支援を行ってい
る不登校児童及び情緒障害児
童等のうち、児童相談所長が
適当と認めた子どもの家庭等
にメンタルフレンドを派遣する。

○

毎年度メンタ
ルフレンドを
派遣する延
べ回数86回

86回 48回 86回 55.8% C
・メンタルフレンドの登録数及
び派遣数は、昨年度に比べ
減少している。
・メンタルフレンドの事業の普
及、広報について、継続して
取り組む必要がある。

・引き続き、児童相談所が適
当と認めた子どもに対してメ
ンタルフレンドを派遣し、子ど
もの健全育成を支援する。

子ども家庭課

相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。

町村役場や町村社協など、支援に携わる関係機関との連絡会議を行うなど、関係構築を進めた。

対象者に各種必要な情報提供等がなされている。

青少年センター
058　かながわ子ども若者
総合相談事業

電話または面接により困難を抱える子ども・若
者の悩みを聞き、必要に応じて適切な支援機
関を紹介します。

子ども・若者育成支援推進法に基づく「かな
がわ子ども・若者総合相談センター（ひきこ
もり地域支援センター）」を運営し、延4,249
件の電話・来所・LINE相談に対応した。

・子ども・若者支援連携会議を
開催し、国・県・市町村並びに
関係団体の連携強化を図る。
・国・県・市町村並びに関係団
体の職員を対象として、現代の
子ども・若者を取り巻く問題に
焦点をあてたセミナーの開催に
より、情報を共有し、支援の強
化と連携の推進を図る。

○

市町村（横浜市・相模原市を
除く）において、子ども・若者
支援地域協議会の設置が進
んでいない事が課題となって
いる。

引き続き、神奈川県子ども・
若者支援連携会議等を通じ
て、国・県・市町村並びに関
係団体の連携強化を図る。

12



「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（３）　学校におけるこころの健康づくり推進体制の強化

①　スクールカウンセラー等を活用した相談支援体制の強化

061　県立高等学校・県立
中等教育学校へのスクー
ルカウンセラー配置

臨床心理の専門家であるスクールカウンセ
ラーの配置を拡充し、生徒等が十分カウンセ
リングを利用できるように取り組みます。

１．配置状況…84人
他、スーパーバイザーを１人教育局に配置。
２．令和元年度の相談実績　　合計18,351
件　＊生徒、保護者、教職員対象
主な相談内容として　長期欠席・不登校
3,310件、いじめ219件、発達障害1,320件な
どがある。

県立高等学校・県立中等教育
学校へのスクールカウンセラー
配置

○

平成34年度
末までにス
クールカウン
セラー　120
人配置

60人 84人 90人 80.0% B

学校によってはスクールカウ
ンセラーの勤務が月２回程度
になることから、継続的なカウ
ンセリングに課題があるほ
か、カウンセリングを希望する
生徒に対して適時に対応で
きていないため、更なる配置
拡充が必要である。

新たに４人を拡充して88人を
拠点校に配置し、相談体制
の更なる充実に努めていく。

学校支援課

062　県立高等学校への
スクールソーシャルワー
カー配置

福祉の専門家であるスクールソーシャルワー
カーの配置を拡充し、より多くの学校が積極
的に利用できるように取り組みます。

年間70回勤務、1日あたり7時間、30人のス
クールソーシャルワーカーを拠点校に配置
した。

・対応回数（延べ数）        令和元年度
5,845件

県立高等学校へのスクール
ソーシャルワーカー配置

○

スクールソー
シャルワー
カー　30人配
置

20人 30人 30人 100.0% A

貧困等子どもたちが置かれた
環境が厳しくなっており、こう
した状況を改善するため、福
祉の専門家であるスクール
ソーシャルワーカーを継続的
に配置し、学校が関係機関と
連携して対応する必要性が
ある。

次年度においても、30人を拠
点校に配置する。

学校支援課

063　県立高等学校への
スクールメンター配置

生徒の話に耳を傾けながら教職員と連携する
スクールメンターの配置を拡充し、生徒一人
ひとりに目の行き届いた支援の充実をめざし
ます。

心理的ケアを必要とする生徒が多く在籍す
る等、支援を必要としている県立高校20校を
指定し、学校に「スクールメンター」を配置
し、自殺予防を図ることを目的に、登下校指
導や進路相談、校内巡回等を実施した。
・実施日数　54日（１校あたりの平均）
・対応件数　2,747件

県立高等学校へのスクールメ
ンター配置

○
毎年度スクー
ルメンター30
人配置

20人 20人 30人 66.7% C
・勤務時間、日数が少ないこ
とから、生徒と関わる機会が
限られる。
・報酬等の関係で人選が困
難である。

・引き続き、心理的ケアを必
要とする生徒が多く在籍する
等支援を必要としている県立
高校20校を指定し、学校に
「スクールメンター」を配置す
る。
・限られた時間の中で、より充
実した支援が行えるよう、教
職員とスクールメンターが連
携を図り校内支援体制の充
実に努めていく。

学校支援課

064　県立高等学校・県立
中等教育学校への自殺予
防の啓発

県立学校の生徒指導担当者や、スクールカウ
ンセラー、スクールソーシャルワーカーを対象
に、自殺予防に対する意識啓発を図ります。

教育現場において児童・生徒のメンタルヘ
ルスに関連の深いスクールカウンセラー等に
対して、児童虐待やいじめ、不登校など、教
育現場における今日的な課題をテーマに設
定し、研修会を実施した。
・開催回数　６回
・受講者数　569人（スクールカウンセラー連
絡協議会130人、特別支援学校生徒指導担
当者会議56人、　教育相談コーディネー
ター会議218人、県立高等学校生徒指導担
当者会議165人）

自殺予防啓発の会議への参加
者数　累計1,400人（平成28～
34年度）

○
累計1,400人
（平成28～34
年度）

160人 1,124人 725人 170.6% A
教職員とスクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワー
カーが連携し、児童・生徒に
対して自殺予防に関する更
なる啓発活動に取組む必要
がある。

教育現場において児童・生
徒のメンタルヘルスに関連の
深いスクールカウンセラー等
に対して、自殺の現状や関係
機関との連携等をテーマとし
て研修会を実施する。

学校支援課

065　公立中学校へのス
クールカウンセラー配置

小・中学校の児童・生徒の問題行動等の未然
防止や早期対応に向けて、心理の専門家で
あるスクールカウンセラーを配置し、教育相談
体制の充実を図っています。
全公立中学校（政令指定都市を除く）にス
クールカウンセラーを配置し、学区内の公立
小学校へも対応しています。

１．配置状況（政令市を除く）
全公立中学校及び県立中等教育学校に配
置
スクールカウンセラーアドバイザーを４教育
事務所及び横須賀市教育委員会に配置。
２．令和元年度の相談実績　　合計58,034
件　＊小学生、中学生、保護者、教職員対
象
主な相談内容として　不登校19,291件、いじ
め661件、虐待416件などがある。

スクールカウンセラー中学校全
校配置の現状を維持

○
県内中学校
への配置
100％

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% A

これまでもスクールカウンセ
ラーの資質向上には努めて
いるが、今後も家庭や関係機
関との連携等、スクールカウ
ンセラーの効果的な活用に
ついて推進していく必要があ
る。

問題行動や不登校等の未然
防止・早期発見・早期解決に
向けた「チーム学校」としての
取り組みを推進していくため
に、連絡協議会をスクール
ソーシャルワーカーと合同で
実施するなど、学校の支援体
制の更なる充実に努めてい
く。また、「スクールカウンセ
ラー業務ガイドライン」を活用
した研修や、スーパーバイ
ザーやアドバイザー等の巡回
相談等を引き続き実施してい
く。

子ども教育支援課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

スクールソー
シャルワー
カー
54人

36人 44人 45人 88.9% B

スクールソー
シャルワー
カー・スー
パーバイ
ザー
２人

2人 2人 2人 100.0% A

②　地域の保健、医療、福祉等の関係機関との連携強化

067　地域連携による高校
生のこころサポート事業

推進校に指定された学校の活動報告を、県
立学校の生徒指導担当者を対象とする会議
等において発表することで、関係機関と連携
したケース会議や職員への啓発研修等の成
果の県立学校への普及に取り組みます。

高等学校において、ひきこもり傾向が強い生
徒、精神疾患等による自殺のリスクがある生
徒等に対して面接等支援を行い、自殺防止
を図った。
不登校等の課題を抱える生徒への支援に
実績のある精神科医やフリースクール関係
者等を招き、高等学校の教職員等を対象に
ケース会議や研修会を行い、支援者の養成
を行った。
・実施回数　44回
・対象校数　６校

平成30年から34年までに、事
業の成果を発表する会議への
参加者数　累計約500人

○
5年間で参加
者数500人

0人 329人 200人 164.5% A
精神科医による講演を行う際
に、適任者の予定が過密で、
依頼できないことがある。

不登校等の課題を抱える生
徒への支援に実績のある精
神科医やフリースクール関係
者を招き、高等学校の教職員
等を対象にケース会議や研
修会を行い、支援者の養成を
行う。

学校支援課

③　児童・生徒のメンタルヘルスの保持増進及び教職員のメンタルヘルス対策の推進

068　県内公立学校への
自殺予防の啓発

県内公立学校の学校保健関係教職員を対象
に研修を実施し、児童･生徒の自殺予防に対
する意識啓発を図ります。

・ 学校保健安全法に基づき、学校において
は、養護教諭その他の職員は、相互に連携
して、  児童生徒等の心身の健康に関し、健
康相談、必要な保健指導、保護者への助言
を行っている。また、健康相談や保健指導の
際に、地域の医療その他関係機関との連携
を図ることも大切であるとされており、養護教
諭に限定してきた研修の対象枠を平成29年
度から拡大した。
・平成29年度に研修対象を拡大した結果、
定員58名のところ参加者57名であった。そ
のうち、養護教諭以外の教職員が７名
（12％）、養護教諭の総括教諭が３名（５％）
であった。
・平成30年度は、定員90人程度としたところ
参加者は63名であった。養護教諭以外の教
職員が12名（19％）、養護教諭の総括教諭
が７名（11.1％）であった。研修内容の充実
や周知の仕方を工夫し、養護教諭以外の参
加者及び養護教諭の総括教諭が２倍となっ
た。
・令和元年度は、定員９０人程度としたところ
74名とさらに参加者が増えた。養護教諭以
外の教職員が８名（10.9％）、養護教諭の総
括教諭が７名（9.5％）であった。また、参加
者の要望に基づき、学校保健研修講座にお
いても、「子どものＳＯＳを見逃さないために
できること」というテーマで児童相談所所員
に講演いただいた。学校保健研修講座の参
加者は149名であった。

平成34年度末までに、養護教
諭以外の参加数を総数の1/3
以上にする。
（定員58人のままであれば、17
人程度）

○

平成34年度
末までに
教諭以外の
参加者34％

12.0% 10.9% 20.0% -13.8% E

・教育や支援に携わる教職員
が共通した認識を持つこと
で、実践の質が向上するた
め、よりよい校内外の連携体
制を築く一助となるための研
修を運営する必要がある。
・より良い校内外の連携体制
を築くため、多くの職種の研
修参加者が増えていくことが
望ましいと考える。
・参加者は年々増えている
が、養護教諭以外の参加者
が一定数以上増えない現状
があるため、周知等を改めて
工夫していく必要があると考
える。

・平成34（令和４）年度末まで
に、養護教諭以外の参加数
を総数の1/3以上にする。
　（平成34（令和４）年度末ま
でに教諭以外の参加者34％,
定員58人のままであれば、17
人程度）
・今後も、研修内容の充実や
周知の仕方を工夫し、参加者
を増やしていく。

保健体育課

子ども教育支援課
066　各教育事務所への
スクールソーシャルワー
カー配置

社会福祉に関する専門的な知識や技術を有
する、スクールソーシャルワーカーを教育分野
に導入し、問題を抱えた児童･生徒が置かれ
た環境への働きかけや、関係機関等とのネッ
トワークの構築等、多様な支援方法を用い
て、問題行動や自殺等の予防や早期解決に
向けた対応を行うため、スクールソーシャル
ワーカーのさらなる配置拡充をめざします。

年間35回勤務、1日あたり７時間、44名のス
クールソーシャルワーカーを配置した。
（湘南三浦地区12名、県央地区15名、中地
区８名、県西地区９名）
また、スクールソーシャルワーカースーパー
バイザー2名を教育局に配置した。
学校や関係機関と連携して支援を行った。
・相談件数（延べ数）        H30年度 1,588件

各教育事務所へのスクール
ソーシャルワーカー配置
スクールソーシャルワーカー
54人
スクールソーシャルワーカー・
スーパーバイザー　２人

○

本県の問題行動等は依然と
して高い発生件数で推移して
おり、「子どもの貧困」問題へ
の対応等、背景が複雑化・困
難化するなど、改善に向けて
は多くの課題がある。こうした
状況を改善するため、福祉の
専門家であるスクールソー
シャルワーカーを継続的に配
置し、学校が関係機関と連携
して対応する必要性がある。

複雑化・困難化する問題行
動や、自殺問題等の予防・早
期解決に向けた対応を迅速、
的確に行うため、スクール
ソーシャルワーカーのさらなる
配置拡充を目指す。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（４）　大規模災害時の被災者のこころのケアの推進

①　大規模災害時に備え、被災地域の精神保健医療活動を適切に行う体制整備

069　災害派遣精神医療
チーム（ＤＰＡＴ）体制整備
事業

災害、犯罪被害、事故等の緊急時において
専門的なこころのケアに関わる対応が円滑に
行われるよう、運営委員会の開催や研修会の
実施により、体制を整備します。

ア　災害派遣医療チームの設置：
　　登録医療機関21機関、登録行政機関４
機関、登録チーム数62チーム
イ　運営委員会:R1.8.9、R2.2.20（書面会
議）、委員数10名、開催回数２回
ウ　チーム構成員研修
　　かながわＤＰＡＴ研修　R1.11.30～12.1…
56名
    かながわＤＰＡＴ技能維持研修　R2.2.2…
30名　　　計86名受講
エ　マニュアルの作成・改定：政令市担当者
と打合せ４回

平成34年度末までに、かなが
わＤＰＡＴ登録機関等の機関数
18機関

○
平成34年度
末までに18
機関

12機関 21機関 15機関 300.0% A
・チーム構成員の技能維持
・登録機関の配置のバランス
（地域的に偏在）

・災害派遣医療チームを増や
すため、引き続き研修を実施
する。
・登録機関を対象とした技能
維持研修を継続する。
・課題を認識する機会として、
大規模地震時医療活動訓練
に参加する。

がん・疾病対策課
精神保健福祉センター

５　ＩＣＴの活用も含めた若年者への支援を進める

（１）　いじめを苦にした子どもの自殺予防

①　いじめの早期発見をする地域の体制整備

070　「人権・子どもホットラ
イン」等による相談対応

いじめや体罰、虐待等の人権侵害から子ども
を守ることを目的とした子ども専用の電話相談
のほか、「子ども・家庭110 番」、「児童相談所
全国共通ダイヤル」等で、育児不安の解消、
虐待の早期発見、早期対応を図ります。

・「人権・子どもホットライン」（毎日９時～21
時）相談受付件数　139件
・子ども・家庭110番（毎日９時～20時）相談
受付件数　1,634件
・児童相談所虐待対応ダイヤル（24時間365
日） 916件

「人権・子どもホットライン」等に
よる相談対応
子ども・家庭110番
人権・子どもホットライン
毎日９時～21時
全国児童相談所共通ダイヤル
24時間365日

○

「人権・子ども
ホットライン」
等による365
日の相談対
応

365日 365日 365日 100.0% A
・年度により相談件数の増減
はあるが、相談しやすい仕組
みのためには、複数の相談
窓口を設置することが必要で
ある。

・いじめや体罰、虐待等の人
権侵害から子どもを守ることを
目的とした子ども専用の電話
相談「人権・子どもホットライ
ン」、「子ども・家庭110番」、
「児童相談所虐待対応ダイヤ
ル」等による電話相談を受け
付ける。

子ども家庭課

071　いじめ・暴力行為問
題対策協議会

私立中学高等学校協会、私立小学校協会、
私学保護者会連合会の役員を集めて協議を
し、情報提供を行います。

令和２年3月に実施予定であったが、新型コ
ロナウィルス感染症の影響により中止となっ
た。

私立中学高等学校協会等の役
員を招請し、年１回協議会を開
催

○
毎年度1回の
開催

1回 0回 1回 0.0% E
主催者である私立中学高等
学校協会やその他の関係機
関と連携し、今後も円滑な情
報提供に努める。

引き続き情報提供を行う。 私学振興課

072　いじめ問題対策研修
会

外部講師を招き、毎年研修内容を設定し、県
内私立小・中・高等・中等教育・特別支援学
校の教職員を対象に研修会を実施します。

令和2年３月に実施予定であったが、新型コ
ロナウィルス感染症の影響により中止となっ
た。

県内私立小・中・高等学校の教
職員を対象に年１回研修を実
施

○
毎年度1回の
実施

1回 0回 1回 0.0% E
新型コロナウィルス感染症の
状況に応じて、開催方法を工
夫するなど、検討に努める。

引き続き研修会を実施する。 私学振興課

073　教育指導担当職員
による「いじめ」に関する
教育相談の実施

教育指導担当職員が電話（場合によっては直
接）にて保護者、生徒等からの教育相談を実
施します。

令和元年度は299件（うちいじめに関するも
のは25件）の教育相談を実施した。

教育指導担当職員間で相談
内容を共有し、引き続き、円
滑な対応が図られるよう努め
る。

引き続き教育相談を実施す
る。

私学振興課

②　いじめに対する学校・教育委員会、家庭・地域の連携強化

074　いじめ防止対策推進
法の推進

いじめ防止等の取組みを推進するため、各学
校におけるより効果的な研修等の実施や、関
係機関や家庭・地域との連携の実現をめざし
ます。

学校と外部の専門機関との連携を推進する
ため、学校に対して、効果的に連携できた
具体例 などを周知した。また、学校における
実践的な教職員研修を推進するため、教職
員の現状やニーズを把握し、研修内容を検
討した。さらに、学校において組織的対応を
徹底するためのシミュレーション研修を推進
するため、学校で 活用できる研修ツールを
作成・配付した。

平成34年度末までに、いじめ問
題に係る点検項目のうち「家
庭・地域との連携」４つの点検
項目について「十分取り組め
た」と回答する学校を10％増や
し70％とする。

○
平成34年度
末までに７
０％

60.0% 62.0% 64.0% 50.0% C
効果的に連携できた具体例
については、事例をさらに蓄
積していく必要性がある。ま
た、研修ツールについては、
事例の蓄積に応じて更新して
いく必要性がある。

引き続き、学校と外部の専門
機関との連携を推進するた
め、学校に対して、効果的に
連携できた具体例 などを周
知する。また、学校における
実践的な教職員研修を推進
するため、教職員の現状や
ニーズを把握し、研修内容を
検討していく。

学校支援課

当課に寄せられた相談に丁寧に対応することにより、重大な事態への発展を未然に防ぐことができて
いると考えられる。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

③　いじめに対する相談支援体制の充実

075　24時間子どもＳＯＳ
ダイヤルの実施

いじめをはじめとして子どもの困りごとに対応
するため専用の電話相談窓口を設け、24 時
間365 日対応します。

専用の電話相談窓口を24時間365日設置
し、いじめをはじめとした子どもに関する
様々な困りごとや悩みについて、令和元年
度は2,425件に対応した。

いじめをはじめとした子どもの
困りごと全般に、専用の電話相
談窓口で24時間365日対応し、
相談者の心の安定を図ること
が目標。

○
専用の電話
相談窓口で
365日対応

365日 365日 365日 100.0% A

相談者が「死にたい」と訴える
など、命に関わる緊急性が高
い相談への対応や、家族間、
友人間の人間関係の悩み等
の不安に適切に対応する高
いスキルが求められているこ
と。

専用の相談窓口で、いじめや
不登校をはじめとした子ども
の様々な困りごとや悩みに、
引き続き24時間365日対応
し、相談者の不安な気持ちに
寄り添って、心の安定を図
る。

総合教育センター

（２）　学校における相談支援の推進体制の強化

①　スクールカウンセラー等を活用した相談支援体制の強化

076　県立高等学校・県立
中等教育学校へのスクー
ルカウンセラー配置【再
掲】

臨床心理の専門家であるスクールカウンセ
ラーの配置を拡充し、生徒等が十分カウンセ
リングを利用できるように取り組みます。

１．配置状況…84人
他、スーパーバイザーを１人教育局に配置。
２．令和元年度の相談実績　　合計18,351
件　＊生徒、保護者、教職員対象
主な相談内容として　長期欠席・不登校
3,310件、いじめ219件、発達障害1,320件な
どがある。

県立高等学校・県立中等教育
学校へのスクールカウンセラー
配置

○

平成34年度
末までにス
クールカウン
セラー　120
人配置

60人 84人 90人 80.0% B

学校によってはスクールカウ
ンセラーの勤務が月２回程度
になることから、継続的なカウ
ンセリングに課題があるほ
か、カウンセリングを希望する
生徒に対して適時に対応で
きていないため、更なる配置
拡充が必要である。

新たに４人を拡充して88人を
拠点校に配置し、相談体制
の更なる充実に努めていく。

学校支援課

077　県立高等学校への
スクールソーシャルワー
カー配置【再掲】

福祉の専門家であるスクールソーシャルワー
カーの配置を拡充し、より多くの学校が積極
的に利用できるように取り組みます。

年間70回勤務、1日あたり7時間、30人のス
クールソーシャルワーカーを拠点校に配置
した。

・対応回数（延べ数）        令和元年度
5,845件

県立高等学校へのスクール
ソーシャルワーカー配置

○

スクールソー
シャルワー
カー　30人配
置

20人 30人 30人 100.0% A

貧困等子どもたちが置かれた
環境が厳しくなっており、こう
した状況を改善するため、福
祉の専門家であるスクール
ソーシャルワーカーを継続的
に配置し、学校が関係機関と
連携して対応する必要性が
ある。

次年度においても、30人を拠
点校に配置する。

学校支援課

078　県立高等学校への
スクールメンター配置【再
掲】

生徒の話に耳を傾けながら教職員と連携する
スクールメンターの配置を拡充し、生徒一人
ひとりに目の行き届いた支援の充実をめざし
ます。

心理的ケアを必要とする生徒が多く在籍す
る等、支援を必要としている県立高校20校を
指定し、学校に「スクールメンター」を配置
し、自殺予防を図ることを目的に、登下校指
導や進路相談、校内巡回等を実施した。
・実施日数　54日（１校あたりの平均）
・対応件数　2,747件

県立高等学校へのスクールメ
ンター配置

○
毎年度スクー
ルメンター30
人配置

20人 20人 30人 66.7% C
・勤務時間、日数が少ないこ
とから、生徒と関わる機会が
限られる。
・報酬等の関係で人選が困
難である。

・引き続き、心理的ケアを必
要とする生徒が多く在籍する
等支援を必要としている県立
高校20校を指定し、学校に
「スクールメンター」を配置す
る。
・限られた時間の中で、より充
実した支援が行えるよう、教
職員とスクールメンターが連
携を図り校内支援体制の充
実に努めていく。

学校支援課

079　県立高等学校・県立
中等教育学校への自殺予
防の啓発【再掲】

県立学校の生徒指導担当者や、スクールカウ
ンセラー、スクールソーシャルワーカーを対象
に、自殺予防に対する意識啓発を図ります。

教育現場において児童・生徒のメンタルヘ
ルスに関連の深いスクールカウンセラー等に
対して、児童虐待やいじめ、不登校など、教
育現場における今日的な課題をテーマに設
定し、研修会を実施した。
・開催回数　５回
・受講者数　569人（スクールカウンセラー連
絡協議会130人、特別支援学校生徒指導担
当者会議56人、　教育相談コーディネー
ター会議218人、県立高等学校生徒指導担
当者会議165人）

自殺予防啓発の会議への参加
者数　累計1,400人（平成28～
34年度）

○
累計1,400人
（平成28～34
年度）

160人 1,124人 725人 170.6% A
教職員とスクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワー
カーが連携し、児童・生徒に
対して自殺予防に関する更
なる啓発活動に取組む必要
がある。

教育現場において児童・生
徒のメンタルヘルスに関連の
深いスクールカウンセラー等
に対して、自殺の現状や関係
機関との連携等をテーマとし
て研修会を実施する。

学校支援課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

080　公立中学校へのス
クールカウンセラー配置
【再掲】

小・中学校の児童・生徒の問題行動等の未然
防止や早期対応に向けて、心理の専門家で
あるスクールカウンセラーを配置し、教育相談
体制の充実を図っています。
全公立中学校(政令指定都市を除く)にスクー
ルカウンセラーを配置し、学区内の公立小学
校へも対応しています。

１．配置状況（政令市を除く）
全公立中学校及び県立中等教育学校に配
置
スクールカウンセラーアドバイザーを４教育
事務所及び横須賀市教育委員会に配置。
２．令和元年度の相談実績　　合計58,034
件　＊小学生、中学生、保護者、教職員対
象
主な相談内容として　不登校19,291件、いじ
め661件、虐待416件などがある。

スクールカウンセラー中学校全
校配置の現状を維持

○
県内中学校
への配置
100％

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% A
これまでもスクールカウンセ
ラーの資質向上には努めて
いるが、今後も家庭や関係機
関との連携等、スクールカウ
ンセラーの効果的な活用に
ついて推進していく。

問題行動や不登校等の未然
防止・早期発見・早期解決に
向けた「チーム学校」としての
取り組みを推進していくため
に、連絡協議会をスクール
ソーシャルワーカーと合同で
実施するなど、学校の支援体
制の更なる充実に努めてい
く。また、「スクールカウンセ
ラー業務ガイドライン」を活用
した研修や、スーパーバイ
ザーやアドバイザー等の巡回
相談等を引き続き実施してい
く。

子ども教育支援課

スクールソー
シャルワー
カー　54人

36人 44人 45人 88.9% B

スクールソー
シャルワー
カー・スー
パーバイ
ザー　２人

2人 2人 2人 100.0% A

②　地域の保健、医療、福祉等の関係機関との連携強化

082　地域連携による高校
生のこころサポート事業
【再掲】

推進校に指定された学校の活動報告を、県
立学校の生徒指導担当者を対象とする会議
等において発表することで、関係機関と連携
したケース会議や職員への啓発研修等の成
果の県立学校への普及に取り組みます。

高等学校において、ひきこもり傾向が強い生
徒、精神疾患等による自殺のリスクがある生
徒等に対して面接等支援を行い、自殺防止
を図った。
不登校等の課題を抱える生徒への支援に
実績のある精神科医やフリースクール関係
者等を招き、高等学校の教職員等を対象に
ケース会議や研修会を行い、支援者の養成
を行った。
・実施回数　44回
・対象校数　６校

平成30年から34年までに、事
業の成果を発表する会議への
参加者数　累計約500人

○
5年間で参加
者数500人

0人 329人 200人 164.5% A
精神科医による講演を行う際
に、適任者の予定が過密で、
依頼できないことがある。

不登校等の課題を抱える生
徒への支援に実績のある精
神科医やフリースクール関係
者を招き、高等学校の教職員
等を対象にケース会議や研
修会を行い、支援者の養成を
行う。

学校支援課

③　児童・生徒のメンタルヘルスの保持増進及び教職員のメンタルヘルス対策の推進

083　県立学校における緊
急時の児童・生徒の健康
相談・保健指導の充実

緊急時の県立学校における取組みや、教育
実践を支援します。

・令和元年度は「小中学校版の学校におけ
る防災教育指導資料」の改訂年度であり、
「心のケア」に関する健康観察や学校におけ
る支援についての記載を盛り込んだ。
・各校における取組や教育実践を支援した。

危険等発生時は、特に緊急
支援を要し、支援に携わる教
職員が共通した認識を持ち、
より迅速に校内外の連携体
制を築き、児童生徒等の安全
の確保を図りつつ、支援を行
う必要がある。

・各校における取組や教育実
践の支援を継続していく。

保健体育課
学校保健安全法に基づき行われる各校における健康相談、保健指導のため、各校より相談等があれ
ば適宜助言等を行った。

子ども教育支援課

本県の問題行動等は依然と
して高い発生件数で推移して
おり、「子どもの貧困」問題へ
の対応等、背景が複雑化・困
難化するなど、改善に向けて
は多くの課題がある。こうした
状況を改善するため、福祉の
専門家であるスクールソー
シャルワーカーを継続的に配
置し、学校が関係機関と連携
して対応する必要性がある。

複雑化・困難化する問題行
動や、自殺問題等の予防・早
期解決に向けた対応を迅速、
的確に行うため、スクール
ソーシャルワーカーのさらなる
配置拡充を目指す。

081　各教育事務所への
スクールソーシャルワー
カー配置【再掲】

社会福祉に関する専門的な知識や技術を有
する、スクールソーシャルワーカーを教育分野
に導入し、問題を抱えた児童･生徒が置かれ
た環境への働きかけや、関係機関等とのネッ
トワークの構築等、多様な支援方法を用い
て、問題行動や自殺等の予防や早期解決に
向けた対応を行うため、スクールソーシャル
ワーカーのさらなる配置拡充をめざします。

年間35回勤務、1日あたり７時間、44名のス
クールソーシャルワーカーを配置した。
（湘南三浦地区12名、県央地区15名、中地
区８名、県西地区９名）
また、スクールソーシャルワーカースーパー
バイザー2名を教育局に配置した。
学校や関係機関と連携して支援を行った。
・相談件数（延べ数）        H30年度 1,588件

各教育事務所へのスクール
ソーシャルワーカー配置
スクールソーシャルワーカー
54人
スクールソーシャルワーカー・
スーパーバイザー　２人

○
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（３）　ＳＯＳの出し方に関する教育の推進

①　教職員に対する普及啓発及び研修の実施

084　自殺対策に関する出
前講座【再掲】

県は、関係機関との連携を強化し、小学校、
中学校、高等学校等において、教職員や児
童等を対象とした、「出前講座」の拡充を図っ
ていきます。

実施回数19回、参加者数577人。内訳は小
学校7回、中学校6回、高校2回、中高一貫
校1回、支援学校1回、
教育委員会2回。
＊新型コロナウィルス感染症拡大防止のた
め、申し込みのあった内2回中止

平成30年度から34年度の5年
間で、累計60箇所で出前講座
実施。

○
５年間の開催
箇所累計　60
箇所

0箇所 29箇所 24箇所 120.8% A

教職員が、日々接する児童・
生徒のこころの不調に気づ
き、適切に対応できるようにな
るために、人材養成に取り組
む必要がある。また、教職員
が自殺対策やストレス対処法
についての知識をさらに深め
ることが必要である。

教職員が児童・生徒のこころ
の不調に気づき、適切に対
応できるようになるために、今
後も自殺対策に関する出前
講座を開催していく

精神保健福祉センター

085　教職員向け研修会
への講師派遣【再掲】

教職員向け研修会に対して、「出前講座」の
講師を派遣することにより、児童・生徒のこころ
の不調に気づき、適切に対応することのでき
る教職員の育成に取り組みます。

実施回数19回、参加者数577人。内訳は小
学校7回、中学校6回、高校2回、中高一貫
校1回、支援学校1回、
教育委員会2回。
＊新型コロナウィルス感染症拡大防止のた
め、申し込みのあった内2回中止

教職員が、日々接する児童・
生徒のこころの不調に気づ
き、適切に対応できるようにな
るために、人材養成に取り組
む必要がある。また、教職員
が自殺対策やストレス対処法
についての知識をさらに深め
ることが必要である。

教職員が児童・生徒のこころ
の不調に気づき、適切に対
応できるようになるために、今
後も自殺対策に関する出前
講座を開催していく

精神保健福祉センター

②　児童・生徒へのＳＯＳの出し方に関する教育の実施

各年度、全県
指導主事会
議１回開催

1回 1回 1回 100.0% A

各年度、県立
高等学校及
び中等教育
学校の管理
職を対象とし
た教育課程
説明会年3回
開催

3回 3回 3回 100.0% A

（４）　子どもに関わる相談支援体制の充実

①　子どもに関わる相談窓口の整備

087　「子ども・家庭110番」
「児童相談所全国共通ダ
イヤル」の設置

子どもや家庭について電話相談を受け付ける
とともに、児童虐待相談（通告）を24 時間365
日いつでも対応できるようにすることによって、
育児不安の解消、虐待の早期発見、早期対
応を図ります。

・子ども家庭110番（毎日９時～20時）相談受
付件数　1,634件
・児童相談所虐待対応ダイヤル（24時間365
日）　916件

「子ども・家庭110番」、「全国児
童相談所共通ダイヤル」で電話
相談対応を行う。
　子ども・家庭110番　毎日９時
～20時
　全国児童相談所共通ダイヤ
ル　24時間365日

○
電話相談対
応365日

365日 365日 365日 100.0% A
・年度により相談件数の増減
はあるが、相談しやすい仕組
みのためには、複数の相談
窓口を設置することが必要で
ある。

・子どもや家庭について電話
相談を受け付けるとともに、児
童虐待相談（通告）を24時間
365日受け付ける。

子ども家庭課

088　「人権・子どもホットラ
イン」の設置

いじめや体罰、虐待等の人権侵害から子ども
を守ることを目的に、子ども専用の電話相談を
受け付けます。

・「人権・子どもホットライン」（毎日９時～21
時）相談受付件数　139件

子ども専用の電話相談「人権・
子どもホットライン」で、相談対
応を行う。毎日９時～20時に電
話による相談を受け付け、相談
しやすい体制を図る。

○
電話相談対
応365日

365日 365日 365日 100.0% A
・年度により相談件数の増減
はあるが、相談しやすい仕組
みのためには、複数の相談
窓口を設置することが必要で
ある。

・いじめや体罰、虐待等の人
権侵害から子どもを守ることを
目的とした子ども専用の電話
相談を受け付ける。

子ども家庭課

教職員が、日々接する児童・生徒のこころの不調に気づき、適切に対応できるようになるために、人材
養成に取り組む必要がある。また、教職員が自殺対策やストレス対処法についての知識をさらに深める
ことが必要である。

・コロナウイルス感染症に関
連した、いじめ、偏見、差別
等により、助けを求める児童・
生徒が増えることが予想され
る中、ＳＯＳの出し方を周知す
る機会を増やすと同時に、児
童・生徒の心のケアや環境の
改善に向けたスクールカウン
セラー及びスクールソーシャ
ルワーカーによる支援の促進
を図る。
また、保健師、社会福祉士や
民生委員等の地域の外部人
材を周知すること、お互いに
情報共有や協議をする場を
設けることなどを検討してい
く。
・授業に活用できる指導資料
について、関係各課と協力の
上作成していく。

子ども教育支援課
高校教育課

086　ＳＯＳの出し方に関
する教育の実施

「いのちの授業」の取組みに位置づけたり、保
健師、社会福祉士や民生委員等の地域の外
部人材の活用を図ったりするなど、各学校の
実情や児童生徒の発達段階に応じた、ＳＯＳ
の出し方に関する教育に取り組みます。
また、総合教育センターで実施している「24
時間子どもＳＯＳダイヤル」等の相談窓口につ
いて学校への周知を図ります。

・全県指導主事会議で情報提供を行った。
・自殺対策出前講座を利用した。
・県立高等学校及び県立中等教育学校の
管理職等を対象とした教育課程説明会にお
いて、生徒によるSOSの出し方に関する教育
の取組について情報提供を行った。
・県教育委員会として各校の取組状況を把
握するとともに、授業に活用できる指導資料
の作成について検討し、高校教育課だけで
なく、学校支援課など関係各課と協力の上、
作成していくこととした。

各教育事務所及び各市町村教
育委員会指導主事を対象に、
全県指導主事会議において、
自殺予防におけるＳＯＳの出し
方に関する教育について情報
提供をするとともに、各市町村
での取組状況を共有する。
県立高校及び中等教育学校に
ついては、県教育委員会として
各校の取組状況を把握すると
ともに、授業に活用できる指導
資料を作成する。

○

・ＳＯＳの出し方を周知するこ
とも大切だが、同時にＳＯＳの
受けとめ方を伝えていくことが
難しい。
また、保健師、社会福祉士や
民生委員等の地域の外部人
材の活用を図る前に、お互い
の役割を理解する機会が必
要である。
・各学校の実情や生徒の発
達段階に応じた、ＳＯＳの出し
方に関する教育について、よ
り一層の充実を図っていく必
要がある。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

089　支援を要する児童へ
のメンタルフレンドの派遣

ひきこもり・不登校等の児童の社会適応を援
助するため、児童の兄・姉世代に相当する世
代を中心としたメンタルフレンドを、支援を要
する児童の家庭に派遣し、児童との交流を図
る取組みを進めます。

・メンタルフレンド登録数　18名
・メンタルフレンドの派遣回数　48回

児童相談所が支援を行ってい
る不登校児童及び情緒障害児
童等のうち、児童相談所長が
適当と認めた子どもの家庭等
にメンタルフレンドを派遣する。

○

毎年度、メン
タルフレンド
を派遣する延
べ回数　86回

86回 48回 86回 55.8% C
・メンタルフレンドの登録数及
び派遣数は、昨年度に比べ
減少している。
・メンタルフレンドの事業の普
及、広報について、継続して
取り組む必要がある。

・引き続き、児童相談所が適
当と認めた子どもに対してメ
ンタルフレンドを派遣し、子ど
もの健全育成を支援する。

子ども家庭課

②　生活困窮者等の子どもへの支援

090　子どもの健全育成プ
ログラム

生活保護のケースワーカー等を対象とした、
生活保護世帯等の子どもへ支援を行うための
手順や留意点及び関連する情報を集めた、
子どもの健全育成プログラム（支援の手引き）
を策定し、定期的に見直しを行います。

関係部局の協力を得て、修正・改善を行い、
最新情報が掲載されるように取り組んでい
る。令和元年度改訂版を令和元年10月に策
定、県内福祉事務所、関係機関等に配布し
た。

生活困窮世帯の子どもの健全
育成を支援する取組みの一つ
として、生活困窮世帯の子ども
へ支援を行うための手順や留
意点及び関連する情報を集め
た子どもの健全育成プログラム
を、庁内関係部局の協力を得
て内容を見直し、改定版を毎年
発行する。

○
改定版を年1
回発行

1回 1回 1回 100.0% A
子どもへの支援効果につい
ては、数値化することが難し
く、成果が見えにくい状況に
ある。子どもの行動変容をは
じめ、支援効果の見える化が
課題といえる。

上記の状況から、子どもの変
容、成長、支援方法など、何
が効果的だったのかを「事例
集という形」にすることで、積
み上げ、今後の支援に活用
していく予定。
子どもの健全育成推進会議
及び部会等において、事例
の案について、有識者より助
言、意見などをもらい、内容を
精査したうえで、プログラムの
７つ目として、策定を目指して
いる。

生活援護課

市内２箇所 2箇所

フォーラムの
開催

1回

③　子どもに関わる相談支援体制の充実

092　被虐待児へのこころ
のケア

虐待を受けた児童に対し、児童心理司や心
理担当職員による継続したこころのケアを図り
ます。

虐待を受けた児童に対し、児童心理司や心
理担当職員による継続した面接等により、こ
ころのケアを行った。

・児童虐待の相談受付件数
は年々増加しており、引き続
き丁寧な心のケアを行うことが
必要である。

・虐待を受けた子ども一人一
人の年齢や発達に合わせ、
面接等による心のケアを行
う。

子ども家庭課

毎年度全体
会議1回

1回 1回 1回 100.0% A

毎年度ブロッ
ク会議5回

5回 5回 5回 100.0% A

毎年度セミ
ナー受講者
70人

70人 148人 70人 211.4% A

・児童虐待を受けた子どもに対して、その年齢や発達に応じて面接等を行い、一定の心のケアを行うこ
とができた。

青少年課

093　かながわ子ども若者
総合相談事業【再掲】

電話または面接により困難を抱える子ども・若
者の悩みを聞き、必要に応じて適切な支援機
関を紹介します。

子ども・若者育成支援推進法に基づく「かな
がわ子ども・若者総合相談センター（ひきこ
もり地域支援センター）」を運営し、延4,249
件の電話・来所・LINE相談に対応した。

・子ども・若者支援連携会議を
開催し、国・県・市町村並びに
関係団体の連携強化を図る。
・国・県・市町村並びに関係団
体の職員を対象として、現代の
子ども・若者を取り巻く問題に
焦点をあてたセミナーの開催に
より、情報を共有し、支援の強
化と連携の推進を図る。

○

市町村（横浜市・相模原市を
除く）において、子ども・若者
支援地域協議会の設置が進
んでいない事が課題となって
いる。

引き続き、神奈川県子ども・
若者支援連携会議等を通じ
て、国・県・市町村並びに関
係団体の連携強化を図る。

青少年センター

091　子ども・青少年の居
場所づくり推進事業

食事提供等が可能な居場所づくりのモデル
的な取組みを進めるととも、その成果を広く普
及し、市町村や民間団体等による新たな取組
みを促進します。

居場所づくりの全県的な展開を促進するた
め、３部構成からなる「子ども・若者の居場所
づくりガイド」を県のホームページに掲載し、
周知を行った。（H28：導入編　H29：対話編
H30：つながり編）

・藤沢市と連携して、市内２カ所
に学習支援や食事の提供を行
う、子ども・青少年の居場所を
開設
・子ども・若者の居場所づくり
フォーラム開催

○ （平成30年度末で事業終了）

居場所づくりの全県的な展開
を促進するため、「子ども・若
者の居場所づくりガイド」を県
のホームページを活用し、周
知していく。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（５）　若者への支援の充実

①　若者への相談支援体制の充実

094　こころの電話相談
【再掲】

県民を対象に、こころの健康について悩みが
ある方の相談を受ける「こころの電話相談」を
フリーダイヤルで実施します。

こころの電話相談　相談件数　8,310件
平成30年度から34年度の「ここ
ろの電話」相談件数　9,300件
／年

○
相談件数
9,300件／年

9,284件 8,310件 9,300件 89.4% B
こころの電話相談において
は、継続利用者も多いため、
必要な方が利用できるように
引き続き周知が必要。

こころの電話相談を引き続き
実施するとともに、従来より精
神保健福祉センターが主催
する電話相談員研修に、相
談員が参加することにより、相
談技術の向上を図る。

精神保健福祉センター

095　ストレスチェックホー
ムページ・アプリ「こころナ
ビかながわ」の運営【再
掲】

気軽にストレスチェックができるホームページ・
スマートフォンアプリの普及を促進し、若者が
相談支援窓口の情報を得られるように取り組
みます。

バスのデジタルサイネージや県内学生ポー
タルサイト、ME-BYOカルテ等でアプリの周
知を行った結果、令和元年度は総アクセス
件数が38,654件であった。

アクセス数累計　300,000件（平
成28～34年度）

○ 300,000件 78,000件 211,857件 171,200件 143.6% A

当該アプリは平成28年から運
用を開始したが、大規模なコ
ンテンツの更新は行っておら
ず、また周知方法についても
新たな方法を実施できておら
ず、ユーザー離れが進んで
いることから、新たなコンテン
ツの作成や周知方法も視野
に入れる必要性がある。

「こころナビ　かながわ」の周
知方法として新たな方法を検
討し、新たなコンテンツの作
成が可能かどうか委託先と協
議を重ねていく。

がん・疾病対策課

096　自殺対策強化月間
におけるＣＭ等の配信【再
掲】

自殺予防週間や自殺対策強化月間におい
て、若年者の関心がある映画の上映時に、自
殺対策関連のＣＭを配信する等、若年者層が
相談窓口等をより利用しやすくなるよう、取組
みを進めます。

「こころナビ　かながわ」の周知CMを3月に藤
沢・平塚・厚木営業所管内で、計130台のバ
ス車内デジタルサイネージ広告にて放映し
た。また、海老名市・藤沢市にある映画館に
おいても、８月９日～15日で周知CMを上映
した。

県民の自殺対策の重要性に対
する関心と理解を深めることを
目的として、平成30年度から34
年度間で、県内の路線バス累
計650台において、自殺対策関
連CMを配信する。

○
５年間で650
台のバス広
告掲出

0台 370台 260台 142.3% A

周知CM動画の上映について
は、コンテンツにより動員数の
増減が激しいため、時期や内
容をしっかりと見極めて実施
する必要がある。また、ストレ
スチェックホームページ・アプ
リのアクセス数が伸び悩んで
いるため、周知方法等につい
て工夫改善を行う必要があ
る。

令和２年度は、バス車内デジ
タルサイネージ広告を９月・３
月に実施見込みであり、「ここ
ろナビ　かながわ」の周知方
法についても広報紙への掲
載など検討していく。

がん・疾病対策課

②　ＩＣＴを活用した若者への支援体制の充実

097　ストレスチェックホー
ムページ・アプリ「こころナ
ビかながわ」の運営【再
掲】

気軽にストレスチェックができるホームページ・
スマートフォンアプリの普及を促進し、若者が
相談支援窓口の情報を得られるように取り組
みます。

バスのデジタルサイネージや県内学生ポー
タルサイト、ME-BYOカルテ等でアプリの周
知を行った結果、令和元年度は総アクセス
件数が38,654件であった。

アクセス数累計　300,000件（平
成28～34年度）

○ 300,000件 78,000件 211,857件 171,200件 143.6% A

当該アプリは平成28年から運
用を開始したが、大規模なコ
ンテンツの更新は行っておら
ず、また周知方法についても
新たな方法を実施できておら
ず、ユーザー離れが進んで
いることから、新たなコンテン
ツの作成や周知方法も視野
に入れる必要性がある。

「こころナビ　かながわ」の周
知方法として新たな方法を検
討し、新たなコンテンツの作
成が可能かどうか委託先と協
議を重ねていく。

がん・疾病対策課

098　ＩＣＴを活用した若者
支援の充実

若者が相談しやすい体制を図るため、ＩＣＴを
活用した相談支援について研究し、体制づく
りを進めます。

３月１日から30日まで、Twitterにて「死にた
い」「つらい」等の投稿をしたユーザーに対し
て、県相談窓口を記載したTwitter広告を表
示させ、計136件を電話相談へつなげた。

自殺者数の目立った減少が見
られない若者への相談支援体
制の充実を目的に、各年度
SNSを活用し、県電話相談窓口
に30件以上の相談誘導を行
う。

○

SNSを活用し
県電話相談
窓口に30件
以上の相談
誘導

3件 136件 30件 453.3% A

相談窓口ページへのアクセス
率をみると、約0.18％と低く、
自殺願望等につながるキー
ワードをTwitterで投稿してい
ても相談ページへ移動しよう
とする人は少なかったため、
ランディングページへの移動
を促すような工夫が必要であ
る。

令和２年度は９月・３月と実施
見込みであり、９月実施結果
を３月に反映する予定であ
る。

がん・疾病対策課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

③　大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推進

099　大学生向けゲート
キーパー養成研修の実施
【再掲】

県内大学等との連携を強化し、学生や教職員
に対して、自分や身近な友人、家族等のここ
ろの不調に気づき、適切に対応をすることが
できるようにゲートキーパー養成研修を実施し
ます。

大学生を対象に研修を行い、こころの健康
についての理解を深め、身近な人のこころの
健康保持や必要な支援を行うことができるよ
う、ゲートキーパーとしての養成を行った。
・開催回数　２回
・研修対象　国際医療福祉大学　小田原保
健医療学部（看護学部１年及び県立保健福
祉大学保健福祉学部3年生
・養成者数　141人

県内の大学２校以上において、
大学生向けのゲートキーパー
養成研修を実施する。

○

毎年度県内
大学２校以上
においてゲー
トキーパー養
成研修を実
施

1校 2校 2校 100.0% A
大学生へのゲートキーパー
養成研修として、効果的な研
修を行うことや、今後は、研修
の実施先の新たな開拓が求
められる。

コロナ禍の影響も踏まえ,実
施方法等を検討していく。

精神保健福祉センター

④　ひきこもり対策の推進

毎年度全体
会議1回

1回 1回 1回 100.0% A

毎年度ブロッ
ク会議5回

5回 5回 5回 100.0% A

毎年度セミ
ナー受講者
70人

70人 148人 70人 211.4% A

101　精神保健福祉普及
相談事業【再掲】

保健福祉事務所・センターにおいて、こころの
病気等について電話や来所による相談支援
や、訪問支援等に取り組みます。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター

⑤　若年無業者等職業支援

102　かながわ若者就職
支援センターでの支援

かながわ若者就職支援センターにおいて、国
と連携し、キャリアカウンセリングや就職情報
の提供等を実施し、若年者の就職活動を支
援します。

かながわ若者就職支援センターでの各種セ
ミナーに加え、地域出張相談を行うなど、利
用者の利便性に配慮した。また、入札を一
般競争入札からプロポーザル方式に変更
し、受託者から運営に係る企画提案を募集
することで、より利用者の視点に沿った施設
運営を目指し、ニーズを的確に捉えた事業
を実施した。その結果、令和元年度の進路
決定者数は854人となった。

「かながわ若者就職支援セン
ター」でキャリアカウンセリング
を利用した者の就職等進路決
定率

○

平成34年度
までに55％
以上の利用
者が就職等
進路決定

35.0% 59.5% 44.5% 257.9% A

　長期に渡り雇用環境が改善
していることから、キャリアカウ
ンセリング利用者数が減じて
おり、施設利用者全体も減少
傾向にある。
　現在もインターネット等の活
用を図るとともに、広報誌へ
の掲出、各種イベント等にお
けるパンフレットの配布や施
設案内を行い、かながわ若者
就職支援センターへの来所
を誘導しているが、県民に対
し施設の存在を今後も広く周
知する必要がある。

　令和２年度より、就職氷河
期世代（概ね30歳から49歳）
を主な対象としたグループ
ワークを月１回開催することと
し、「シニア・ジョブスタイル・
かながわ」の利用者も含め、
正社員として就職できるよう
支援する。また、従来より実施
している、キャリアカウンセリン
グや、応募書類の書き方、ビ
ジネスマナー、面接訓練など
の就職活動に役立つセミ
ナー等を開催し、39歳までの
若年者の就業を支援する。

雇用労政課

103　かながわ若者サポー
トステーション事業

地域若者サポートステーションを設置・運営す
ることにより、ニート等の若者の職業的自立に
向けそれぞれの置かれた状況に応じて個別・
継続的に包括的な支援を行います。

各種プログラム等を実施することにより、就職
率が46.5％（就職者数168人/新規登録者数
361人）となり、目標値の44.0％を達成した。

地域若者サポートステーション
を運営することにより、ニート等
の若者の職業的自立に向けそ
れぞれの置かれた状況に応じ
て個別・継続的に包括的な支
援を行う。

○

支援を受けた
人の就職率を
平成34年度ま
でに50％とす
る

40% 46% 44% 150.0% A

各種プログラム等を実施する
ことにより目標就職率は達成
した。令和２年度から就職氷
河期世代の支援のため、サ
ポートステーションで支援す
る対象者の年齢が40代にま
で拡張されたことから、サポー
トステーション事業の周知拡
大を進める必要がある。

市町村や関係機関と連携し、
支援対象者の拡張を周知し、
地域若者サポートステーショ
ンへの新規登録者を増やす
とともに、若者の職業的自立
に向け、それぞれの置かれた
状況に応じて支援プログラム
を提供するなど個別・継続的
に包括的な支援を推進する。

青少年課

相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。

市町村（横浜市・相模原市を
除く）において、子ども・若者
支援地域協議会の設置が進
んでいない事が課題となって
いる。

引き続き、神奈川県子ども・
若者支援連携会議等を通じ
て、国・県・市町村並びに関
係団体の連携強化を図る。

青少年センター
100　かながわ子ども若者
総合相談事業【再掲】

電話または面接により困難を抱える子ども・若
者の悩みを聞き、必要に応じて適切な支援機
関を紹介します。

子ども・若者育成支援推進法に基づく「かな
がわ子ども・若者総合相談センター（ひきこ
もり地域支援センター）」を運営し、延4,249
件の電話・来所・LINE相談に対応した。

・子ども・若者支援連携会議を
開催し、国・県・市町村並びに
関係団体の連携強化を図る。
・国・県・市町村並びに関係団
体の職員を対象として、現代の
子ども・若者を取り巻く問題に
焦点をあてたセミナーの開催に
より、情報を共有し、支援の強
化と連携の推進を図る。

○
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

６　労働関係における自殺対策を進める

（１）　職場におけるメンタルヘルス対策の推進

①　事業主によるメンタルヘルス対策の促進

104　メンタルヘルス講演
会の開催【再掲】

事業主自らが職場におけるメンタルヘルス対
策を推進することの意義について理解を深め
るため、経営層や人事労務担当者を対象に
講演会を開催します。

・メンタルヘルス講演会を開催し、182名が参
加した。

メンタルヘルス講演会開催　年
１回

○
毎年度
１回開催

1回 1回 1回 100.0% A
引き続き、参加対象者の要望
に沿ったテーマを選定し実施
する。

新型コロナ感染症対応の事
業見直しにより中止。

雇用労政課

職場のハラスメント対策として
中小企業労働改善訪問　370
件／年

○
中小企業労
働改善訪問
370件／年

370件 389件 370件 105.1% A

職場のハラスメント対策として
中小企業労務管理セミナー　年
6回

○
中小企業労
務管理セミ
ナー　年6回

6回 6回 6回 100.0% A

②　中間管理職、監督者等のメンタルヘルス対策への理解の促進

106　職域研修会の実施
【再掲】

各地域の労働基準監督署と連携し、企業の
人事管理担当者や健康管理センターの担当
者を対象にした研修会を実施します。

【精神保健福祉センター】県所管域の保健
所、保健福祉事務所・センターの職域研修
会開催の際には、うつ病とアルコール健康
障害等のリーフレットを配架し、メンタルヘル
スの知識についての普及啓発を行った。ま
た、県所管域の職域研修会の開催状況の
取りまとめを行った。
【保健福祉事務所・センター】県内の各地域
において、働く人のメンタルヘルスの向上に
かかる研修会を実施した。
・平塚保健福祉事務所管内：１回16名参加
・平塚保健福祉事務所秦野センター管内：2
回249名参加
・鎌倉保健福祉事務所及び三崎センター管
内：1回67名参加
・厚木保健福祉事務所管内：３回221名参加
・厚木保健福祉事務所大和センター管内：1
回13名参加

職場におけるメンタルヘルス
対策を推進するため、事業所
の人事管理担当者等産業保
健関係職員に対して、知識を
普及していくことが必要であ
る。

引き続き、県所管域の保健
所、保健福祉事務所・セン
ターと連携し、職域研修会の
開催の際にはうつ病、アル
コール健康被害等のリーフ
レットを配架し、働く人のメン
タルヘルスについて普及啓
発を図る。

精神保健福祉センター
保健福祉事務所・センター

③　労働者に対するメンタルヘルス対策の推進

107　働く人のメンタルヘ
ルス相談の実施【再掲】

かながわ労働センターにおいて、専門的なカ
ウンセラー等による「働く人のメンタルヘルス
相談」を実施します。

かながわ労働センターにおいて、「働く人の
メンタルヘルス相談」を実施した。

働く人のメンタルヘルス相談と
してかながわ労働センターにお
いて毎月４回実施する。

○ 月４回 4回 4回 4回 100.0% A より多くの県民が相談できる
よう周知を図る。

引き続き、かながわ労働セン
ターにおいて、専門的なカウ
ンセラー等による「働く人のメ
ンタルヘルス相談」を実施す
る。

雇用労政課

（２）　長時間労働の是正に向けた取組みの推進

①　長時間労働の是正に向けた企業等への普及啓発等

108　経済団体への要請
の実施

長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランス
の実現に向け、関係機関と連携し、県内の経
済団体に対して、職場環境の改善等を要請し
ます。

長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランス
の実現に向け、関係機関と連携し、県内の
経済団体に対して、職場環境の改善等を要
請します。

毎年度１回国と連携して労働環
境の改善等について協力要請
する。

○ 毎年度１回 1回 1回 1回 100.0% A 新たな普及啓発施策の探
索。

引き続き実施していく。 雇用労政課

109　セミナー、講演会等
の開催

企業の経営者、人事担当者、管理職等を対
象にした、セミナーや講演会を開催し、長時
間労働の是正等、働き方改革についての理
解と意識改革を図ります。
また、労働時間に関する法令等を周知するた
め、かながわ労働センターにおいて、講座の
開催や中小企業への訪問事業を行います。

企業の経営者、人事担当者、管理職等を対
象にした、セミナーや講演会を開催し、長時
間労働の是正等、働き方改革についての理
解と意識改革を図った。
また、労働時間に関する法令等を周知する
ため、かながわ労働センターにおいて、講座
の開催や中小企業への訪問事業を行った。

ワーク・ライフ・バランスのセミ
ナー等（５種類）への参加者数
を、毎年150人とする。

○
参加者数計
150人

150人 153人 150人 102.0% A
引き続き、働き方に係る企業
への支援について、多様な
働き方ができる環境づくりに
取り組んでいく。

引き続き、企業の経営者、人
事担当者、管理職等を対象
にした、セミナーや講演会を
開催し、長時間労働の是正
等、働き方改革についての理
解と意識改革を図る。
また、引き続き、労働時間に
関する法令等を周知するた
め、かながわ労働センターに
おいて、講座の開催や中小
企業への訪問事業を行う。

雇用労政課

105　職場のハラスメント
対策等【再掲】

職場におけるハラスメント対策として、毎年12
月に「職場のハラスメント相談強化週間」を実
施するほか、かながわ労働センター職員によ
る中小企業訪問等においてハラスメント対策
やストレスチェックの実施等に関する普及啓発
を行います。

職場におけるハラスメント対策として、毎年
12 月に「職場のハラスメント相談強化週間」
を実施するほか、かながわ労働センター職
員による中小企業訪問等においてハラスメ
ント対策やストレスチェックの実施等に関す
る普及啓発を行いました。

労務管理に有用な情報を時
宜に応じて使用者に提供す
る。

引き続き、かながわ労働セン
ター職員による中小企業訪
問等においてハラスメント対
策やストレスチェックの実施等
に関する普及啓発を実施して
いく。

雇用労政課

県所管域の保健所、保健福祉事務所・センターにおいて職域研修会が開催される際には、うつ病、ア
ルコール健康障害等のリーフレットを配架し、働く人へのメンタルヘルスについて普及啓発を図った。
各地域の労働基準監督署との連携により、県内の各地域において職域研修会が開催され、働く人のメ
ンタルヘルスの向上が図られた。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

かながわ労働センター本所及
び各支所において、一般労働
相談（週５回）、を実施する。

○ 週５回 週5回 週5回 週5回 100.0% A

本所において、日曜労働相談
を実施する。

○ 週１回 週1回 週1回 週1回 100.0% A
本所において、夜間労働相談
（週１回）を実施する。

○ 週１回 週1回 週1回 週1回 100.0% A
川崎支所において、夜間労働
相談（月１回）を実施する。（６
月から、来所予約制）※令和元
年度実績から追加

○ 月１回 ― 週1回 週1回 100.0% A

111　違法な時間外労働
が認められる企業情報の
提供

県に寄せられる労働相談のうち、違法な時間
外労働が認められる企業の情報を、指導監督
権限を有する神奈川労働局へ提供します。

提供事例無し
情報があった場合の適切な
提供。

引き続き、情報があった場合
には実施します。

雇用労政課

（３）　労働環境の改善に向けた広報活動の推進

①　労働者の心身の健康を守るための制度や施策等の知識の普及と啓発

112　啓発資料の作成、配
布等

メンタルヘルス対策をはじめとして労働者の心
身の健康を守るための法制度やルール、施
策等について、使用者・労働者等に普及啓発
するため、資料の作成や配布等を行います。

働き方改革に関するセミナーを開催したほ
か、広報紙に掲載するなど普及啓発を行っ
た。

より高い効果が見込めるツー
ルの活用。

引き続き、普及啓発のため、
必要に応じて、資料の作成、
配布を行っていく。

雇用労政課

７　うつ病対策を進める

（１）　うつ病の知識と理解を進めるための普及啓発活動の推進

①　講演会やリーフレットの配布、広報媒体などの活用による普及啓発活動の推進

113　うつ病講演会の開催

自殺対策強化月間等において、うつ病の正し
い知識を深め、さらに再発予防について理解
することを目的として、市町村等と連携し、県
民を対象にしたうつ病に関する講演会を開催
します。

＊H30年実績　287人＊
令和元年3月に、市町村、保健福祉事務所・
センターと連携し、県民を対象にうつ病に関
する講演会を計画したが、新型コロナウィル
ス感染症の影響により事業を中止した。支出
は、チラシ作成・送付費、講師への原稿料
等。

平成30年度から34年度の5年
間で講演会参加者数　累計500
人

○
参加者数　累
計500人

0人 287人 200人 143.5% A

県民がうつ病に関する知識を
深め、さらに再発予防につい
て理解すること、適切な対処
方法等について学ぶ機会が
必要である。
新型コロナウィルスの感染拡
大防止に配慮し、実施方法
等について市町村等と十分
検討して計画する。

自殺対策強化月間等におい
て、うつ病に関する知識を深
め、さらに再発予防について
理解することを目的として、市
町村等と連携し、県民を対象
にしたうつ病に関する講演会
を開催する。
新型コロナウィルスの感染拡
大防止に配慮し、実施方法
等について市町村等と十分
検討して計画する。

精神保健福祉センター

114　精神保健福祉普及
相談事業【再掲】

保健福祉事務所・センターにおいて、統合失
調症、アルコール依存症、薬物依存症等精神
疾患を抱える方への支援として、関係機関と
の連携を強化し、電話や来所による相談支援
や、訪問支援等に取り組みます。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター

提供事例無し

取組みにより働き方改革の推進の強化・充実が図られた。

相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。

110　労働相談の実施

過重労働の解消等をめざし、かながわ労働セ
ンターが関係機関と連携して、労働時間等に
関する労働者、経営者等からの労働相談に
対応します。
また、過重労働の解消等に係る強化期間を設
け、セミナーや街頭労働相談等を集中的に実
施します。

過重労働の解消等をめざし、かながわ労働
センターが関係機関と連携して、労働時間
等に関する労働者、経営者等からの労働相
談に対応した。

より多くの県民が相談できる
よう周知を図る。

引き続き、労働相談や過重労
働の解消等に係る強化期間
を実施していく。

雇用労政課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（２）　精神科医療体制の充実

①　地域の精神科医療機関を含めた保健、医療、福祉等のネットワーク体制の充実

115　精神科救急医療体
制整備事業

精神症状が急激に悪化した方が、24 時間
365 日、適切な精神科医療につながるように
精神科救急医療体制を整備します。

・精神保健福祉法第22条～27条に基づく申
請・通報件数は2,188件であり、うち1,194件
が措置診察へつながった。
・精神科救急医療相談窓口への相談件数
は8,928件であり、うち464件において受診・
入院のための医療機関を紹介した。
・湘南鎌倉総合病院における精神科特例病
床について、医療課と連携し、整備した。

全県域に対応可能な身体合併
症の受入体制を構築するた
め、精神科救急・身体合併症対
応施設数について、平成29年
度時点で６施設指定していた
が、平成35年度までに新たに１
施設指定し、合計７施設とす
る。（医療計画において平成35
年度までの目標として設定）

○

横須賀・三浦
地域を含む
広域の身体
合併症対応
施設１施設を
整備する。

6施設 6施設 6施設 100.0% A
・調整は行っているものの、
依然として、横須賀・三浦地
域を含む広域の身体合併症
対応施設１施設を整備できて
いない。

・横須賀・三浦地域を含む広
域の身体合併症対応施設１
施設の整備に向け、調整を
進めていく。

がん・疾病対策課

116　精神保健福祉普及
相談事業【再掲】

保健福祉事務所・センターにおいて、統合失
調症、アルコール依存症、薬物依存症等精神
疾患を抱える方への支援として、関係機関と
の連携を強化し、電話や来所による相談支援
や、訪問支援等に取り組みます。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター

117　県立精神医療セン
ターにおけるストレスケア
医療の提供

県立精神医療センターにおいて、難治性うつ
病等に対する治療法（反復性経頭蓋磁気刺
激法）の開発やうつ病等の精神疾患患者を対
象としたストレスケア医療に取り組みます。

・６月から保険適用となった反復経頭蓋磁気
刺激法（r－ＴＭＳ）に全国で最初に取り組
み、12人の患者に対し、診療を実施した。
※反復経頭蓋磁気刺激法（r－ＴＭＳ）
８の字型のコイルに電流を流すと周囲に磁
界が発生し、その作用で脳の一定の部位に
微弱な電流が生じる。それにより脳の神経細
胞を刺激して機能を調整する。
・ストレスケア医療の病診連携推進のため地
域医療機関向けの病院見学会を開催する
などの取組みの結果、療養効果を高めるた
め全室個室としているストレスケア病棟の病
床利用率が目標値を1.1ポイント上回る
94.1％となった。
・復職に必要な体力の回復、ストレス対処ス
キルの獲得を目的とした通所型リハビリテー
ションプログラムであるリワークデイケアで
ショートケアに加え、一日デイケアを実施す
るなど、患者の職場復帰、家庭復帰を支援
した。

県立精神医療センターにおける
ストレスケア医療の提供

○

うつ病等の精
神疾患患者
を対象とした
ストレスケア
医療に取り組
む。

ストレスケ
ア病棟病床
利用率H29
年度93.9％

94.1% 93.0% 101.2% A
反復性経頭蓋磁気刺激法に
よる治療の拡大を図っていく
必要がある。

県の精神科中核病院として、
反復性経頭蓋磁気刺激法な
どにより、うつ病等の精神疾
患患者を対象としたストレスケ
ア医療に引き続き取り組んで
いく。

県立病院課

（３）　かかりつけ医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上

①　かかりつけ医師等へのうつ病患者に対する適切な対応力向上研修の実施

118　こころといのちの地
域医療支援事業【再掲】

内科等の身体科の医師が、うつ病についての
知識や技術を習得する、対応力向上研修に
ついて、研修内容等を精査し、うつ病対応力
研修の充実に取り組みます。

・政令市を含む５会場で「かかりつけ医うつ
病対応力向上研修」を開催し、受講を修了
した計261名の医師に修了証書を発行した。
・当該研修の開催に際し、自殺の実態と自
殺対策、うつ病と自殺の関係について、うつ
病の基礎知識の講義及び事例検討を行っ
た。

平成30年度から34年度の5年
間で、かかりつけ医うつ病対応
力向上研修受講修了者累計
1,200人（政令市含む）

○

5年間の受講
修了者累計
1,200人（政令
市含む）

0人 563人 480人 117.3% A

・うつ病の患者は身体の不調
から内科等の身体科を最初
に受診することが多いため、
かかりつけ医がうつ病の基礎
知識を習得して適切な対応
ができること、さらに精神科医
との連携を推進し、うつ病を
早期に発見し、早期に治療
につなげていくことが必要で
ある。

・引き続き、４県市協調事業と
して進めていく

精神保健福祉センター

相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（４）　かかりつけ医師等と精神科医師との連携強化

①　かかりつけ医師等がうつ病と診断した人を精神科医師につなぐ連携構築及び強化

119　こころといのちの地
域医療支援事業【再掲】

内科等の身体科の医師が患者のこころの不
調に気づき、適切に対応するために、うつ病
についての知識や技術を修得する「かかりつ
け医うつ病対応力向上研修」のさらなる充実
に取り組みます。

・政令市を含む５会場で「かかりつけ医うつ
病対応力向上研修」を開催し、受講を修了
した計261名の医師に修了証書を発行した。
・当該研修の開催に際し、自殺の実態と自
殺対策、うつ病と自殺の関係について、うつ
病の基礎知識の講義及び事例検討を行っ
た。

平成30年度から34年度の5年
間で、かかりつけ医うつ病対応
力向上研修受講修了者累計
1,200人（政令市含む）

○

5年間の受講
修了者累計
1,200人（政令
市含む）

0人 563人 480人 117.3% A

・うつ病の患者は身体の不調
から内科等の身体科を最初
に受診することが多いため、
かかりつけ医がうつ病の基礎
知識を習得して適切な対応
ができること、さらに精神科医
との連携を推進し、うつ病を
早期に発見し、早期に治療
につなげていくことが必要で
ある。

・引き続き、４県市協調事業と
して進めていく

精神保健福祉センター

（５）　小児科・産婦人科医師と精神科医師との連携強化

①　かかりつけの小児科・産婦人科医師と精神科医師との連携構築及び強化

120　こころといのちの地
域医療支援事業【再掲】

小児科・産婦人科の医師が、妊産婦や乳幼
児を養育する母親等のこころの不調に気づ
き、適切に対応するために、うつ病について
の知識や技術を修得する、対応力向上研修
の継続的な実施に取り組みます。

・政令市を含む５会場で「かかりつけ医うつ
病対応力向上研修」を開催し、受講を修了
した計261名の医師に修了証書を発行した。
・当該研修の開催に際し、自殺の実態と自
殺対策、うつ病と自殺の関係について、うつ
病の基礎知識の講義及び事例検討を行っ
た。

平成30年度から34年度の5年
間で、かかりつけ医うつ病対応
力向上研修受講修了者累計
1,200人（政令市含む）

○

5年間の受講
修了者累計
1,200人（政令
市含む）

0人 563人 480人 117.3% A

・うつ病の患者は身体の不調
から内科等の身体科を最初
に受診することが多いため、
かかりつけ医がうつ病の基礎
知識を習得して適切な対応
ができること、さらに精神科医
との連携を推進し、うつ病を
早期に発見し、早期に治療
につなげていくことが必要で
ある。

・引き続き、４県市協調事業と
して進めていく

精神保健福祉センター

（６）　精神医療関係者への研修の充実

①　精神科看護職員に対する研修の実施

県の精神科
病院数69ヶ
所。平成27～
29年度の累
計実績に、１
病院あたり、
新人看護職
員を平均10
人追加養成

147人 227人 509人 22.1% D

県の精神科
病院数69ヶ
所。平成27～
29年度の累
計実績に、１
病院あたり、
中堅看護職
員を平均15
人追加養成

145人 202人 739人 9.6% E

・事業実施が年度後半となり
（11月～）、病院への周知等
が短期間となってしまった等
の理由から、参加者が予定を
満たなかった。

・研修会について、引き続き
補助を行っていくとともに、補
助団体である県精神科病院
協会に対し、受講者の増加を
検討するよう投げかけていく。

がん・疾病対策課
121　精神科看護職員研
修事業

県内の医療機関の精神科看護職員を対象と
して、うつ病等に対して有効な認知行動療法
等に関する研修を実施し、専門性の向上に取
り組みます。

・県精神科病院協会主催の精神科看護職
員研修に対して604千円の補助金を交付し
た。新人看護職員向け研修会では35人、中
堅看護職員向け研修会では30人が受講し
た。

県内の精神科看護に従事する
看護職員に対し、認知行動療
法に対応できる看護職員を養
成するための研修会を開催し、
32年度までに、新人看護職員
を累計690人、中堅看護職員を
累計1,035人養成する。（医療
介護総合確保基金の計画にお
いて、平成32年度までの目標と
して設定）

○
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（７）　うつ病の早期発見早期治療につなぐ体制整備

①　地域の相談機関等の訪問や住民検診、妊産婦検診、健康相談の機会の活用

122　市町村が実施する妊
産婦等への相談に対する
支援

県では、市町村が実施する妊娠期からの切れ
目ない支援体制の整備に向け、情報共有の
ための連絡調整会議、保健師等の研修会、
産後ケア事業等のニーズ把握調査等を実施
し、市町村の取組みを支援します。

【研修会】県内行政機関、医療機関等に従
事する保健師、助産師、看護師等を対象と
した研修を開催
開催回数：2回　参加人数68人
【連絡調整会議】市町村が、地域毎の課題・
現状に即して事業実施できるように、様々な
機関の関係者が機能の連携・情報の共有を
図る。
実施回数：健康増進課　　３回　　保福：29回

地域毎の課題・現状に即して
事業実施できるように、様々
な機会の関係者が機能の連
携・情報の共有を図る。

さらなる研修等の充実や、市
町村の体制整備に向け人材
育成等の支援を継続して
行っていく。

健康増進課

（８）　うつ病セミナー・講演会等当事者支援の充実

①　うつ病の家族や当事者を対象としたセミナー・講演会の開催

123　うつ病講演会の開催
【再掲】

自殺対策強化月間等において、うつ病の家
族や当事者を対象に、うつ病の正しい知識を
深め、さらに再発予防について理解することを
目的として、市町村等と連携し、県民を対象に
したうつ病に関する講演会を開催します。

＊H30年実績　287人＊
令和元年3月に、市町村、保健福祉事務所・
センターと連携し、県民を対象にうつ病に関
する講演会を計画したが、新型コロナウィル
ス感染症の影響により事業を中止した。支出
は、チラシ作成・送付費、講師への原稿料
等。

平成30年度から34年度の5年
間で講演会参加者数　累計500
人

○
参加者数　累
計500人

0人 287人 200人 143.5% A

県民がうつ病に関する知識を
深め、さらに再発予防につい
て理解すること、適切な対処
方法等について学ぶ機会が
必要である。
新型コロナウィルスの感染拡
大防止に配慮し、実施方法
等について市町村等と十分
検討して計画する。

自殺対策強化月間等におい
て、うつ病に関する知識を深
め、さらに再発予防について
理解することを目的として、市
町村等と連携し、県民を対象
にしたうつ病に関する講演会
を開催する。
新型コロナウィルスの感染拡
大防止に配慮し、実施方法
等について市町村等と十分
検討して計画する。

精神保健福祉センター

124　精神保健福祉普及
相談事業【再掲】

保健福祉事務所・センターにおいて、うつ病
の正しい知識を深め、さらに再発予防につい
て理解することを目的として、うつ病に関する
講演会や研修会を開催します。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター

（９）　うつ病等職場復帰プログラムに関する情報提供の充実

①　うつ病による休職者への職場復帰プログラム実施医療機関や関係機関の情報提供

125　精神保健福祉普及
相談事業【再掲】

保健福祉事務所・センターにおいて、うつ病
等精神疾患を抱える方への電話や来所によ
る相談支援や、訪問支援等に取り組みます。
また、講演会等を通じて情報提供を行いま
す。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター
相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。

各研修後のアンケート結果では、活用度、理解度が80％以上であったことから、市町村が実施する妊
産婦等への相談に対する支援の推進に一定の効果をあげたと考えられる。

相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

８　ハイリスク者対策を進める

（１）　統合失調症、アルコール依存症、薬物依存症等の精神疾患を抱える方への支援

①　継続的な支援体制の整備及び自助活動に対する支援

126　精神保健福祉普及
相談事業【再掲】

保健福祉事務所・センターにおいて、統合失
調症、アルコール依存症、薬物依存症等の精
神疾患を抱える方への支援について、関係機
関との連携を強化し、電話や来所による相
談、訪問等に取り組みます。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター

127　ハイリスク者訪問支
援

自殺未遂者や精神疾患があり、自殺企図の
可能性がある人に対して、指定相談事業所に
専門の相談員を配置し、訪問支援等に取り組
みます。

医療法人財団青山会への補助事業であり、
以下のように実施した。
・専従相談員が自殺未遂者や企図者（ハイリ
スク者）に対し、訪問等相談支援を行った。
・医療機関をはじめ関係機関と連携し、ハイ
リスク者の早期対応を図り未然に防止した。
・医療機関、居宅介護事業所、障害福祉事
業所など多職種合同での事例検討会。
・女性相談員への相談対応に関する助言を
行った。
・自死を経験した支援者のための「自死遺族
支援者研修」で、グループワークを行った。

指定相談事業所に専門の相談
員を配置し、ハイリスク者に対
して訪問・面談・電話等による
支援活動を行う。

○

平成29～30
年度支援活
動件数実績
の平均より算
出した支援活
動件数3,000
件以上

2,990件 3,240件 3,000件 108.0% A

「見守りができる地域づくり」と
いう視点から、孤立しやすい
状態や環境にある人の存在
を知ることへの啓発は、継続
していく必要がある。また、自
殺未遂者や企図者に対して
の訪問、面接、電話、受診同
行の継続や相談しやすい相
談支援事業所としての在り方
に努める必要がある。

令和２年度においても引き続
き、面接・訪問・電話などによ
る傾聴を中心に対応を図るこ
とで、自殺を未然に防ぎ、関
係機関との連携を強化して
セーフティーネットを張って支
援していく。

がん・疾病対策課

依存症専門医療機関数　10施
設

○
依存症専門
医療機関数
10施設

0施設 6施設 7施設 85.7% B

依存症治療拠点機関数　１施
設

○
依存症治療
拠点機関数１
施設

0施設 2施設 1施設 200.0% A

129　精神科救急医療体
制整備事業【再掲】

精神症状が急激に悪化した方が、24 時間
365 日、適切な精神科医療につながるように
精神科救急医療体制を整備します。

・精神保健福祉法第22条～27条に基づく申
請・通報件数は2,188件であり、うち1,194件
が措置診察へつながった。
・精神科救急医療相談窓口への相談件数
は8,928件であり、うち464件において受診・
入院のための医療機関を紹介した。
・湘南鎌倉総合病院における精神科特例病
床について、医療課と連携し、整備した。

全県域に対応可能な身体合併
症の受入体制を構築するた
め、精神科救急・身体合併症対
応施設数について、平成29年
度時点で６施設指定していた
が、平成35年度までに新たに１
施設指定し、合計７施設とす
る。（医療計画において平成35
年度までの目標として設定）

○

横須賀・三浦
地域を含む
広域の身体
合併症対応
施設１施設を
整備する。

6施設 6施設 6施設 100.0% A
・調整は行っているものの、
依然として、横須賀・三浦地
域を含む広域の身体合併症
対応施設１施設を整備できて
いない。

・横須賀・三浦地域を含む広
域の身体合併症対応施設１
施設の整備に向け、調整を
進めていく。

がん・疾病対策課

相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。

128　依存症対策総合支
援事業

アルコール、薬物、ギャンブル依存症等の治
療及び回復支援を図るため、依存症治療拠
点機関を選定し、依存症対策の推進に取り組
みます。

１　依存症専門医療機関
　令和２年３月31日時点において、次の依存
症専門医療機関を設置。
　令和元年度は各領域に４件ずつ、依存症
専門医療機関の申請があったが、いずれも
取り下げとなった。
　 ①　アルコール依存症専門医療機関
　　　６機関
 　②　薬物依存症専門医療機関
　　　４機関
 　③　ギャンブル等依存症専門医療機関
　　　４機関
２　依存症専門医療機関
　　令和２年３月31日時点において、依存症
治療拠点機関として県立精神医療センター
及び北里大学東病院を設置。
３　依存症相談拠点機関
　 平成31年４月１日付で、神奈川県精神保
健福祉センターを依存症相談拠点機関とし
て指定。依存症に関する電話相談及び面接
相談を実施。

二つの依存症治療拠点の効
率的な役割分担および各機
関における情報供給及び連
携の強化を進めていく必要が
ある。

治療拠点機関を中心に県の
依存症対策を一層推進する
とともに、専門医療機関の増
加と、各機関の連携体制の強
化を図る。

がん・疾病対策課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

130　向精神薬の重複処
方のチェック

生活保護実施機関において、生活保護受給
者で医療扶助が支給されている人のレセプト
から、重複診療により大量の向精神薬が処方
されていないか点検を実施します。
また、県において監査等により不適切な受診
が認められた場合には、生活保護実施機関
に対し、当該受給者に対する面接等により、
必要な指導指示を行うよう指導します。

・生活保護法による施行事務監査により、政
令市を除く県内全ての福祉事務所に年１回
ヒアリング等を行い、状況に応じて指導指
示・助言を行った。

生活保護実施機関において、
生活保護受給者で医療扶助が
支給されている人のレセプトか
ら、重複診療により大量の向精
神薬が処方されていないか点
検を実施する。また、県におい
て監査等により不適切な受診
が認められた場合には、生活
保護実施機関に対し、当該受
給者に対する面接等により、必
要な指導指示を行うよう指導す
る。

○

毎年１回県域
全福祉事務
所に対し、生
活保護法施
行事務監査
を実施

1回 1回 1回 100.0% A
・各福祉事務所の担当者が
数年で変更するため、引継ぎ
が不十分な場合がみられる。

・引き続き年１回の監査時に
確認していくこととしている
が、感染症拡大防止の観点
から監査の規模を縮小して実
施する方向であることから、実
地でのヒアリング調査ができ
ない場合は、向精神薬の重
複処方にかかる調査等の機
会を捉えて各福祉事務所に
対し指導指示・助言を行う。

生活援護課

②　精神科医療関係者、福祉・介護等従事者に対する研修の実施

県の精神科
病院数69ヶ
所。平成27～
29年度の累
計実績に、１
病院あたり、
新人看護職
員を平均10
人追加養成

147人 227人 509人 22.1% D

県の精神科
病院数69ヶ
所。平成27～
29年度の累
計実績に、１
病院あたり、
中堅看護職
員を平均15
人追加養成

145人 202人 739人 9.6% E

132　依存症セミナーの実
施（保健・福祉・介護・司法
等従事者を対象とした研
修の実施）

様々な分野に従事する支援者等を対象に、
自殺のリスクの高いアルコールや薬物依存症
への正しい知識の習得と本人や家族に対す
る関わり方を学ぶことを目的とした研修を実施
します。

依存症治療拠点にセミナー及び研修等の
開催を委託する形で実施。
〇2019年度依存症セミナー（精神医療セン
ター）
   開催日：令和元年７月24日～25日
   対象者：関係機関等
   研修内容：依存症概要、治療プログラム等
   参加者数：50人
〇SCOP依存症セミナー（精神医療セン
ター）
   開催日：令和元年12月18日
   対象者：医療機関・行政機関及び相談機
関の相談員等
   研修内容：依存症治療プログラム等
   参加者数：26人
〇アルコール健康相談研修（北里大学東病
院）
   開催日：令和元年10月15日
   対象者：行政機関職員
   研修内容：依存症治療プログラム等
   参加者数：38人
〇依存症のある方への支援法（北里大学東
病院）
   開催日：令和元年10月30日
   対象者：県内ソーシャルワーカー
   研修内容：依存症治療プログラム等
   参加者数：51人

累計受講者数を増加させ、平
成34年度末までに累計150人と
する。

○
累計受講者
150人

0人 165人 60人 275.0% A

依存症を有する者は、他の依
存症依存症（アルコール、薬
物・ギャンブル・ゲーム等）も
併発している場合があるの
で、他の依存症についても触
れる複合的なプログラムを検
討する必要がある。また、依
存症治療拠点が２拠点ある強
みを活かし、各拠点で重点
テーマを決めて研修を行う等
の検討を行う必要がある。

今年度に引き続き、依存症セ
ミナーを実施し、依存症に対
する正しい知識や依存症関
連問題を抱える家族や当事
者に対する関わり方を学ぶ機
会を提供する。また、近年問
題となっているゲーム障害に
関する研修の実施を検討す
る。

がん・疾病対策課

・事業実施が年度後半となり
（11月～）、病院への周知等
が短期間となってしまった等
の理由から、参加者が予定を
満たなかった。

・研修会について、引き続き
補助を行っていくとともに、補
助団体である県精神科病院
協会に対し、受講者の増加を
検討するよう投げかけていく。

がん・疾病対策課
131　精神科看護職員研
修事業【再掲】

県内の医療機関の精神科看護職員を対象と
して、うつ病等に有効な認知行動療法等に関
する研修を実施し、専門性の向上に取り組み
ます。

・県精神科病院協会主催の精神科看護職
員研修に対して604千円の補助金を交付し
た。新人看護職員向け研修会では35人、中
堅看護職員向け研修会では30人が受講し
た。

県内の精神科看護に従事する
看護職員に対し、認知行動療
法に対応できる看護職員を養
成するための研修会を開催し、
32年度までに、新人看護職員
を累計690人、中堅看護職員を
累計1,035人養成する。（医療
介護総合確保基金の計画にお
いて、平成32年度までの目標と
して設定）

○
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（２）　生活困窮者、失業者への支援の充実

①　包括的な相談会の実施

相談会開催　４回／年 ○ ４回 4回 4回 4回 100.0% A
健康問題や経済問題等、複
数の分野にまたがる相談内
容で問題が明確でない方へ
の相談窓口を整備することが
必要。

全ての保健福祉事務所・セン
ター管内（８箇所）で実施

○ ８箇所 3箇所 5箇所 5箇所 100.0% A
複数の分野にまたがる相談
に対して、多職種の専門家が
ワンストップで相談を受ける体
制づくりを継続していくことが
必要。

相談会開催　４回／年 ○ ４回 4回 4回 4回 100.0% A

全ての保健福祉事務所・セン
ター管内（８箇所）で実施

○ ８箇所 3箇所 5箇所 5箇所 100.0% A

（３）　行方不明者の発見活動

①　自殺のおそれのある行方不明者の発見活動の実施

135　自殺のおそれのある
行方不明者の発見活動

自殺のおそれのある行方不明者届を受理し
た際、不明当時の状況、不明者がよく行く立
ち回り先等、不明者につながる情報をもとに、
調査、探索を実施し、行方不明者の早期発見
保護に努めます。

自殺のおそれのある行方不明者届を受理し
た際、行方不明者を早期に発見するための
調査、探索活動を実施した。

行方不明者の行動が把握で
きないことから、早期発見が
困難な場合がある。

自殺のおそれのある行方不
明者については、引き続き、
迅速な調査、探索を実施して
早期発見に努める。

人身安全対策課

（４）　がん患者、慢性疾患患者等に対する支援体制の整備

①　がん患者に対する支援体制の構築

136　専門的な施設やサー
ビスへつなぐ体制づくり

県は、がん患者の自殺対策について重要性・
必要性を認識し、「神奈川県がん対策推進計
画」に「がん患者の自殺対策」を盛り込んだう
えで、がん相談支援センターに対して、県が
実施している「こころつなげよう電話相談事
業」等の自殺対策を周知し、自殺対策に特化
した対応が必要ながん患者を適切な施設また
はサービスにつなげるよう働きかけます。
がん診療連携拠点病院等及び小児がん拠点
病院のがん相談支援センターは、県の取組
みについて理解し、がん患者の状態や必要
に応じて、適切な専門施設またはサービスに
つなげます。
県は、県ホームページや冊子等により、がん
患者団体等をはじめ、がん患者やその家族等
に対して、県が電話相談を実施していること等
を周知します。

・がんサポートハンドブック改訂版に「こころ
の電話相談」や「いのちの電話」の相談窓口
一覧を引き続き掲載した。

がん患者と接する機会が多い
医療従事者や保健福祉事務所
職員を対象に、がん患者の自
殺対策に係る研修会を実施し、
平成30年度から34年度間で、
受講者数150人以上とする。

○

平成30～34
年度間で受
講者数150人
以上

0人 34人 60人 56.7% C
がん患者の自殺対策に係る
研修会の内容や開催時期を
検討するにあたり、神奈川県
がん診療連携協議会相談支
援部会と連携する必要があ
る。

・2020年５月に公表された国
立がん研究センター作成の
「がん医療における自殺対策
の手引き（2019年度版）」を参
考にしていく。
・神奈川県がん診療連携協
議会相談支援部会の研修会
の次年度の計画に盛り込ん
でもらうようにする。

がん・疾病対策課

②　がん患者・その他の慢性疾患患者等への学校教育における支援の充実

137　県立学校における児
童・生徒の健康相談・保健
指導の充実

学校保健安全法等の法令に基づき行われ
る、心身の健康に関する児童生徒等の健康
相談や健康状態の観察に基づく保健指導
や、保護者への助言、その際の医療機関及
び関係機関等との連携等、各校における取組
みや教育実践を支援します。

・令和元年度は「小中学校版の学校におけ
る防災教育指導資料」の改訂年度であり、
「心のケア」に関する健康観察や学校におけ
る支援についての記載を盛り込んだ。
・各校における取組や教育実践を支援した。

支援に携わる教職員が共通
した認識を持ち、より良い校
内外の連携体制を築き、児童
生徒の支援を充実させていく
必要がある。

・各校における取組や教育実
践の支援を継続していく。

保健体育課

迅速な調査、探索を実施し、自殺のおそれのある行方不明者の早期発見に努めた。

学校保健安全法に基づき行われる各校における健康相談、保健指導のため、各校より相談等があれ
ば適宜助言等を行った。

134　暮らしとこころの相談
会

県は、法律専門家をはじめ、各職種の専門家
が一堂に会し、相談を受ける「暮らしとこころの
相談会」に対して支援を行います。

法律専門家をはじめ、各職種の専門家が一
堂に会し、相談を受ける「暮らしとこころの相
談会」を神奈川弁護士会主催（神奈川県地
域自殺対策強化交付金事業補助金）にて２
回実施。
※包括的な相談会として、４回のうち精神保
健福祉センター主催で２回実施。

健康問題や経済問題等、複
数の分野にまたがる相談内
容で問題が明確でない方へ
の相談窓口を整備することが
必要。
複数の分野にまたがる相談
に対して、多職種の専門家が
ワンストップで相談を受ける体
制づくりを継続していくことが
必要。

継続して神奈川県弁護士会
に補助をし、相談会の実施を
支援する。

精神保健福祉センター

133　包括相談会の開催

複数の分野にまたがる相談内容に保健、福
祉、司法、医療等の専門家がワンストップで相
談を受ける「包括相談会」を継続的に実施しま
す。

法律専門家をはじめ、各職種の専門家が一
堂に会し、相談を受ける「暮らしとこころの相
談会」を神奈川弁護士会主催（神奈川県地
域自殺対策強化交付金事業補助金）にて２
回実施。
※包括的な相談会として、４回のうち精神保
健福祉センター主催で２回実施。

継続して神奈川県弁護士会
に補助をし、相談会の実施を
支援する。

精神保健福祉センター
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

９　社会的な取組み、環境整備を進める

（１）　地域における相談体制の充実

①　多様な相談に対応できる住民向け相談窓口一覧を掲載したリーフレット等の配布、周知

138　リーフレット等を活用
した県民への周知【再掲】

自殺予防のためのリーフレットを作成し、各地
域で開催される自殺対策街頭キャンペーンや
講演会等の普及啓発活動で配布し、県民へ
の周知のさらなる強化を図ります。

自殺予防に関することや身近な地域で相談
できる窓口や機関を掲載したリーフレットを
作成し、自殺対策街頭キャンペーンで3000
部配布し、県民への普及啓発を行った。

相談窓口を記載したリーフレッ
トや普及啓発物品を作成し、街
頭キャンペーンや講演会等で
広く県民に配布する。

○
毎年度3,000
部配布

3,000部 3,000部 3,000部 100.0% A

県民の自殺対策の重要性に
対する関心と理解をさらに深
めること、また、自殺の危機に
陥った場合には、誰かに援助
を求めることが適切であるとい
うことが、社会全体の共通認
識となることが必要なため、今
後も普及啓発をしていく。
特に、若年者の自殺者が減
少していないことから、若年
者層に対する自殺予防に関
する普及啓発や相談窓口の
周知に取り組んでいく必要が
ある。

自殺予防に関することや身近
な地域で相談できる窓口や
機関を掲載したリーフレットを
作成し、各地域で開催される
自殺対策街頭キャンペーン
や講演会等で配布し、周知
のさらなる強化を図る。

精神保健福祉センター

②　関係機関の連携による包括相談会の実施

相談会開催　４回／年 ○ ４回 4回 4回 4回 100.0% A

全ての保健福祉事務所・セン
ター管内（８箇所）で実施

○ ８箇所 3箇所 5箇所 5箇所 100.0% A

相談会開催　４回／年 ○ ４回 4回 4回 4回 100.0% A

全ての保健福祉事務所・セン
ター管内（８箇所）で実施

○ ８箇所 3箇所 5箇所 5箇所 100.0% A

③　子どもに関わる相談窓口の整備

141　「子ども・家庭110番」
「児童相談所全国共通ダ
イヤル」の設置【再掲】

子どもや家庭について相談を受け付けるとと
もに、児童虐待相談（通告）を24 時間365日
いつでも対応できるようにすることによって、育
児不安の解消、虐待の早期発見、早期対応
を図ります。

・子ども家庭110番（毎日９時～20時）相談受
付件数　1,634件
・児童相談所虐待対応ダイヤル（24時間365
日） 916件

「子ども・家庭110番」、「全国児
童相談所共通ダイヤル」で電話
相談対応を行う。
　子ども・家庭110番　毎日９時
～20時
　全国児童相談所共通ダイヤ
ル　24時間365日

○
電話相談対
応365日

365日 365日 365日 100.0% A
・年度により相談件数の増減
はあるが、相談しやすい仕組
みのためには、複数の相談
窓口を設置することが必要で
ある。

・子どもや家庭について電話
相談を受け付けるとともに、児
童虐待相談（通告）を24時間
365日受け付ける。

子ども家庭課

142　「人権・子どもホットラ
イン」の設置【再掲】

いじめや体罰、虐待等の人権侵害から子ども
を守ることを目的に、子ども専用の電話相談を
受け付けます。

・「人権・子どもホットライン」（毎日９時～21
時）相談受付件数　139件

子ども専用の電話相談「人権・
子どもホットライン」で、相談対
応を行う。毎日９時～20時に電
話による相談を受け付け、相談
しやすい体制を図る。

○
電話相談対
応365日

365日 365日 365日 100.0% A
・年度により相談件数の増減
はあるが、相談しやすい仕組
みのためには、複数の相談
窓口を設置することが必要で
ある。

・いじめや体罰、虐待等の人
権侵害から子どもを守ることを
目的に、子ども専用の電話相
談を受け付ける。

子ども家庭課

140　暮らしとこころの相談
会【再掲】

県は、法律専門家をはじめ、各職種の専門家
が一堂に会し、相談を受ける「暮らしとこころの
相談会」に対して支援を行います。

包括相談会を各職種の専門家が一堂に会
し、相談を受ける「こころとくらしの相談会」を
精神保健福祉センター主催で２回実施。
※包括的な相談会として、４回のうち神奈川
弁護士会主催（神奈川県地域自殺対策強
化交付金事業補助金）にて２回実施。

健康問題や経済問題等、複
数の分野にまたがる相談内
容で問題が明確でない方へ
の相談窓口を整備することが
必要。
複数の分野にまたがる相談
に対して、多職種の専門家が
ワンストップで相談を受ける体
制づくりを継続していくことが
必要。

継続して神奈川県弁護士会
に補助をし、相談会の実施を
支援する。

精神保健福祉センター

139　包括相談会の開催
【再掲】

複数の分野にまたがる相談内容に保健、福
祉、司法、医療等の専門家がワンストップで相
談を受ける「包括相談会」を継続的に実施しま
す。

包括相談会を各職種の専門家が一堂に会
し、相談を受ける「こころとくらしの相談会」を
精神保健福祉センター主催で２回実施。
※包括的な相談会として、４回のうち神奈川
弁護士会主催（神奈川県地域自殺対策強
化交付金事業補助金）にて２回実施。

健康問題や経済問題等、複
数の分野にまたがる相談内
容で問題が明確でない方へ
の相談窓口を整備することが
必要。
複数の分野にまたがる相談
に対して、多職種の専門家が
ワンストップで相談を受ける体
制づくりを継続していくことが
必要。

継続して神奈川県弁護士会
に補助をし、相談会の実施を
支援する。

精神保健福祉センター
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

143　支援を要する児童へ
のメンタルフレンドの派遣
【再掲】

ひきこもり・不登校等の児童の社会適応を援
助するため、児童の兄・姉世代に相当する世
代を中心としたメンタルフレンドを、支援を要
する児童の家庭に派遣し、児童との交流を図
る取組みを進めます。

・メンタルフレンド登録数　18名
・メンタルフレンドの派遣回数　48回

児童相談所が支援を行ってい
る不登校児童及び情緒障害児
童等のうち、児童相談所長が
適当と認めた子どもの家庭等
にメンタルフレンドを派遣する。

○

毎年度、メン
タルフレンド
を派遣する延
べ回数　86回

86回 48回 86回 55.8% C
・メンタルフレンドの登録数及
び派遣数は、昨年度に比べ
減少している。
・メンタルフレンドの事業の普
及、広報について、継続して
取り組む必要がある。

・引き続き、児童相談所が適
当と認めた子どもに対してメ
ンタルフレンドを派遣し、子ど
もの健全育成を支援する

子ども家庭課

④　障がい者に関わる相談窓口の整備

発達障害支援センター利用者
数　1,200／年

○
利用者数
1,200／年

　1,200人 1,507人 1,200人 125.6% A

発達障害者地域支援マネー
ジャー利用件数　180件／年

○
利用件数
180件／年

156件 281件 180件 156.1% A

145　高次脳機能障害巡
回相談の実施

高次脳機能障害支援拠点機関である神奈川
県総合リハビリテーションセンターのスタッフが
地域の相談支援事業所へ出向き、高次脳機
能障害者や家族に対して専門相談を行いま
す。

藤沢、大和、小田原、相模原、伊勢原、当事
者団体の６か所（計46件）の当事者家族会
等へ参加し、専門相談を行った。

巡回相談件数　45件／年 ○ 　45件／年 41件 46件 45件 102.2% A

・高次脳機能障害者はその
障がい特性ゆえに、自身の
ニーズの言語化の難しさや、
受傷前と受傷後との自己の
能力の違いを感じることによ
る不全感、障がいを受け入れ
ることへの内在的な揺れ等を
抱えていると考えられる。ご本
人の内面を理解し寄り添うに
は、丁寧な支援と長期的視座
が必要であり、さらに当事者
を支える家族や地域の支援
者へのサポートも不可欠であ
る。
・住み慣れた地域での支援の
充実が図られるよう、高次脳
機能障害者の生活全体を俯
瞰した支援プログラムの実践
に向け、有効性や効果の検
証を今後も重ねる必要があ
る。

・令和元年度と同様に、地域
での当事者会・家族会6か所
（毎月5回及び適時）への参
加と専門相談を実施する。
・相談支援専門員による地域
の社会資源の情報提供や、
家族会によるピアサポート機
能に、拠点機関の相談支援
コーディネーターによる専門
的な視点も加え、より実践的
な支援の拡充につなげてい
く。

障害福祉課

５つの障害保
健福祉圏域
において、相
談支援のネッ
トワーク形成
等に取り組む

5圏域 5圏域 5圏域 100.0% A

協議会を年２
回以上開催

2回 1.8回 2回 90.0% B

事例検討会
を年４回以上
開催

4回 4.2回 4回 105.0% A

当該事業受託者は、とりわけ
以下の３課題について圏域
市町村、相談支援児事業
所、障害福祉サービス事業所
間で情報を共有するととも
に、共有する課題についての
対応策を検討する必要があ
る。
・相談支援体制の構築(基幹
相談支援センター設置促進
を含む。)
・地域生活支援拠点の構築
・新型コロナウイルス感染症
の拡大防止に向けた取組

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に向けた取組を最
重要課題と位置付けつつ、感
染予防に十分配慮しながら
圏域協議会、事例検討会、
ネットワーク形成等の取組を
引き続き行っていく。

障害福祉課
146　障がい福祉相談支
援体制の整備促進

障がい保健福祉圏域に圏域自立支援協議会
を設置し、圏域ごとに年２回以上開催します。
また、第４期障がい福祉計画に基づき、相談
支援専門員、市町村職員の人材養成支援を
実施します。
相談支援ネットワーク形成支援及び相談支援
に携わる人材養成支援として、市町村職員及
び相談支援専門員等を対象に事例検討会を
各圏域で年４回以上実施します。

５障害保健福祉圏域において、圏域協議会
平均1.8回、事例検討会を平均4.2回、３つ
以上のネットワーク形成を実施した。また、重
層的な相談支援体制構築に向けて、相談支
援従事者初任者研修において、所管地域
の受講者グループの演習講師を担当した。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止に向けた県の基本方針に基づき、年度末
に圏域協議会の開催を中止した圏域があっ
た。

相談支援等ネットワーク形成事
業により、各障害保健福祉圏
域（政令市を除く）に本事業を
社会福祉法人等に委託し、各
障害保健福祉圏域の地域性に
合わせた重層的な相談支援体
制の整備を進める。

○

144　発達障害支援体制
の推進（発達障害支援セ
ンターにおける相談の実
施）

発達障害に関する各種相談への対応や、観
察・発達検査等に基づいた相談面接による就
労支援・発達支援を行います。
発達障害児者のライフステージに対応する一
貫した支援体制の整備を図り、福祉、保健、
医療、教育、労働、民間支援団体等と連携し
て発達障害児者及びその家族を支援します。
発達障害支援センターかながわＡ(エース)に
よるこれらの取組みのほか、各地域における
支援体制の確立に向けて、発達障害者地域
支援マネージャーを配置し、市町村・事業所
等支援、医療機関との連携や困難ケースへの
対応等を実施します。

発達障がいに関する各種相談について、新
規相談として1,507件、個別面接として288件
の相談対応を行った。
発達障害者地域支援マネージャーによる活
動は、地域巡回を449件、個別ケースにかか
る支援を429件実施した。個別ケースにかか
る機関支援のうち、訪問や来所等による支
援は281件実施した。

発達障害者地域支援マネ
ジャー活動を通じて、発達障
がいに関わる相談数の増加
が報告されている。また、地
域の相談機関からは専門的
な見立てや助言を求められて
いるなど、発達障がいについ
て高い専門性を持った支援
を望む声が多く挙げられてい
る。

発達障害支援センターかな
がわA（エース）は、支援者養
成のために開催している研修
を継続実施し、地域の支援者
のスキルアップを目指すほ
か、支援機関を支えていくた
めに、試行中のアウトリーチ
支援を更に進め、地域の支
援者へのOJTの機会充実を
図る。
発達障害者地域支援マネ
ジャー活動を通じて、新型コ
ロナ禍における発達障がい
者支援の在り方について検
討する。

障害福祉課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

⑤　ひとり親家庭相談窓口の整備

147　かながわひとり親家
庭相談ダイヤルの開設

平日夜間や土日に相談できる電話相談窓口
を開設し、離婚に伴う様々な悩みや仕事、子
育て、教育費等の生活上の不安、困りごとに
ついて、相談員が相談者との対話を通じて、
多岐にわたり、かつ複合的な課題を整理し、
必要に応じて支援制度や専門窓口を案内し
ます。

「LINE」を活用した相談事業の導入に向け、
平成31年２月に試行を行い、令和元年10月
１日から「ひとり親家庭相談LINE」を実施。
試行時、19日間　相談受付件数　341件
令和元年度、101日間　相談受付件数
1115件

相談内容の正確な把握に複
数回のやり取りを行うため、電
話相談と比較すると時間がか
かる。

相談内容の正確な把握のた
め、必要に応じ通話での相談
対応を行っていく。

子ども家庭課

⑥　その他の相談窓口の整備

148　配偶者等暴力相談

配偶者暴力防止法に基づく配偶者暴力相談
支援センター（ＤＶセンター）において、ＤＶ相
談、多言語相談等を実施することにより、被害
者が必要な支援を受けるための情報提供等
を行います。また、相談の結果、必要に応じて
専門家による法律相談及び精神保健相談を
行います。

配偶者暴力相談支援センター（DVセン
ター）において、年間5,698件のDV相談を受
け付けるとともに、法律相談及び精神保健
相談を行い、総合的支援を行った。

相談窓口の認知度を上げる
ため、周知活動を強化する必
要がある。

県広報媒体やインターネット
の活用等により、意識啓発や
相談窓口周知の強化を図る。

人権男女共同参画課

（２）　経済的問題、法的問題に対する相談支援の充実

①　多重債務者に対する相談窓口体制の充実

149　多重債務者相談の
周知及び多重債務防止の
ための普及啓発

相談窓口の周知により、現に多重債務状態に
陥っている人等に、できるだけ早い段階で相
談窓口を案内し救済と生活再建支援につな
げるとともに、関係機関や団体と連携して新た
な多重債務者の発生を予防します。

県内の多重債務相談窓口を案内するリーフ
レットを4,000部作成、配布した。

多重債務相談窓口を案内する
リーフレットを4,000部作成、配
布する。

○
リーフレット
作成・配布
4,000部

4,000部 4,000部 4,000部 100.0% A
幅広く相談窓口の周知が図
れるようリーフレットの配布先
を適宜検討する必要がある。

リーフレットを作成・配架する
取組みを継続する。

消費生活課

150　多重債務者等生活
再建支援相談の実施

多重債務や住宅ローンの返済等に悩む方の
生活の立て直しを図るため、生活再建支援相
談に精通した団体への委託により相談や研修
を実施します。

委託した団体「生活クラブ生活協同組合」と
連携して、電話相談だけではなく、きめ細か
な対応が可能な面談による相談窓口をかな
がわ中央消費生活センター内に設置し、多
重債務者の救済と生活再建に向けた支援に
加え、住宅ローンの返済等に悩む方の生活
再建にまで踏み込んだ相談を実施した。

生活困窮者自立支援法によ
り家計改善支援事業の実施
が各自治体の努力義務とな
り、家計相談の役割分担を踏
まえ、消費生活行政として実
施する多重債務者対策事業
の在り方が課題となってい
る。

生活困窮者自立支援法に基
づく事業の実施等関連する
事業との役割分担を踏まえつ
つ、多重債務で悩む方からの
相談に対応できる相談体制
の在り方を検討、実施してい
く。

消費生活課

②　多様な法律相談等法的問題解決のための情報提供の充実

相談会開催　４回／年 ○ ４回 4回 4回 4回 100.0% A
健康問題や経済問題等、複
数の分野にまたがる相談内
容で問題が明確でない方へ
の相談窓口を整備することが
必要。

全ての保健福祉事務所・セン
ター管内（８箇所）で実施

○ ８箇所 3箇所 5箇所 5箇所 100.0% A
複数の分野にまたがる相談
に対して、多職種の専門家が
ワンストップで相談を受ける体
制づくりを継続していくことが
必要。

相談会開催　４回／年 ○ ４回 4回 4回 4回 100.0% A
健康問題や経済問題等、複
数の分野にまたがる相談内
容で問題が明確でない方へ
の相談窓口を整備することが
必要。

全ての保健福祉事務所・セン
ター管内（８箇所）で実施

○ ８箇所 3箇所 5箇所 5箇所 100.0% A
複数の分野にまたがる相談
に対して、多職種の専門家が
ワンストップで相談を受ける体
制づくりを継続していくことが
必要。

（H30年度末に当初計画時掲載の事業が終了したため、後継の関連事業を掲載）

配偶者暴力相談支援センター（ＤＶセンター）において、女性相談員によるＤＶ相談を実施し、暴力被
害者等への適切な支援が図られた。

152　暮らしとこころの相談
会【再掲】

県は、法律専門家をはじめ、各職種の専門家
が一堂に会し、相談を受ける「暮らしとこころの
相談会」に対して支援を行います。

包括相談会を各職種の専門家が一堂に会
し、相談を受ける「こころとくらしの相談会」を
精神保健福祉センター主催で２回実施。
※包括的な相談会として、４回のうち神奈川
弁護士会主催（神奈川県地域自殺対策強
化交付金事業補助金）にて２回実施。

継続して神奈川県弁護士会
に補助をし、相談会の実施を
支援する。

精神保健福祉センター

151　包括相談会の開催
【再掲】

複数の分野にまたがる相談内容に保健、福
祉、司法、医療等の専門家がワンストップで相
談を受ける「包括相談会」を継続的に実施しま
す。

包括相談会を各職種の専門家が一堂に会
し、相談を受ける「こころとくらしの相談会」を
精神保健福祉センター主催で２回実施。
※包括的な相談会として、４回のうち神奈川
弁護士会主催（神奈川県地域自殺対策強
化交付金事業補助金）にて２回実施。

継続して神奈川県弁護士会
に補助をし、相談会の実施を
支援する。

精神保健福祉センター

取組みにより、多重債務者対策の強化を図り、借金に悩む方への生活再建のための相談対応を実施
した。
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構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

153　配偶者等暴力相談
【再掲】

配偶者暴力防止法に基づく配偶者暴力相談
支援センター（ＤＶセンター）において、ＤＶ相
談、多言語相談等を実施することにより、被害
者が必要な支援を受けるための情報提供等
を行います。また、相談の結果、必要に応じて
専門家による法律相談及び精神保健相談を
行います。

配偶者暴力相談支援センター（DVセン
ター）において、年間5,698件のDV相談を受
け付けるとともに、法律相談及び精神保健
相談を行い、総合的支援を行った。

相談窓口の認知度を上げる
ため、周知活動を強化する必
要がある。

県広報媒体やインターネット
の活用等により、意識啓発や
相談窓口周知の強化を図る。

人権男女共同参画課

（３）　自殺多発地域等における対策の充実

①　自殺多発地域や鉄道駅等における安全確保対策の促進

連絡会議を１
回開催

1回 1回 1回 100.0% A

研修会１回を
開催

1回 1回 1回 100.0% A

巡回パトロー
ル年24日実
施

24日 24日 24日 100.0% A

155　ホームドアの設置促
進

鉄道駅における転落防止等のため、鉄道事
業者が行うホームドアの設置に補助を行い、
設置促進を図ります。

横浜駅（JR京浜東北線）、横浜駅、上大岡
駅、京急川崎駅（京急本線）、青葉台駅、中
央林間駅（東急田園都市線）、関内駅（JR根
岸線）、二俣川駅（相鉄本線）の８駅に対し
て補助。

国に対して、鉄道事業者が行
うホームドア設置事業の促進
について、確実な予算措置
が講じられるよう、要望すると
ともに、県としても、引き続き
ホームドアの設置促進に取り
組んでいく。

引き続き、鉄道事業者が行う
ホームドア設置に補助を行
い、設置促進に努めていく。

交通企画課

②　自殺多発地域における効果的な取組みのあり方の検討

連絡会議を１
回開催

1回 1回 1回 100.0% A

研修会１回を
開催

1回 1回 1回 100.0% A

巡回パトロー
ル年24日実
施

24日 24日 24日 100.0% A

（４）　インターネット上の自殺関連情報対策の推進

①　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速、適切な対応の実施

157　インターネット上の自
殺予告事案への必要な措
置

インターネット上における自殺予告事案を認
知し、緊急に対処する必要がある場合には、
人命保護の観点から、通信事業者等の協力
を得て発信者を特定し、住所地を管轄する警
察において人命救助等の措置をとります。

インターネット上における自殺予告事案を認
知した際には、プロバイダ等の協力を得て、
他都道府県警察と連携をとり、自殺予告者
の安否確認を実施した。

書き込み内容が、刑法第37
条に規定される「緊急避難」
の要件を満たさないと認めら
れた場合には、プロバイダ等
から発信者の情報を得ること
が困難な場合がある。

引き続き、プロバイダ等の協
力を得て、他都道府県警察と
連携をとり、自殺予告者の安
否確認を実施するなど、迅
速・適切な対応に努める。

人身安全対策課
サイバー犯罪捜査課

配偶者暴力相談支援センター（ＤＶセンター）において、女性相談員によるＤＶ相談を実施し、暴力被
害者等への適切な支援が図られた。

京急川崎駅（京急本線）は、年度内に完成させることができず、繰越となった。

他都道府県警察と連携をとり、自殺予告者の安否確認を実施するなど、迅速・適切な対応に努めた。

引き続き、ネットワーク体制を
推進し、相互の連携を図りな
がら自殺者数を減少させてい
く。

保健福祉事務所

ハイリスク地の自殺者数を、
いかに減少させ、イメージを
払拭させていくかという点が
課題である。

引き続き、ネットワーク体制を
推進し、相互の連携を図りな
がら自殺者数を減少させてい
く。

保健福祉事務所

156　地域自殺対策ハイリ
スク地ネットワーク会議
【再掲】

自殺多発地域周辺の保健福祉事務所におけ
る、周辺地域の市町村、関係機関との連絡会
議の開催、関係機関・団体への支援者研修
の開催を行い、自殺多発地域周辺の自殺予
防に取り組んでいきます。

ハイリスク地ネットワーク体制を推進し、検討
会議の開催や実践的な未遂者支援対応の
研修会の実施、普及啓発ポスター作成等、
自殺未遂者対策や相談支援体制を整備す
ることができた。
・研修会：１回　30人参加
・地域連絡会議：１回　19人参加
・ハイリスク地ネットワーク会議：１回　30人参
加
・ハイリスク地の巡回活動：月２回
・強化月間の夜間パトロール：年２回
・啓発ポスター作成：250枚（関係機関及び
神奈中バスに掲示）

周辺地域の市町村、関係機関
との連絡会議１回、研修会１回
を開催し、巡回パトロールを月
２回継続実施する。

○

ハイリスク地の自殺者数を、
いかに減少させ、イメージを
払拭させていくかという点が
課題である。

154　地域自殺対策ハイリ
スク地ネットワーク会議

自殺多発地域における、定期的な巡回パト
ロールの実施、地域周辺の安全確保に取り組
みます。

ハイリスク地ネットワーク体制を推進し、検討
会議の開催や実践的な未遂者支援対応の
研修会の実施、普及啓発ポスター作成等、
自殺未遂者対策や相談支援体制を整備す
ることができた。
・研修会：１回　30人参加
・地域連絡会議：１回　19人参加
・ハイリスク地ネットワーク会議：１回　30人参
加
・ハイリスク地の巡回活動：月２回
・強化月間の夜間パトロール：年２回
・啓発ポスター作成：250枚（関係機関及び
神奈中バスに掲示）

周辺地域の市町村、関係機関
との連絡会議１回、研修会１回
を開催し、巡回パトロールを月
２回継続実施する。

○
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（５）　介護者への支援の充実

①　地域包括支援センター等と地域関係機関との協力体制の充実

158　地域包括支援セン
ターによる総合相談と包
括的な支援の実施

地域包括支援センターは、高齢者に対するワ
ンストップサービスの拠点として高齢者や家族
に対して包括的・継続的な支援を行うため、
総合相談支援や介護予防ケアマネジメント、
権利擁護事業や包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援事業を行います。

（事業費は地域支援事業に係る県負担金の
うち、地域包括支援センターの運営及び任
意事業の合計額。県負担金は地域包括支
援センターの運営と任意事業を合算した額
に県負担率を乗じて算定しており、地域包
括支援センター運営分のみの算定はできな
い。）
市町村による、地域包括支援センターでの
総合相談支援や介護予防ケアマネジメント、
権利擁護事業や包括的・継続的ケアマネジ
メント支援事業の費用の一部を負担した。

地域包括支援センターの設置
数（ブランチ・サブセンターを含
む）平成32年度までに381箇所
（高齢福祉課計画による）

○
平成32年度
までに381箇
所

371箇所 379箇所 381箇所 99.5% B
市町村による地域の実情に
応じた多様なサービスを可能
にするため、実施主体である
市町村への支援が重要であ
る。

引き続き、市町村への支援を
継続していく。

高齢福祉課

159　地域包括支援セン
ターを中心としたネット
ワークの構築

地域包括支援センターは、地域における見守
り、保健・医療・福祉、権利擁護等についての
関係機関や団体、ボランティア等の様々な活
動との連携を図り、ネットワークの構築に取り
組みます。
県は、県全体及び保健福祉事務所等圏域単
位で多機関による「地域包括ケア会議」を開
催し、地域包括ケアシステムの構築や医療と
介護の連携について、広域的な課題の抽出
やその対応等の検討を行い、市町村を支援し
ます。

・地域ケア会議の開催回数　  1,973回
・専門職等派遣事業派遣人数　 96人

地域ケア会議及び地域包括ケ
ア会議の開催回数　平成32年
度までに2,616回（高齢福祉課
計画による）

○
平成32年度
までに2,616
回／年

2,469回 1,973回 2,586回 76.3% B

・2月以降は新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため地域
包括支援センターや市町村
での地域ケア会議が中止さ
れたことや、地域ケア会議の
機能を見直して開催回数を
減らした市町村があったこと
から、目標値を下回った。
・地域ケア会議の機能の進化
や、地域ケア会議で検討され
た内容を地域展開させていく
必要がある。

・専門職派遣事業を通して、
地域ケア会議を支援していく.

高齢福祉課

②　家族介護支援等のための取組みの推進

160　家族介護支援事業

市町村では、地域の実情に応じて、要介護高
齢者を介護する家族等に対し、適切な介護知
識や技術の習得を図る「家族介護教室」の開
催や、介護する家族へのヘルスチェックや健
康相談、介護者同士の交流会の開催等を行
う「家族介護継続支援事業」の実施により、家
族の身体的、精神的、経済的負担を軽減しま
す。

（事業費は地域支援事業に係る県負担金の
うち、地域包括支援センターの運営及び任
意事業（家族介護支援を含む）の合計額。
県負担金は地域包括支援センターの運営と
任意事業を合算した額に県負担率を乗じて
算定しており、家族介護支援事業分のみの
算定はできない。）
市町村による、「家族介護教室」の開催や、
介護する家族へのヘルスチェックや健康相
談、「家族介護継続支援事業」の費用の一
部を負担した。

家族介護支援事業は地域支
援事業の任意事業に位置付
けられており、今後、高齢化
の進展に伴い、当該事業の
重要性は更に高まることが予
測されるため、実施主体であ
る市町村への支援が重要で
ある。

引き続き、家族介護支援事業
を実施する市町村への支援
を継続していく。

高齢福祉課

161　「かながわ認知症
コールセンター」の運営
【再掲】

認知症介護の経験者等が、認知症の人や家
族等からの介護の悩みといった認知症全般に
関する相談を電話で受け、認知症医療、介護
の適切な関係機関へつなぐ「かながわ認知症
コールセンター」を設置し、精神面も含めた
様々な支援ができるよう、相談体制を充実しま
す。
また、地域で開催している家族のつどいの支
援、相談会等の取組みを行います。

「かながわ認知症コールセンター」を年間
155日開設し、認知症の人やその家族等か
らの電話相談を年間943件受け付け、介護
の悩み等認知症全般に対する相談を行っ
た。

「かながわ認知症コールセン
ター」で開設日（週３回）は休む
ことなく相談業務を行う。

○
毎年度約150
日

148日 155日 155日 100.0% A

　コールセンターへの相談件
数は年々増加傾向にあり、今
後もコールセンターを適切に
運営し、積極的に広報・周知
を行うことで、必要とする人が
サービスを利用できるよう、相
談体制の充実を図る必要が
ある。

　ホームページやリーフレット
等を活用し、コールセンター
の広報・周知を図る。また、
コールセンターを週３回開設
し、認知症の人やその家族等
に対する電話相談を着実に
実施する。

高齢福祉課

（６）　マスメディアへの働きかけ

①　報道機関への「マスメディアのための手引き」の周知

162　こころといのちのサ
ポート事業

自殺対策に係る情報共有、協議及び連携の
ために、様々な関係機関や民間団体、行政
機関で構成された「かながわ自殺対策会議」
の連携を通じ、報道機関に必要な情報を提供
していきます。

令和元年度は、様々な関係や民間団体、行
政機関で構成された「かながわ自殺対策会
議」を２回開催し、自殺対策にかかる必要な
情報共有を通じて連携を図ったほか、「かな
がわ自殺対策計画」の進行管理方法にかか
る協議を行い、今後の方向性を決定した。ま
た、地域部会を３回開催し、特に市町村自
殺対策計画の着実な運用に関する支援な
ど、市町村に対する適切な情報提供を行っ
た。

自殺対策を多角的に検討し、
総合的に推進するため、様々
な関係機関や民間機関、行政
機関で構成された会議を毎年
度２回開催し、必要な情報共有
を図る。

○

計26機関で
構成される
「かながわ自
殺対策会議」
を２回開催

２回 2回 2回 100.0% A

新型コロナウイルス感染症の
影響に伴う自殺リスクの高まり
に向き合っていくとともに、
「かながわ自殺対策計画」の
推進体制として、計画が掲げ
る全体目標の達成に向け、各
構成機関がいかに実践的に
取り組んでいけるかという点
が重要である。

新型コロナウイルス感染症の
影響を鑑み、より一層自殺対
策に係る情報共有、協議を通
じて、「かながわ自殺対策会
議」の取組みをさらに充実さ
せるとともに、連携を深めてい
く。

がん・疾病対策課

市町村が実施する家族介護支援事業に要する費用の一部について、地域支援事業交付金として市
町村に交付した。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（７）　制度等の見直し

①　自殺の要因となる制度等についての問題提起等

163　こころといのちのサ
ポート事業【再掲】

自殺対策に係る情報共有、協議等のために、
様々な関係機関や民間団体、行政機関で構
成された「かながわ自殺対策会議」を開催し、
自殺の要因となる制度等について、必要に応
じて問題提起を行い、検討及び提言を行いま
す。

令和元年度は、様々な関係や民間団体、行
政機関で構成された「かながわ自殺対策会
議」を２回開催し、自殺対策にかかる必要な
情報共有を通じて連携を図ったほか、「かな
がわ自殺対策計画」の進行管理方法にかか
る協議を行い、今後の方向性を決定した。ま
た、地域部会を３回開催し、特に市町村自
殺対策計画の着実な運用に関する支援な
ど、市町村に対する適切な情報提供を行っ
た。

自殺対策を多角的に検討し、
総合的に推進するため、様々
な関係機関や民間機関、行政
機関で構成された会議を毎年
度２回開催し、必要な情報共有
を図る。

○

計26機関で
構成される
「かながわ自
殺対策会議」
を２回開催

２回 2回 2回 100.0% A

新型コロナウイルス感染症の
影響に伴う自殺リスクの高まり
に向き合っていくとともに、
「かながわ自殺対策計画」の
推進体制として、計画が掲げ
る全体目標の達成に向け、各
構成機関がいかに実践的に
取り組んでいけるかという点
が重要である。

新型コロナウイルス感染症の
影響を鑑み、より一層自殺対
策に係る情報共有、協議を通
じて、「かながわ自殺対策会
議」の取組みをさらに充実さ
せるとともに、連携を深めてい
く。

がん・疾病対策課
精神保健福祉センター

10　自殺未遂者支援を進める

（１）　救急医と精神科医との連携

①　救急搬送された自殺未遂者の再企図防止に向けた救急医と精神科医の連携体制整備

164　自殺対策検討会の
実施

保健福祉事務所・センターにおいて、各地域
の一般医療機関と精神科医療機関の連携に
ついて、地域の実情に応じ、会議や研修を通
じて課題の検討に取り組みます。

各地域において、地域の実情に応じた会議
や研修会を開催し、課題の検討に取り組む
ことにより、地域の連携を深めた。
・平塚保健福祉事務所：３回　計47名参加
・鎌倉保健福祉事務所：３回　計118名参加
・小田原保健福祉事務所：１回※新型コロナ
ウイルス感染症の影響により書面開催
・平塚保健福祉事務所秦野センター：１回
34名参加
・厚木保健福祉事務所大和センター：３回
60名参加
・小田原保健福祉事務所足柄上センター：３
回　47名参加
・鎌倉保健福祉事務所三崎センター：三浦
市の自殺対策計画に係る会議、市主催会議
へ随時出席

各保健福祉事務所・センター単
位で、自殺対策に資する検討
会を実施（厚木保健福祉事務
所はハイリスク地ネットワーク
会議を別途実施のため、対象
から除く）

○

保健福祉事
務所・セン
ター（厚木除
く）計７箇所
すべてで毎
年度検討会
を開催

7箇所 7箇所 7箇所 100.0% A

新型コロナウイルス感染症の
影響により、事業によっては
新しい実施方法等を検討す
る必要があるほか、地域にお
ける精神保健福祉に関わる
諸課題の複雑・困難化に伴
い、保健福祉事務所・セン
ターの求められる業務が増大
している中で、いかに自殺対
策の取組みを進めていけるか
という点が、全地域共通の課
題である。

新型コロナウイルス感染症の
影響を見ながら臨機応変に
対応していく中で、引き続き、
各地域において、地域の実
情に応じた会議や研修会を
開催し、課題の検討に取り組
むことにより地域連携を深め、
効率的効果的に自殺対策を
進めていく。

保健福祉事務所・センター

165　自殺未遂者支援事
業

救命救急センター等に社会福祉士等の専門
職を配置し、病院に搬送された精神的な問題
を抱えた自殺未遂者及び家族に対して、関係
機関と連携した支援を行います。

県内にある救命救急センター（東海大学医
学部付属病院）に相談専門職（社会福祉
士）を配置し、搬送された自殺未遂者に対し
て面接相談、地域の関係機関との連携を図
り、連絡調整会議・ケース検討会の開催、自
殺未遂者への退院後のフォローを行う等、
医療機関、警察、救急隊、行政機関と連携
した支援体制の構築を進めた。
・支援実施件数　176件
・連絡会議実施回数　３回
・電話フォロー率　48.3％（113人）

自殺再企図防止のため、東海
大学医学部付属病院に救急搬
送された未遂者への退院後
フォローとして、退院１ｶ月後に
電話フォローを行い、希死念慮
の有無について再確認する。

○
電話フォロー
率50％以上

32.3% 48.3% 50.0% 96.6% B

自殺未遂の起こるケースは
様々で、継続的なフォローが
必要な方に適切な支援が届
くよう、地域につなげる必要が
あることから、全県展開にお
いても地域の関係機関との連
携強化がより一層求められ
る。

事業フローをもとに、本事業
における様々なケース等を通
じて、東海大学医学部付属
病院と保健所の役割を振り返
り、継続的な支援が必要な方
を最終的に地域につなげるこ
とを見据えて課題等を検証
し、地域の医療機関（クリニッ
ク等）や施設を含めた地域の
関係機関との包括的な支援
体制の構築を進めていく。

がん・疾病対策課

（２）　精神科救急医療体制の充実

①　症状に応じた迅速で適切な医療が身近な場所で受けられる体制の充実

166　精神科救急医療体
制整備事業【再掲】

精神症状が急激に悪化した方が、24 時間
365 日、適切な精神科医療につながるように
精神科救急医療体制を整備します。

・精神保健福祉法第22条～27条に基づく申
請・通報件数は2,188件であり、うち1,194件
が措置診察へつながった。
・精神科救急医療相談窓口への相談件数
は8,928件であり、うち464件において受診・
入院のための医療機関を紹介した。
・湘南鎌倉総合病院における精神科特例病
床について、医療課と連携し、整備した。

全県域に対応可能な身体合併
症の受入体制を構築するた
め、精神科救急・身体合併症対
応施設数について、平成29年
度時点で６施設指定していた
が、平成35年度までに新たに１
施設指定し、合計７施設とす
る。（医療計画において平成35
年度までの目標として設定）

○

横須賀・三浦
地域を含む
広域の身体
合併症対応
施設１施設を
整備する。

6施設 6施設 6施設 100.0% A
・調整は行っているものの、
依然として、横須賀・三浦地
域を含む広域の身体合併症
対応施設１施設を整備できて
いない。

・横須賀・三浦地域を含む広
域の身体合併症対応施設１
施設の整備に向け、調整を
進めていく。

がん・疾病対策課
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（３）　自殺未遂者のケア等の研修

①　精神科医療従事者等への自殺未遂者支援研修の実施

167　自殺未遂者支援研
修の実施

精神科医療機関等の関係機関や行政機関の
職員を対象に、精神疾患を抱える方への支援
や、自殺未遂者についての基本的な知識と
対応方法を学び、各機関で実施できる支援に
ついて考える機会とすることを目的に、研修会
を開催します。

自殺対策基礎研修２（自殺未遂者支援研
修）　参加者88名。救急告示病院及び精神
科病院職員、警察署職員、消防署職員、県
所管域市町村職員、保健福祉事務所・セン
ター職員、教職員等の幅広い職種の支援者
が参加した。

研修参加者累計　400人 ○
研修参加者
80人×5年＝
累計400人

0人 172人 160人 107.5% A

救急告示病院及び精神科病
院職員、警察署職員、消防
署職員、県所管域市町村職
員、保健福祉事務所・セン
ター職員、教育関係機関職
員、教職員、児童相談所職
員、女性相談所職員等、自
殺未遂者の支援に関わる方
や関わる可能性のある方を対
象に自殺未遂者支援につい
ての基本的な知識や対応方
法等の理解を深めるための
機会が必要である。

救急告示病院及び精神科病
院職員、警察署職員、消防
署職員、県所管域市町村職
員、保健福祉事務所・セン
ター職員、教育関係機関職
員、教職員、児童相談所職
員、女性相談所職員等、自
殺未遂者の支援に関わる方
や関わる可能性のある方を対
象にを対象に、精神疾患を抱
える方への支援や、自殺未
遂者についての基本的な知
識と対応方法を学び、各機関
で実施できる支援について
考える機会とすることを目的
に、研修会を開催する。

精神保健福祉センター

（４）　自殺未遂者の相談支援体制の充実

①　自殺未遂者に関わる職員への研修の実施

168　自殺未遂者支援研
修の実施【再掲】

行政機関や関係機関の職員等の支援者を対
象に、精神疾患を抱える方への支援や、自殺
未遂者についての基本的な知識と対応方法
や各機関が実施できる支援について考える機
会とすることを目的に、研修会を開催します。

自殺対策基礎研修２（自殺未遂者支援研
修）　参加者88名。救急告示病院及び精神
科病院職員、警察署職員、消防署職員、県
所管域市町村職員、保健福祉事務所・セン
ター職員、教職員等の幅広い職種の支援者
が参加した。

研修参加者累計　400人 ○
研修参加者
80人×5年＝
累計400人

0人 172人 160人 107.5% A

救急告示病院及び精神科病
院職員、警察署職員、消防
署職員、県所管域市町村職
員、保健福祉事務所・セン
ター職員、教育関係機関職
員、教職員、児童相談所職
員、女性相談所職員等、自
殺未遂者の支援に関わる方
や関わる可能性のある方を対
象に自殺未遂者支援につい
ての基本的な知識や対応方
法等の理解を深めるための
機会が必要である。

救急告示病院及び精神科病
院職員、警察署職員、消防
署職員、県所管域市町村職
員、保健福祉事務所・セン
ター職員、教育関係機関職
員、教職員、児童相談所職
員、女性相談所職員等、自
殺未遂者の支援に関わる方
や関わる可能性のある方を対
象にを対象に、精神疾患を抱
える方への支援や、自殺未
遂者についての基本的な知
識と対応方法を学び、各機関
で実施できる支援について
考える機会とすることを目的
に、研修会を開催する。

精神保健福祉センター

②　身近な人の見守りを支援し、継続的な支援を行う地域ネットワーク体制の整備

169　精神保健福祉普及
相談事業【再掲】

保健福祉事務所・センターにおいて、統合失
調症、アルコール依存症、薬物依存症等の精
神疾患を抱える方への支援として、関係機関
との連携を強化し、電話や来所による相談支
援や、訪問支援等に取り組みます。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター

170　ベッドサイド法律相
談

県は、法律専門家である司法書士が入院先
に赴き、自殺未遂による救急搬送先の医療機
関の理解を得て、未遂者本人及び家族等の
相談を実施する「ベッドサイド法律相談」に対
して支援を行います。

２次保健医療圏４圏域の協力医療機関で実
施。（相談6件、事業説明５件）

２次保健医療圏９圏域すべて
の協力医療機関で実施

○ ９圏域で実施 2圏域 4圏域 4圏域 100.0% A

自殺に至る要因は様々な問
題が複合的に絡み合ってい
るといわれており、救急搬送
された自殺未遂者のうち、原
因が法律問題である場合に
は、早い段階から問題解決
へ向けて、入院中から法律専
門家による生活相談を行うこ
とが重要である。

法律専門家である司法書士
が入院先に赴き、自殺未遂
による救急搬送先の医療機
関の理解を得て、自殺未遂
者本人及び家族等の相談を
実施する「ベッドサイド法律相
談」に対して支援を行う。

精神保健福祉センター

相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

11　遺された人への支援を進める
2次保健医療圏９圏域の医療
機関で実施できるように周知
する。

（１）　遺族のための集いの機会の提供及び自助グループへの支援

①　遺族のための集いの開催や自助グループへの支援

171　自死遺族の集いの
開催

県内で自死遺族の集いを開催している市町
村や、全国自死遺族総合支援センター等の
民間団体との情報共有、連携を強化します。
大切な方を自死で亡くされた方が集いに参加
できる機会を提供し、より安定的、継続的な運
営に向けて取組みを進めます。

年6回開催
毎回参加者にアンケートを実施し、再度参
加を希望する者の割合は86％だった。感想
として「孤独感が減った」「前向きな気持ちに
なれた」「また参加したい」などの記載があっ
た。

再度参加を希望する者の割合
を90％

○
再度参加希
望90％

80.0% 86.0% 90.0% 95.6% B
同じ体験をした方同士が、安
心して相互に体験を語れる場
を安定的に継続的して提供
することが必要。

同じ体験をした方同士が、安
心して相互に体験を語れる場
を安定的に継続的に提供し
ていく。

精神保健福祉センター

（２）　遺族を対象とした相談体制の充実

①　遺族が相談しやすい相談支援体制の充実

172　自死遺族相談

「自死遺族電話相談」（毎週水曜日・木曜日
13 時30 分～16 時30 分）を専用回線で実施
します。また、必要な方には、「自死遺族面接
相談」（月曜日～金曜日 ９時～17 時※祝日
を除く）を実施し、より質の高い相談支援が提
供できるよう取り組みます。

自死遺族が心理的に孤立しないように、「自
死遺族電話相談」を2回、専用回線で実施
し、話を傾聴することで、相談者の思いに寄
り添っています。電話相談は、匿名性が保た
れており、相談者の話しやすい環境からつ
ながるつながるため、安心して思いを語れる
場の提供をしています。
自死遺族の持つ複雑な思いを周囲の人が
受け止めることはとても難しいため、必要な
方には、「自死遺族面接相談」を実施してい
ます。

自死遺族相談は、定期的に開
設することで、相談者が安心し
て相談できる場(電話相談・対
面相談）を提供することが目標
としているため、安定的な実施
体制を目標とする。

○
自死遺族電
話相談　週２
回

週2回 週2回 週2回 100.0% A

自死遺族は、自身の複雑な
思いを話すことができない場
合があるため、自死遺族が心
理的に孤立しないように、自
死遺族の思いを受け止める
電話相談を継続して実施し
必要に応じて自死遺族への
相談機関等の情報提供が必
要である。

継続実施 精神保健福祉センター

（３）　学校、職場での事後対応の促進

①　学校、職場での自殺や自殺未遂の発生直後の周囲に対する心理的ケアの提供

173　コンサルテーション
事業

精神保健福祉センターにおいて、保健福祉
事務所等関係機関における複雑困難な事例
の対応について、医師、福祉職、保健師を関
係機関等に派遣して必要な助言を行います。

県域の精神科病院内で発生した１件の自殺
事例について、コンサルテーション事業とし
て、精神科医師、福祉職を派遣し、病院職
員及び地域の関係職員の心理的ケアを行っ
た。
また、市町村が開催する自殺対策に関する
コーディネート会議における事例検討に、精
神科医、福祉職を派遣し、４件に対し必要な
助言を行った。

依頼を受け、実施する事業の
ため、積極的活用に向け周
知が必要である。

引き続き周知に努め、ニース
が発生後速やかに対応でき
るよう努める。

精神保健福祉センター

174　精神保健福祉普及
相談事業【再掲】

保健福祉事務所・センターにおいて、こころの
病気等について電話や来所による相談、訪問
支援等に取り組みます。

（精神保健福祉相談）
平成30年度：相談15,379件、訪問指導4,198
件（延件数）
令和元年度：相談15,963件、訪問指導4,218
件（延件数）
（その他）
集団指導、普及啓発活動の実施、及び地域
連携のための地域精神保健福祉連絡協議
会等を開催した。

入院している精神障害者が
退院後も医療中断することな
く地域生活に移行できるよう、
入院中から福祉職、保健師
等が病院訪問し、退院後も家
庭訪問等継続した支援を引
続き充実させる必要がある。

引き続き、訪問指導の強化と
精神科病院や地域の関係機
関との連携強化を図る。

保健福祉事務所・センター

175　公立学校への緊急
支援チームの派遣

県立学校及び県内市町村立学校（政令指定
都市を除く）からの要請に応じて、スクールカ
ウンセラースーパーバイザーや県教育委員会
指導主事等から構成される緊急支援チームを
派遣し、事案の収束に向けての各学校におけ
る組織的な対応の道筋を示し、児童・生徒の
こころのケアを行います。

公立学校14校に18チーム、延べ17人の臨
床心理士及び26人の指導主事等を派遣し、
事件・事故等学校における緊急事案の早期
解決を図り、同時に、心に大きなダメージを
負った児童・生徒等のケア体制の充実を図
ることができた。

緊急事態に即応する必要が
あり、臨床心理士の確保が困
難な場合がある。

今後も児童・生徒等のさらな
るケア体制の充実を図るた
め、引き続き、学校緊急支援
チームによる支援を行ってい
く。

学校支援課

相談の内容としては、精神疾患の治療の相談や、薬物、アディクション、自殺に関する相談等専門性
の高い相談に対応している。

公立学校14校に18チーム、延べ17人の臨床心理士及び26人の指導主事等を派遣し、事件・事故等
学校における緊急事案の早期解決を図り、同時に、心に大きなダメージを負った児童・生徒等のケア
体制の充実を図ることができた。

事業依頼後、速やかに対応できた。
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「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

（４）　遺族への関連情報の提供の推進

①　遺族のための相談窓口一覧や民間団体の相談先を掲載したリーフレットの配布、周知

176　リーフレット等を活用
した県民への周知【再掲】

自死遺族支援の情報提供に関するリーフレッ
ト及びチラシを作成するとともに、周知先や周
知方法等の工夫を図り、一人でも多くの自死
遺族に必要な情報が伝わるよう取り組みま
す。

自殺予防に関することや身近な地域で相談
できる窓口や機関を掲載したリーフレットを
作成し、自殺対策街頭キャンペーンで3000
部配布し、県民への普及啓発を行った。

相談窓口を記載したリーフレッ
トや普及啓発物品を作成し、街
頭キャンペーンや講演会等で
広く県民に配布する。

○
毎年度3,000
部配布

3000部 3000部 3000部 100.0% A

県民の自殺対策の重要性に
対する関心と理解をさらに深
めること、また、自殺の危機に
陥った場合には、誰かに援助
を求めることが適切であるとい
うことが、社会全体の共通認
識となることが必要なため、今
後も普及啓発をしていく。
特に、若年者の自殺者が減
少していないことから、若年
者層に対する自殺予防に関
する普及啓発や相談窓口の
周知に取り組んでいく必要が
ある。

自殺予防に関することや身近
な地域で相談できる窓口や
機関を掲載したリーフレットを
作成し、各地域で開催される
自殺対策街頭キャンペーン
や講演会等で配布し、周知
のさらなる強化を図る。

精神保健福祉センター

12　関係機関・民間団体との連携強化

（１）　地域における連携体制の強化

①　地域における公的機関、関係機関、民間機関、ボランティア団体との連携体制の強化

177　こころといのちのサ
ポート事業【再掲】

自殺対策に係る情報共有、協議及び連携の
ために、様々な関係機関や民間団体、行政
機関で構成された「かながわ自殺対策会議」
を開催します。

令和元年度は、様々な関係や民間団体、行
政機関で構成された「かながわ自殺対策会
議」を２回開催し、自殺対策にかかる必要な
情報共有を通じて連携を図ったほか、「かな
がわ自殺対策計画」の進行管理方法にかか
る協議を行い、今後の方向性を決定した。ま
た、地域部会を３回開催し、特に市町村自
殺対策計画の着実な運用に関する支援な
ど、市町村に対する適切な情報提供を行っ
た。

自殺対策を多角的に検討し、
総合的に推進するため、様々
な関係機関や民間機関、行政
機関で構成された会議を毎年
度２回開催し、必要な情報共有
を図る。

○

計26機関で
構成される
「かながわ自
殺対策会議」
を２回開催

２回 2回 2回 100.0% A

新型コロナウイルス感染症の
影響に伴う自殺リスクの高まり
に向き合っていくとともに、
「かながわ自殺対策計画」の
推進体制として、計画が掲げ
る全体目標の達成に向け、各
構成機関がいかに実践的に
取り組んでいけるかという点
が重要である。

新型コロナウイルス感染症の
影響を鑑み、より一層自殺対
策に係る情報共有、協議を通
じて、「かながわ自殺対策会
議」の取組みをさらに充実さ
せるとともに、連携を深めてい
く。

がん・疾病対策課

178　自殺対策検討会の
実施【再掲】

地域の実情に応じた施策を実施するために、
保健福祉事務所・センターで検討会を開催
し、地域の実態に応じた自殺対策の検討を行
います。

各地域において、地域の実情に応じた会議
や研修会を開催し、課題の検討に取り組む
ことにより、地域の連携を深めた。
・平塚保健福祉事務所：３回　計47名参加
・鎌倉保健福祉事務所：３回　計118名参加
・小田原保健福祉事務所：１回※新型コロナ
ウイルス感染症の影響により書面開催
・平塚保健福祉事務所秦野センター：１回
34名参加
・厚木保健福祉事務所大和センター：３回
60名参加
・小田原保健福祉事務所足柄上センター：３
回　47名参加
・鎌倉保健福祉事務所三崎センター：三浦
市の自殺対策計画に係る会議、市主催会議
へ随時出席

各保健福祉事務所・センター単
位で、自殺対策に資する検討
会を実施（厚木保健福祉事務
所はハイリスク地ネットワーク
会議を別途実施のため、対象
から除く）

○

保健福祉事
務所・セン
ター（厚木除
く）計７箇所
すべてで毎
年度検討会
を開催

7箇所 7箇所 7箇所 100.0% A

新型コロナウイルス感染症の
影響により、事業によっては
新しい実施方法等を検討す
る必要があるほか、地域にお
ける精神保健福祉に関わる
諸課題の複雑・困難化に伴
い、保健福祉事務所・セン
ターの求められる業務が増大
している中で、いかに自殺対
策の取組みを進めていけるか
という点が、全地域共通の課
題である。

新型コロナウイルス感染症の
影響を見ながら臨機応変に
対応していく中で、引き続き、
各地域において、地域の実
情に応じた会議や研修会を
開催し、課題の検討に取り組
むことにより地域連携を深め、
効率的効果的に自殺対策を
進めていく。

保健福祉事務所・センター

38



「かながわ自殺対策計画」における構成施策事業の進行管理台帳【令和元年度分】

施策名 内　容 項　目
計
画

独
自

目標
（Ａ）

計画当初
時点（Ｂ）

直近値
（Ｃ）

達成目安
（Ｄ）

進捗率or進
捗度

判　定

　　【判定】各目標について、達成目安に対する現状値の進捗状況によりＡ～Ｅの５段階で判定する。
　　　　A=100％
　　　　B=70％以上100％未満
　　　　C=50％以上70％未満
　　　　D=20％以上50％未満
　　　　E=20％未満

構成施策事業

実　績

進捗状況

課　題
次年度の方向性
（令和元年度分）

所管課
大柱－中柱

－項目

資料１

179　障がい者虐待防止
対策

障害者権利擁護センターの運営を特定非営
利活動法人神奈川県障害者自立生活支援セ
ンターに委託し、通報や届出の受理、相談、
普及啓発のための研修会の開催等を行いま
す。
障害者権利擁護センターが受理した通報・相
談への対応・助言等について、適宜弁護士か
ら法的助言を受け、権利擁護センターの法的
専門性を確保します。
市町村や障害者福祉施設等における障がい
者虐待防止や権利擁護の推進に寄与する人
材を養成するための研修を開催します。

障害者権利擁護センターへの通報、届出等
件数：42件
普及啓発のための研修会：令和２年２月18
日（火）　134人出席
弁護士からの助言：令和元年９月５日（木）、
令和２年３月12日（木）【全２回】
神奈川県障害者虐待防止・権利擁護研修：
令和元年11月19日（火）、20日（水）【２日
間】　106人出席

研修受講者数　100人／年 ○
受講者数
100人／年

100人 106人 100人 106.0% A
委託先は障がい当事者団体
であり、法で定める３つの虐
待に限らず様々な相談が寄
せられるが、本来の役割であ
る使用者による障がい者虐待
の通報受付件数が少ない。

新型コロナウイルス感染症拡
大防止策の伴う障がい者虐
待への影響について、各市
町村への相談・通報・届出件
数等を把握するとともに、必
要な対応について検討する。

障害福祉課

（２）　民間団体との連携体制の強化

①　人材育成に関する相互協力及び民間団体が行う先駆的な自殺対策の支援

180　民間団体の人材育
成・電話相談事業等に関
する支援

民間団体（横浜いのちの電話）の電話相談支
援事業に対する補助を行い、電話相談員が
熟練の相談員に指導を受けて（スーパービ
ジョン）、資質を向上させるための支援を行っ
ています。
また、活動や相談員募集に関する広報等の
協力を行っています。

精神的危機に直面している人々を主に電話
を通じ、個人の尊厳を保持しつつ自立した
生活を地域社会において営むことができるよ
うに支援するために、相談員の質の向上を
図ることと、３６５日２４時間の電話相談を継
続すべく、新たに相談員の養成を行う。前者
を実現するために、継続相談員１４２名を対
象にスーパービジョンを（一人一回必修）実
施。後者向けには、積極的な広報活動を通
じ応募して下さった相談ボランティア応募者
を対象に一年かけロールプレイ研修や養成
講座を実施した。

スーパービジョン相談育成養成
数　累計1,400人（平成27年度
末～平成34年度末）

○ 1400人 350人 832人 875人 91.8% B
いのちの電話の相談員数は
年々減少傾向にあり、相談員
の質の向上に努めることに加
え、電話相談員向け説明会
等の一層の周知に注力する
必要がある。

令和元年度同様、登録電話
相談員１42名（2020年４月１
日現在）が、臨床心理士など
の専門職の７名によるスパー
ビジョン（２時間制）を受講し、
スーパーバイザーによる評
価・指導を通じて、電話相談
技術および心構えの習得に
努める。

がん・疾病対策課

181　電話相談関係機関
業務研修会の開催

地域で電話相談を実施している関係機関や
電話相談及び相談業務を行っている相談者
が、電話相談の基本的姿勢等を学び、さらに
相談者の資質の向上を図るため、電話相談
員研修の開催に取り組みます。

＊H30年度実績48人
令和2年1月31日（金）
場所：当所２階視聴覚室
参加者：４１名

電話相談及び相談業務を行っ
ている相談者の資質向上を図
ることを目的として電話相談員
研修を実施し、平成30年度から
34年度間で、受講者数250名以
上とする。

○
受講者数累
計250人

0人 89人 100人 89.0% B 電話相談員向けの研修を行
える講師の開拓。

引く続き電話相談員研修を
開催していく。

精神保健福祉センター

②　自死遺族の集いの開催やグループ支援等の取組みの連携、推進

182　自死遺族の集いの
開催【再掲】

県内で自死遺族の集いを開催している市町
村や、全国自死遺族総合支援センター等の
民間団体との情報共有、連携を強化します。
大切な方を自死で亡くされた方が集いに参加
できる機会を提供し、より安定的、継続的な運
営に向けて取組みを進めます。

年6回開催
毎回参加者にアンケートを実施し、再度参
加を希望する者の割合は86％だった。感想
として「孤独感が減った」「前向きな気持ちに
なれた」「また参加したい」などの記載があっ
た。

再度参加を希望する者の割合
を90％

○
再度参加希
望90％

80.0% 86.0% 90.0% 95.6% B
同じ体験をした方同士が、安
心して相互に体験を語れる場
を安定的に継続的して提供
することが必要。

同じ体験をした方同士が、安
心して相互に体験を語れる場
を安定的に継続的に提供し
ていく。

精神保健福祉センター
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